
備 考

13 0 32

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

開設時期及
び開設年次

　　年　月
第　年次

11

観光マネジメント専攻 2 70 － 140 観光経営修士
（専門職）

令和6年4月
第1年次

大阪府茨木市岩倉町2
番
150号

計 70 　－ 140

所　在　地

経営管理研究科 年 人 年次
人

人

専任教員等 兼 任
教 員 等教授 准教授 講師 助教 計

54 0 12

助手

11 2 0 0 13 0

演習 実験・実習 計

14 0 0 56 0 0

（42） （14） （0） （0） （56） （0） （0）

（0） （0）

2科目 2科目 78科目

同一設置者内における
変 更 状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

立命館大学
　映像学部映像学科〔定員増〕（ 80）（令和5年3月設置認可申請）

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義

46単位

－

学　部　等　の　名　称

（0） （93） （0） （0）

（40） （14） （0） （0） （54） （0） （12）

経営学研究科　企業経営専攻（博士課程後
期課程）

42

2 0 0

フ リ ガ ナ ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ　ﾘﾂﾒｲｶﾝ

設 置 者 学校法人　立命館

大 学 の 目 的
立命館大学大学院は、立命館建学の精神および教学理念に則り、学術の理論および応用
を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能
力を培うことを目的とする。

新 設 学 部 等 の 目 的
観光マネジメント専攻は、立命館憲章に則り、経営管理の基本を理解し、実践する力量
を身につけ、観光産業の企業および非営利組織の経営におけるビジネスを創造するリー
ダーとして、世界および日本の持続的発展を担う人材の育成を目的とする。

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸｲﾝ

大 学 の 名 称 立命館大学大学院

大 学 本 部 の 位 置 京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町8番地

計 画 の 区 分 研究科の専攻の設置

経済学研究科　経済学専攻（博士課程後期
課程）

経営学研究科　企業経営専攻（博士課程前
期課程）

40 14 0 0

経営管理研究科 観光マ
ネジメント専攻

74科目

（0） （60） （0） （6）

社会学研究科　応用社会学専攻（博士課程
前期課程）

72 20 0 0 92 0 2

（72） （20） （0） （0） （92） （0） （2）

社会学研究科　応用社会学専攻（博士課程
後期課程）

73 20 0 0 93 0 0

（73） （20） （0）

5

（12） （0） （0） （0） （12） （0） （5）

文学研究科　人文学専攻（博士課程前期課
程）

65 11 0 0 76 0 27

（65） （11） （0） （0） （76） （0） （27）

文学研究科　人文学専攻（博士課程後期課
程）

60 0 0 0 60 0 6

（60）

文学研究科　行動文化情報学専攻（博士課
程前期課程）

14 4 0 0 18 0 13

（14） （4） （0） （0） （18） （0） （13）

文学研究科　行動文化情報学専攻（博士課
程後期課程）

12 0 0 0 12 0

5 2 13 40 0 4

（20） （5） （2） （13） （40） （0） （4）

新

設

分

経営管理研究科　観光マネジメント専攻
（専門職学位課程）

人 人 人 人 人 人 人

（11） （2） （0） （0） （13） （0） （32）

計
(11) （2） （0） （0） （13） （0） （－）

法学研究科　法学専攻（博士課程前期課
程）

56 6 0 0 62 0 12

（56） （6） （0） （0） （62） （0） （12）

（6） （0） （0） （80） （0） （0）

経済学研究科　経済学専攻（博士課程前期
課程）

44 14 0 0 58 0 11

（44） （14） （0） （0） （58） （0） （11）

法学研究科　法学専攻（博士課程後期課
程）

74 6 0 0 80 0 0

（74）

44 14 0 0 58 0 2

（44） （14） （0） （0） （58） （0） （2）

理工学研究科　基礎理工学専攻（博士課程
前期課程）

20

教

員

組

織

の

概

要

既

設

分
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合 計
1368 346 35 28 1777 0 －

（1368） （346） （35） （28） （1777） （0） （－）

25 0 0

（20） （4） （1） （0） （25） （0） （0）

理工学研究科　電子システム専攻（博士課
程後期課程）

26 5 1 0 32 0 1

（26） （5） （1） （0） （32） （0） （1）

理工学研究科　基礎理工学専攻（博士課程
後期課程）

20 4 1

理工学研究科　機械システム専攻（博士課
程前期課程）

21 7 2 7 37 0 13

（21） （7） （2） （7） （37） （0） （13）

理工学研究科　機械システム専攻（博士課
程後期課程）

21 7 2 0 30 0 0

（21） （7） （2） （0） （30） （0） （0）

理工学研究科　環境都市専攻（博士課程前
期課程）

21 10 1 0 32 0 11

（21） （10） （1） （0） （32） （0） （11）

理工学研究科　環境都市専攻（博士課程後
期課程）

21 10 1 0 32 0 0

（21） （10） （1） （0） （32） （0） （0）

国際関係研究科　国際関係学専攻（博士課
程前期課程）

37 21 0 1 59 0 13

（37） （21） （0） （1） （59） （0） （13）

国際関係研究科　国際関係学専攻（博士課
程後期課程）

36 20 0 1 57 0 0

（36） （20） （0） （1） （57） （0） （0）

政策科学研究科　政策科学専攻（博士課程
前期課程）

35 13 0 0 48 0 10

（35） （13） （0） （0） （48） （0） （10）

政策科学研究科　政策科学専攻（博士課程
後期課程）

35 13 0 0 48 0 0

（35） （13） （0） （0） （48） （0） （0）

言語教育情報研究科　言語教育情報専攻
（修士課程）

13 0 0 0 13 0 9

（13） （0） （0） （0） （13） （0） （9）

テクノロジー・マネジメント研究科　テク
ノロジー・マネジメント専攻（博士課程前
期課程）

8 3 1 0 12 0 8

（8） （3） （1） （0） （12） （0） （8）

スポーツ健康科学研究科　スポーツ健康科
学専攻（博士課程後期課程）

16

テクノロジー・マネジメント研究科　テク
ノロジー・マネジメント専攻（博士課程後
期課程）

8 3 1 0 12 0 0

（3） （1） （0） （12） （0） （0）

スポーツ健康科学研究科　スポーツ健康科
学専攻（博士課程前期課程）

6 3 0 27 0 2

（6） （3） （0） （27） （0） （2）

（8）

18

（18）

6 2 0 24 0 1

（6） （2） （0） （24） （0） （1）

情報理工学研究科　情報理工学専攻（博士
課程前期課程）

50 12 4 0 66 0 2

（12） （4） （0） （66） （0） （2）

24

（24）

生命科学研究科　生命科学専攻（博士課程
前期課程）

5 4 0 47 0 5

（5） （4） （0） （47） （0） （5）

生命科学研究科　生命科学専攻（博士課程
後期課程）

5 1 0 44 0 0

（38） （5） （1） （0） （44） （0） （0）

38

（38）

38

薬学研究科　薬学専攻（博士課程）
11 4 0

12 0 21

（2） （1） （0） （12） （0） （21）

薬学研究科　薬科学専攻（博士課程前期課
程）

5 0 0 29 0 8

（5） （0） （0） （29） （0） （8）

先端総合学術研究科　先端総合学術専攻
（博士課程）

9 2 1 0

（9）

0 0 12 0 0

（1） （0） （0） （12） （0） （0）

人間科学研究科　人間科学専攻（博士課程
前期課程）

10 3 2 44 0 10

（10） （3） （2） （44） （0） （10）

食マネジメント研究科　食マネジメント専
攻（博士課程後期課程）

7 0 0 26 0 5

（19） （7） （0） （0） （26） （0） （5）

食マネジメント研究科　食マネジメント専
攻（博士課程後期課程）

1 0 0 18 0 0

（17） （1） （0） （0） （18） （0） （0）

19

17

（0） （24） （0） （24）

経営管理研究科　経営管理専攻（専門職学
位課程）

1 0 0 12 0 39

（1） （0） （0） （12） （0） （39）

法務研究科　法曹養成専攻（専門職学位課
程）

23

（23）

11

（11）

1764 0 －

（1357） （344） （35） （28）

1 0 0 24 0 24

（1） （0）

理工学研究科　電子システム専攻（博士課
程前期課程）

26 5 1 4 36 0 12

（26） （5） （1） （4） （36） （0） （12）

0

2 0 0 18 0 0

（16） （2） （0） （0）

16

（16）

（50）

情報理工学研究科　情報理工学専攻（博士
課程後期課程）

50 12 4 0 66 0 0

（50） （12） （4） （0） （66） （0） （0）

（18） （0） （0）

映像研究科　映像専攻（修士課程）

0 15 0 0

（11） （4） （0） （0） （15）

11

（11）

29

（29）

人間科学研究科　人間科学専攻（博士課程
後期課程）

25 10 0 0 35 0 0

（25） （10） （0） （0） （35） （0） （0）

（0） （0）

薬学研究科　薬科学専攻（博士課程後期課
程）

1

教職研究科　実践教育専攻（専門職学位課
程）

8 5 0 0 13 0 6

（8） （5）

計
1357

（1764） （0） （－）

（0） （0） （13） （0） （6）

344 35 28
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大学全体

平成31年度入学
定員減（△35

経済学部

　経済学科 平成31年度入学
定員減（△35

　国際経済学科

平成29年度より
学生募集停止
（経済学部国際
経済学科）

大学全体
※「視聴覚資
料」は「図書」
の内数
※機械・器具、
標本は経営管理
研究科のみ

第５年次 第６年次

1,469千円 1,269千円 ―千円 ―千円

―千円

―千円

―千円

―千円

―千円

―千円 ―千円

―千円

―千円

教員１人当り研究費等 654千円 655千円 ―千円

共 同 研 究 費 等 65,288千円

図 書 購 入 費 5,375千円 7,706千円 10,009千円

設 備 購 入 費 12,744千円

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次

9

0.00㎡ 391,596.33㎡

529,903.47㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 529,903.47㎡

（529,903.47㎡） （ 0.00㎡）

―千円 ―千円

経 費 の
見 積 り
及 び 維
持 方 法
の 概 要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次 第６年次

手数料収入、寄付金収入及び補助金収入等により維持する。

―千円

―千円

―千円

（補助職員 35 人）

専 任 教 員 研 究 室
新設学部等の名称 室 数

経営管理研究科 観光マネジメント専攻 室

教室等

講義室

大 学 の 名 称 　立命館大学

―千円

―千円

―千円

共同研究費等は
大学全体の経費
を記載してい
る。
図書購入費に
は、電子ジャー
ナル、データ
ベースの整備費
（運用コスト含
む）を含む。

8,739千円 9,811千円

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

学生納付金以外の維持方法の概要

第３年次 第４年次 第５年次

64,963千円

体育館

面積 体育館以外のスポーツ施設の概要

27,540.62㎡ 柊 野 屋 内 練 習 場
鉄 骨 造 鋼 板 葺 平 家 建
2,025.00 ㎡

図書館
面積 閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

44,148　㎡ 5,428 3,011,722

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

図書 学術雑誌
視聴覚資料機械・器具

経営管理研究科
観光マネジメント専
攻

3,453,690〔1,020,318〕　 64,703〔17,301〕

点

52,885 0 0

法学部
京都府京都市北区
等持院北町56番地
の1　法学科 4 720 ― 2,880 学士（法学） 1.08

昭和
23年度

（3,453,690〔1,020,318〕） （64,703〔17,301〕） （67,872〔66,511〕） (52,885) （　　0　　） （　　0　　）

（67,872〔66,511〕） (52,885) （　　0　　） （　　0　　）
計

3,453,690〔1,020,318〕　 64,703〔17,301〕 67,872〔66,511〕　 52,885 0 0
（3,453,690〔1,020,318〕） （64,703〔17,301〕）

1.06

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

4 760 ― 3,040
学士（経済
学）

演習室 実験実習室 情報処理学習施設 語学学習施設

147室 535室 790室
38室

67,872〔66,511〕　

標本
〔うち外国書〕 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

冊 種 〔うち外国書〕 点 点

（ 0.00㎡） （529,903.47㎡）

合 計 1,406,433.06㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 1,406,433.06㎡

校 舎

専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

21室

（補助職員 0 人）

（1093）

そ の 他 の 職 員
0 0 0

（0） （0） （0）

921,525.99㎡

運 動 場 用 地 93,310.74㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 93,310.74㎡

校

地

等

区 分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

校 舎 敷 地 921,525.99㎡ 0.00㎡ 0.00㎡

小 計 1,014,836.73㎡ 0.00㎡ 0.00㎡ 1,014,836.73㎡

そ の 他 391,596.33㎡ 0.00㎡

教
員
以
外
の
職
員
の
概
要

職 種 専　　任 兼　　任 計

事 務 職 員
589 492 1081

（589）

図 書 館 専 門 職 員
7 4 11

（7） （4） （11）

（492） （1081）

技 術 職 員
0 1 1

（0） （1） （1）

計
596 497 1093

（596） （497）

大学全体

年 人 年次
人

人 倍

1.06
昭和
23年度

4 ― ― ―
学士（経済
学）

―
平成
18年度

既
設
大
学
等
の
状
況
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経営学部

　経営学科
平成31年度入学
定員減（△25
人）

　国際経営学科
平成31年度入学
定員減（△5
人）

産業社会学部

　現代社会学科

文学部

　人文学科

理工学部

　電気電子工学科

　機械工学科

　都市システム工学科

平成30年度より
学生募集停止
（3年次編入学
定員は令和2年
度より学生募集
停止）

　環境システム工学科

平成30年度より
学生募集停止
（3年次編入学
定員は令和2年
度より学生募集
停止）

ロボティクス学科

　数理科学科

　物理科学科

　電子情報工学科

　建築都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

1.01

大阪府茨木市岩倉
町2番150号

4 650 ― 2,600
学士（経営
学）

1.01
昭和
37年度

4 145 ― 580
学士（経営
学）

0.99
平成
18年度

京都府京都市北区
等持院北町56番地
の14 810 ― 3,240

学士（社会
学）

0.99
平成
19年度

京都府京都市北区
等持院北町56番地
の14 1,035 ― 4,140 学士（文学） 1.06

平成
16年度

0.99

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

4 154
3年次
12

640 学士（工学） 0.94
昭和
24年度

4 173
3年次
10

712 学士（工学） 1.01
昭和
24年度

　環境都市工学科 4 166
3年次
4

672 学士（工学） 1.00
平成
30年度

4 ― ― ― 学士（工学） ―
平成
16年度

4 ― ― ― 学士（工学） ―
平成
6年度

4 90
3年次
6

372 学士（工学） 0.98
平成
8年度

4 97 ― 388 学士（理学） 0.98
平成
12年度

4 86
3年次
2

348 学士（理学） 1.00
平成
12年度

4 102
3年次
8

424 学士（工学） 1.05
平成
16年度

4 91
3年次
4

372 学士（工学） 0.97
平成
16年度

既
設
大
学
等
の
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国際関係学部

　国際関係学科

政策科学部

　政策科学科

情報理工学部

　情報理工学科

　情報システム学科

平成29年度より
学生募集停止
（3年次編入学
定員は平成31年
度より学生募集
停止）

　情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

平成29年度より
学生募集停止
（3年次編入学
定員は平成31年
度より学生募集
停止）

メディア情報学科

平成29年度より
学生募集停止
（3年次編入学
定員は平成31年
度より学生募集
停止）

　知能情報学科

平成29年度より
学生募集停止
（3年次編入学
定員は平成31年
度より学生募集
停止）

映像学部

　映像学科

6年制学科

4年制学科

0.98

京都府京都市北区
等持院北町56番地
の1

4 335 ― 1,340
学士（国際関
係学）

1.01
昭和
63年度

ｱﾒﾘｶﾝ大学・立命館
大学国際連携学科

4 25 ― 100
学士（グロー
バル国際関係
学）

0.56
平成
30年度

大阪府茨木市岩倉
町2番150号

4 410 ― 1,640
学士（政策科
学）

1.00
平成
6年度

0.97

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

4 475
3年次
40

1,980 学士（工学） 0.97
平成
29年度

4 ― ― ― 学士（工学） ―
平成
16年度

4 ― ― ― 学士（工学） ―
平成
16年度

4 ― ― ― 学士（工学） ―
平成
16年度

4 ― ― ― 学士（工学） ―
平成
16年度

京都府京都市北区
等持院北町56番地
の14 160 ― 640

学士（映像
学）

1.03
平成
19年度

薬学部

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号　薬学科 6 100 ― 600 学士（薬学） 0.97

平成
20年度

　創薬科学科 4 60 ― 240
学士（薬科
学）

0.95
平成
27年度

既
設
大
学
等
の
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生命科学部

　応用化学科

　生物工学科

　生命情報学科

　生命医科学科

スポーツ健康科学部

総合心理学部

食マネジメント学部

グローバル教養学部

グローバル教養学科

法学研究科

　法学専攻

経済学研究科

　経済学専攻

経営学研究科

　企業経営専攻

社会学研究科

　応用社会学専攻

0.95

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

4 111 ― 444
学士（理学）
学士（工学）

0.94
平成
20年度

4 86 ― 344 学士（工学） 0.91
平成
20年度

4 64 ― 256
学士（理学）
学士（工学）

1.02
平成
20年度

4 64 ― 256 学士（理学）　0.96
平成
20年度

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

スポーツ健康科学科 4 235 ― 940
学士（ｽﾎﾟｰﾂ
健康科学）

1.05
平成
22年度

大阪府茨木市岩倉
町2番150号

　総合心理学科 4 280 ― 1,120
学士（心理
学）

0.99
平成
28年度

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

　食マネジメント学科 4 320 ― 1,280
学士（食マネ
ジメント）

0.96
平成
30年度

大阪府茨木市岩倉
町2番150号

4 100 ― 400
学士（グロー
バル教養学）

0.69
平成
31年度

京都府京都市北区
等持院北町56番地
の1　　博士課程前期課程 2 60 ― 120 修士（法学） 0.29

昭和
25年度

　　博士課程後期課程 3 10 ― 30 博士（法学） 0.36
昭和
28年度

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

　　博士課程前期課程 2 50 ― 100
修士（経済
学）

0.87
昭和
25年度

　　博士課程後期課程 3 5 ― 15
博士（経済
学）

1.33
昭和
39年度

大阪府茨木市岩倉
町2番150号

　　博士課程前期課程 2 60 ― 120
修士（経営
学）

0.73
昭和
41年度

　　博士課程後期課程 3 15 ― 45
博士（経営
学）

0.53
昭和
41年度

京都府京都市北区
等持院北町56番地
の1　　博士課程前期課程 2 60 ― 120

修士（社会
学）

0.68
昭和
47年度

　　博士課程後期課程 3 15 ― 45
博士（社会
学）

1.11
昭和
49年度

既
設
大
学
等
の
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文学研究科

　人文学専攻

　行動文化情報学専攻

2

3

2

3

2

3

2

3

国際関係研究科

　国際関係学専攻

政策科学研究科

　政策科学専攻

言語教育情報研究科

　言語教育情報専攻

　　修士課程

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻

京都府京都市北区
等持院北町56番地
の1

　　博士課程前期課程 2 70 ― 140 修士（文学） 0.50
平成
18年度

　　博士課程後期課程 3 20 ― 60 博士（文学） 1.18
平成
18年度

　　博士課程前期課程 2 35 ― 70 修士（文学） 0.44
平成
26年度

　　博士課程後期課程 3 15 ― 45 博士（文学） 0.29
平成
26年度

理工学研究科

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

　基礎理工学専攻

　　博士課程前期課程 50 ― 100
修士（理学）
修士（工学）

0.77
平成
18年度

　　博士課程後期課程 6 ― 18
博士（理学）
博士（工学）

0.61
平成
24年度

　電子システム専攻

　　博士課程前期課程 140 ― 280 修士（工学） 0.93
平成
24年度

　　博士課程後期課程 8 ― 24 博士（工学） 0.95
平成
24年度

　機械システム専攻

　　博士課程前期課程 140 ― 280 修士（工学） 1.01
平成
24年度

　　博士課程後期課程 11 ― 33 博士（工学） 0.66
平成
24年度

　環境都市専攻

　　博士課程前期課程 120 ― 240 修士（工学） 0.83
平成
24年度

　　博士課程後期課程 15 ― 45 博士（工学） 0.40
平成
24年度

京都府京都市北区
等持院北町56番地
の1　　博士課程前期課程 2 60 ― 120

修士（国際関
係学）

1.13 平成
4年度

　　博士課程後期課程 3 10 ― 30
博士（国際関
係学）

1.56 平成
6年度

大阪府茨木市岩倉
町2番150号

　　博士課程前期課程 2 40 ― 80
修士（政策科
学）

0.80
平成
9年度

　　博士課程後期課程 3 15 ― 45
博士（政策科
学）

0.51
平成
11年度

京都府京都市北区
等持院北町56番地
の1

2 60 ― 120
修士（言語教
育情報学）

0.59
平成
15年度

大阪府茨木市岩倉
町2番150号

　　博士課程前期課程 2 70 ― 140
修士（技術経
営）

0.91
平成
17年度

　　博士課程後期課程 3 5 ― 15
博士（技術経
営）

1.80
平成
18年度

既
設
大
学
等
の
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ｽﾎﾟｰﾂ健康科学研究科

ｽﾎﾟｰﾂ健康科学専攻

映像研究科

　映像専攻

　　修士課程

情報理工学研究科

　情報理工学専攻

生命科学研究科

　生命科学専攻

先端総合学術研究科

　先端総合学術専攻

薬学研究科

　薬科学専攻

2

　薬学専攻

人間科学研究科

　人間科学専攻

食マネジメント研究科

　食マネジメント専攻

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

　　博士課程前期課程 2 25 ― 50
修士（スポー
ツ健康科学）

1.30
平成
22年度

　　博士課程後期課程 3 8 ― 24
博士（スポー
ツ健康科学）

2.04
平成
24年度

京都府京都市北区
等持院北町56番地
の1

2 10 ― 20 修士（映像） 1.05
平成
23年度

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

　　博士課程前期課程 2 200 ― 400 修士（工学） 0.92
平成
24年度

　　博士課程後期課程 3 15 ― 45 博士（工学） 1.42
平成
24年度

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

　　博士課程前期課程 2 150 ― 300
修士（理学）
修士（工学）

1.03
平成
24年度

　　博士課程後期課程 3 15 ― 45
博士（理学）
博士（工学）

0.53
平成
24年度

京都府京都市北区
等持院北町56番地
の1

　　一貫制博士課程 5 30 ― 150 博士（学術） 1.24
平成
15年度

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

　　博士課程前期課程 20 ― 40
修士（薬科
学）

1.52
令和
2年度

　　博士課程後期課程 3 3 9 博士（薬科学）1.33
令和
3年度

　　博士課程 4 3 ― 12 博士（薬学） 0.91
平成
26年度

大阪府茨木市岩倉
町2番150号

　　博士課程前期課程 2 65 ― 130

修士（人間科
学）
修士（心理
学）

1.05
平成
30年度

　　博士課程後期課程 3 20 ― 60

博士（人間科
学）
博士（心理
学）

1.56
平成
30年度

滋賀県草津市野路
東1丁目1番1号

　　博士課程前期課程 2 20 ― 40
修士（食マネ
ジメント）

0.87
令和
3年度

　　博士課程後期課程 3 3 ― 9
博士（食マネ
ジメント）

0.83
令和
3年度

既
設
大
学
等
の
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法務研究科

　法曹養成専攻

　　専門職学位課程

経営管理研究科

　経営管理専攻

　　専門職学位課程

教職研究科

　実践教育専攻

　　専門職学位課程

令和5年度入学
定員減（△
150）編入学定
員2年次減（△
7）編入学定員3
年次減（△13）

令和5年度入学
定員減（△50）
編入学定員2年
次減（△17）編
入学定員3年次
減（△26）

京都府京都市中京
区西ノ京東栂尾町8
番地

3 70 ― 210
法務博士（専
門職）

0.62
平成
16年度

大阪府茨木市岩倉
町2番150号

2 80 ― 160
経営修士（専
門職）

0.76
平成
18年度

京都府京都市中京
区西ノ京東栂尾町8
番地

2 35 ― 70
教職修士（専
門職）

0.84
平成
29年度

大 学 の 名 称 　立命館アジア太平洋大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

学位又
は称号

定　員
超過率

開設
年度

所　在　地

年 人 年次
人

人 倍

アジア太平洋学部

アジア太平洋学科 4 510
2年次 5
3年次 5

2,542
学士（アジア
太平洋学）

0.99
平成
12年度

大分県別府市十文
字原1丁目1番

国際経営学部

　国際経営学科 4 610
2年次 5
3年次 5

2,675
学士（経営
学）

0.95
平成
12年度

大分県別府市十文
字原1丁目1番

サスティナビリティ観
光学部

サスティナビリティ
観光学科

4 350 ― 1,400
学士（サス
ティナビリ
ティ観光学）

―
令和
5年度

大分県別府市十文
字原1丁目1番

アジア太平洋研究科

アジア太平洋学専攻

大分県別府市十文
字原1丁目1番

　　博士課程前期課程 2 15 ― 30
修士（アジア
太平洋学）

1.03
平成
15年度

　　博士課程後期課程 3 10 ― 30
博士（アジア
太平洋学）

0.90
平成
15年度

　国際協力政策専攻

　　博士課程前期課程 2 45 ― 90
修士（国際協
力政策）

1.04
平成
15年度

経営管理研究科

既
設
大
学
等
の
状
況

　経営管理専攻
大分県別府市十文
字原1丁目1番

　　修士課程 2 40 ― 80
修士（経営管
理）

0.82
平成
15年度
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名称　：　人文科学研究所

目的　：　人文科学分野の研究

所在地　：　京都府京都市北区等持院北町56番地の1

設置年月　：　昭和23年4月

名称　：　国際地域研究所

目的　：　社会科学分野の研究

所在地　：　京都府京都市北区等持院北町56番地の1

設置年月　：　昭和63年4月

名称　：　国際言語文化研究所

目的　：　人文社会科学分野の研究

所在地　：　京都府京都市北区等持院北町56番地の1

設置年月　：　平成元年4月

名称　：　人間科学研究所

目的　：　人文社会科学分野の研究

所在地　：　京都府京都市北区等持院北町56番地の1

設置年月　：　平成2年4月

名称　：　ア－ト・リサ－チセンタ－

目的　：　人文社会科学分野の研究

所在地　：　京都府京都市北区等持院北町56番地の1

設置年月　：　平成10年6月

名称　：　歴史都市防災研究所

目的　：　人文科学分野の研究

所在地　：　京都府京都市北区等持院北町56番地の1

設置年月　：　平成15年8月

名称　：　白川静記念東洋文字文化研究所

目的　：　東洋文字文化の研究

所在地　：　京都府京都市北区等持院北町56番地の1

設置年月　：　平成30年4月

名称　：　生存学研究所

目的　：　人文社会科学分野の研究

所在地　：　京都府京都市北区等持院北町56番地の1

設置年月　：　平成31年4月

名称　：　社会システム研究所

目的　：　社会科学分野の研究

所在地　：　滋賀県草津市野路東1丁目1番1号

設置年月　：　平成10年4月

名称　：　理工学研究所

目的　：　自然科学分野の研究

所在地　：　滋賀県草津市野路東1丁目1番1号

設置年月　：　昭和30年4月

名称　：　ＳＲセンタ－

目的　：　自然科学分野の研究

所在地　：　滋賀県草津市野路東1丁目1番1号

設置年月　：　平成8年4月

名称　：　ＶＬＳＩセンタ－

目的　：　自然科学分野の研究

所在地　：　滋賀県草津市野路東1丁目1番1号

設置年月　：　平成12年4月

名称　：　地域情報研究所

目的　：　社会科学分野の研究

所在地　：　大阪府茨木市岩倉町2番150号

設置年月　：　平成11年4月

附属施設の概要
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名称　：　アジア・日本研究所

目的　：　社会科学分野の研究

所在地　：　大阪府茨木市岩倉町2番150号

設置年月　：　平成27年12月

名称　：　立命館大学国際平和ミュ－ジアム

目的　：　国際的視野に立った平和の今日的問題の教育研究と、そのための資料

収集、整理、保存および展示

所在地　：　京都府京都市北区等持院北町56番地の1

設置年月　：　平成4年5月

６　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

２　「教員組織の概要」の「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

３　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合

　は，「教育課程」，「教室等」，「専任教員研究室」，「図書・設備」，「図書館」及び「体育館」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

４　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室等」，「専任教員研究室」，

　「図書・設備」，「図書館」，「体育館」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

（注）

１　共同学科等の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「教員組

　織の概要」の「新設分」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

附属施設の概要
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必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

1①・② 2 ○ 1 兼1

1①・② 2 ○ 1 兼1

1①・② 2 ○ 1 1

1①・② 2 ○ 1 兼1

1①・② 2 ○ 兼2

1①・② 2 ○ 1 1

－ 12 0 0 4 1 0 0 0 兼5

1① 2 ○ 兼1

企業倫理とサステイナブル経営（TMP） 1② 2 ○ 兼1

1④ 2 ○ 1

1③ 2 ○ 1

1③ 2 ○ 1

1① 2 ○ 兼1

－ 0 12 0 3 0 0 0 0 兼3

1① 2 ○ 1

1① 2 ○ 1

1① 2 ○ 1

1② 2 ○ 兼1

1① 2 ○ 兼1

1② 2 ○ 1

－ 12 0 0 3 1 0 0 0 兼2

1② 2 ○ 兼1

企業倫理とサステイナブル経営（TCP） 1④ 2 ○ 兼1

1③ 2 ○ 兼1

1③ 2 ○ 兼1

1① 2 ○ 兼1

1② 2 ○ 兼1

－ 0 12 0 0 0 0 0 0 兼6

ホスピタリティマネジメント（TMP） 1・2② 2 ○ 1

サービスとホスピタリティのデザイン（TMP） 1・2③・④ 2 ○ 1 1

観光企業の市場創造（TMP） 1・2③ 2 ○ 1

ホテル・リゾート企業のマネジメント（TMP） 1・2③・④ 2 ○ 1

旅館経営（TMP） 1・2①・④ 2 ○ 1

MICE企業経営戦略（TMP） 1・2③・④ 2 ○ 1

小計（6科目） － 0 12 0 6 1 0 0 0 0

ディスティネーションマネジメント（TMP） 1・2①・② 2 ○ 1 1

観光地ブランディング（TMP） 1・2②・④ 2 ○ 1 1

MICE施設のマネジメント（TMP） 1・2④ 2 ○ 兼1

MICEマーケティング（TMP） 1・2①・② 2 ○ 1

イベントプランニング（TMP） 1・2④ 2 ○ 兼1

リゾート&エンターテインメントビジネス（TMP） 1・2③・④ 2 ○ 1

小計（6科目） － 0 12 0 3 1 0 0 0 兼2

選
択
科
目
（

観
光
事
業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営

ユ
ニ
ッ

ト

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

－

－

コ
ア
科
目
（

観
光
事
業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

競争戦略（TCP）

組織行動（TCP）

マーケティング（TCP）

アカウンティング（TCP）

ファイナンス（TCP）

サービスイノベーション（TCP）

小計（6科目）

B
群

国際経営（TCP）

ビジネス創造（TCP）

リーダーシップ（TCP）

ビジネスエコノミクス（TCP）

統計・データ分析（TCP）

小計（6科目）

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（経営管理研究科観光マネジメント専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

コ
ア
科
目
（

観
光
事
業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

競争戦略（TMP）

組織行動（TMP）

マーケティング（TMP）

アカウンティング（TMP）

ファイナンス（TMP）

サービスイノベーション（TMP）

小計（6科目）

B
群

国際経営（TMP）

ビジネス創造（TMP）

リーダーシップ（TMP）

ビジネスエコノミクス（TMP）

統計・データ分析（TMP）

小計（6科目）

－

－

－

－
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必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

1・2④ 2 ○ 1

1・2① 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

1・2② 2 ○ 1

観光産業政策（TMP） 1・2① 2 ○ 1

サステイナブルツーリズム（TMP） 1・2② 2 ○ 兼1

ヘリテージツーリズム（TMP） 1・2① 2 ○ 兼1

－ 0 14 0 3 1 0 0 0 兼2

1・2④ 2 ○ 兼1

1・2③ 2 ○ 兼1

1・2② 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 兼1

1・2④ 2 ○ 兼1

－ 0 14 0 2 0 0 0 0 兼4

1・2③・④ 2 ○ 兼2

－ 0 2 0 0 0 0 0 0 兼2

1・2① 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

観光企業の市場創造（TCP） 1・2④ 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

1・2④ 2 ○ 1

－ 0 10 0 4 1 0 0 0 0

1・2② 2 ○ 1

観光地ブランディング（TCP） 1・2③ 2 ○ 1

リゾート&エンターテインメントビジネス（TCP） 1・2① 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

－ 0 10 0 3 1 0 0 0 0

1・2③ 2 ○ 兼1

1・2② 2 ○ 1

1・2④ 2 ○ 1

1・2① 2 ○ 1

観光産業政策（TCP） 1・2④ 2 ○ 1

1・2① 2 ○ 1

－ 0 12 0 4 1 0 0 0 兼1

1・2④ 2 ○ 兼1

1・2④ 2 ○ 兼1

企業分析（TCP） 1・2② 2 ○ 兼1

1・2② 2 ○ 兼1

1・2④ 2 ○ 兼1

－ 0 10 0 0 0 0 0 0 兼5

1・2④ 2 ○ 兼1

－ 0 2 0 0 0 0 0 0 兼1

1・2①・
②・③・④

2 ○ 兼5

－ 0 2 0 0 0 0 0 0 兼5

選
択

科
目

特
殊

講
義

観光事業特殊講義

小計（1科目） －

選
択
科
目
（

観
光
事
業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

－

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

人的資源管理（TCP）

Business Communication（TCP）

Business Negotiation（TCP）

小計（5科目）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

ディスティネーションマネジメント（TCP）

MICEマネジメント（TCP）

観
光
企
業
経
営

ユ
ニ
ッ

ト

小計（7科目）

－

小計（5科目） －

－

観
光
産
業
・
観
光

ユ
ニ
ッ

ト

観光産業イノベーション（TCP）

小計（6科目）

特
殊

講
義

観光事業キャリア形成特殊講義

小計（1科目） －

備考

選
択
科
目
（

観
光
事
業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・
観
光

ユ
ニ
ッ

ト

観光産業イノベーション（TMP）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

小計（7科目） －

単位数 授業形態 専任教員等の配置

－

特
殊

講
義

観光事業マネジメント特殊講義

小計（1科目） －

経
営
管
理

ユ
ニ
ッ

ト

人的資源管理（TMP）

観光産業における情報・デジタル技術（TMP）

観光産業におけるリスクマネジメント（TMP）

交通ビジネス（TMP）

ファミリービジネス（TMP）

Business Communication（TMP）

サービスとホスピタリティのデザイン（TCP）

マーケティングリサーチ（TCP）

観光まちづくり（TCP）

観光産業における情報・デジタル技術（TCP）

観光産業におけるリスクマネジメント（TCP）

交通ビジネス（TCP）

インバウンドマーケティング（TCP）

小計（5科目）

ホスピタリティマネジメント（TCP）

ホテル・リゾート企業のマネジメント（TCP）

旅館経営（TCP）

マーケティングリサーチ（TMP）

企業財務（TMP）

管理会計（TMP）

Business Negotiation（TMP）
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必

修

選

択

自

由

講

義

演

習

実
験
・
実
習

教

授

准
教
授

講

師

助

教

助

手

1・2休 2 ○ 1 集中

1・2休 2 ※ ○ 2 2
集中

※講義

－ 0 4 0 2 2 0 0 0 0

2前 2 ○ 8 2

2後 2 ○ 8 2

－ 4 0 0 8 2 0 0 0 0

－ 28 128 0 11 2 0 0 0 兼31

　ようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を

　受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書類を作成する必要はない。

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

５　「授業形態」の欄は，各授業科目について，該当する授業形態の欄に「○」を記入すること。ただし，専門職大学等又は専門職

　学科を設ける大学若しくは短期大学の授業科目のうち，臨地実務実習については「実験・実習」の欄に「臨」の文字を，連携実務

（注）

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信

　教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与する学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専

　門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関する基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備

　考に係るものを含む。）についても作成すること。

２　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受け

に授与する学位を併記すること。

（３）「卒業・修了要件及び履修方法」の欄には，当該専門職大学の卒業要件及び履修方法に加え，前期課程の修了要件及び履修

方法を併記すること。

　演習等については「演習」又は「実験・実習」の欄に「連」の文字を記入すること。

６　課程を前期課程及び後期課程に区分する専門職大学若しくは専門職大学の学部等を設置する場合又は前期課程及び後期課程に区

　分する専門職大学の課程を設置し，若しくは変更する場合は，次により記入すること。

（１）各科目区分における「小計」の欄及び「合計」の欄には，当該専門職大学の全課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教

員等の配置」に加え，前期課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教員等の配置」を併記すること。

（２）「学位又は称号」の欄には，当該専門職大学を卒業した者に授与する学位に加え，当該専門職大学の前期課程を修了した者

選択したプログラムのうち、必修・選択・自由の別を必修とする科目および以下の（1）
（2）を含む46単位以上とする。
（1）コア科目B群から6単位以上
（2）選択科目のうち、特殊講義を除く科目から18単位以上
（履修科目の登録上限:36単位（年間））

１学年の学期区分 4期

１学期の授業期間 8週

１時限の授業時間 200分(100分×2時限連続)

学位又は称号 観光経営修士（専門職） 学位又は学科の分野 経済学関係

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

演
習
科
目

リサーチプロジェクトⅠ

リサーチプロジェクトⅡ

小計（2科目） －

合計（78科目） －

備考

実
習
科
目

インターンシップ

フィールドワーク

小計（2科目） －

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1①・② 2 ○ 2

1①・② 2 ○ 1 1

1①・② 2 ○ 2

1①・② 2 ○ 1

1①・② 2 ○ 2

1①・② 2 ○ 1 兼1

－ 12 0 0 8 1 0 0 0 兼1

1① 2 ○ 1

1④ 2 ○ 兼1

1① 2 ○ 1

1③ 2 ○ 1

1④ 2 ○ 兼1

1② 2 ○ 兼1

－ 0 12 0 3 0 0 0 0 兼3

1① 2 ○ 兼1

1① 2 ○ 1

1① 2 ○ 兼1

1② 2 ○ 1

1① 2 ○ 1

1② 2 ○ 1

－ 12 0 0 3 1 0 0 0 兼2

1④ 2 ○ 兼1

1① 2 ○ 兼1

1③ 2 ○ 1

1③ 2 ○ 1

1④ 2 ○ 1

1② 2 ○ 兼1

－ 0 12 0 2 1 0 0 0 兼3

1・2① 2 ○ 兼1

1・2④ 2 ○ 兼1

1・2④ 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 兼1

1・2③ 2 ○ 兼1

1・2③ 2 ○ 1

1・2① 2 ○ 兼1

－ 0 14 0 1 0 0 0 0 兼5

1・2②・④ 2 ○ 1 1

1・2①・③ 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

1・2②・④ 2 ○ 1

1・2③・④ 2 ○ 兼2

1・2④ 2 ○ 兼1

－ 0 12 0 2 1 0 0 0 兼3

－

組
織
ユ
ニ
ッ

ト

人的資源管理（MP）

キャリア開発（MP）

異文化マネジメント（MP）

コーチング（MP）

コーポレートガバナンス（MP）

ファミリービジネス（MP）

小計（6科目） －

選
択
科
目
（

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

戦
略
ユ
ニ
ッ

ト

ビジネスモデル構築（MP）

新規事業開発（MP）

戦略的意思決定（MP）

国際経営戦略（MP）

グローバルビジネスの実践（MP）

技術・オペレーションのマネジメント（MP）

ICTビジネス戦略（MP）

小計（7科目）

－

B
群

国際経営（CP）

サービスイノベーション（CP）

リーダーシップ（CP）

ビジネスエコノミクス（CP）

統計・データ分析（CP）

小計（6科目） －

企業倫理とサステイナブル経営（CP）

コ
ア
科
目
（

キ
ャ

リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

競争戦略（CP）

組織行動（CP）

マーケティング（CP）

アカウンティング（CP）

ファイナンス（CP）

ビジネス創造（CP）

小計（6科目）

－

B
群

国際経営（MP）

サービスイノベーション（MP）

リーダーシップ（MP）

ビジネスエコノミクス（MP）

統計・データ分析（MP）

小計（6科目） －

企業倫理とサステイナブル経営（MP）

コ
ア
科
目
（

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

競争戦略（MP）

組織行動（MP）

マーケティング（MP）

アカウンティング（MP）

ファイナンス（MP）

ビジネス創造（MP）

小計（6科目）

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（経営管理研究科経営管理専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1・2④ 2 ○ 兼1

1・2③・④ 2 ○ 1 兼1

1・2①・④ 2 ○ 2

1・2② 2 ○ 兼1

1・2①・② 2 ○ 1

－ 0 10 0 3 0 0 0 0 兼3

1・2② 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

1・2② 2 ○ 1

1・2① 2 ○ 1

1・2④ 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

1・2③・④ 2 ○ 2

1・2② 2 ○ 兼1

－ 0 16 0 5 0 0 0 0 兼1

1・2② 2 ○ 兼1

ビジネス法務（MP） 1・2③ 2 ○ 兼1

1・2④ 2 ○ 兼1

1・2② 2 ○ 兼1

1・2③ 2 ○ 兼1

－ 0 10 0 0 0 0 0 0 兼5

1・2②・
③・④

2 ○ 2 兼1

－ 0 2 0 2 0 0 0 0 兼1

1・2③ 2 ○ 兼1

1・2④ 2 ○ 兼1

1・2④ 2 ○ 1

消費者行動（CP） 1・2④ 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

1・2② 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 兼1

1・2② 2 ○ 兼1

1・2④ 2 ○ 兼1

1・2① 2 ○ 兼1

－ 0 20 0 3 0 0 0 0 兼6

1・2① 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

1・2② 2 ○ 兼1

1・2② 2 ○ 1

1・2④ 2 ○ 1

1・2③ 2 ○ 1

－ 0 12 0 3 0 0 0 0 兼1

1・2③ 2 ○ 兼1

1・2④ 2 ○ 兼1

1・2③ 2 ○ 兼1

1・2① 2 ○ 兼1

1・2② 2 ○ 1

1・2① 2 ○ 兼1

1・2④ 2 ○ 兼1

－ 0 14 0 0 1 0 0 0 兼6

1・2②・③ 2 ○ 2 0

－ 0 2 0 2 0 0 0 0 0

選
択
科
目
（

キ
ャ

リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

論理的思考とプレゼンテーション（MP）

特
殊

講
義

キャリア形成特殊講義

小計（1科目） －

－

キ
ャ

リ
ア
形
成
共
通

ユ
ニ
ッ

ト

論理的思考とプレゼンテーション（CP）

国際政治経済（CP）

産業動態分析（CP）

日本の産業と企業（CP）

キャリア開発（CP）

Business Communication（CP）

Business Negotiation（CP）

小計（7科目）

会
計
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス

ユ
ニ
ッ

ト

財務会計（CP）

管理会計（CP）

企業分析（CP）

コーポレートファイナンス（CP）

M＆A戦略と企業価値評価（CP）

投資戦略（CP）

小計（6科目） －

技術・オペレーションのマネジメント（CP）

異文化マネジメント（CP）

コーポレートガバナンス（CP）

ファミリービジネス（CP）

小計（10科目）

特
殊

講
義

マネジメント特殊講義

小計（1科目）

－

ビ
ジ
ネ
ス
ユ
ニ
ッ

ト

ビジネスモデル構築（CP）

新規事業開発（CP）

マーケティングリサーチ（CP）

商品開発（CP）

デジタルマーケティング（CP）

会
計
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
ユ
ニ
ッ

ト

財務会計（MP）

管理会計（MP）

企業分析（MP）

コーポレートファイナンス（MP）

M＆A戦略（MP）

ストラクチャードファイナンス（MP）

投資戦略（MP）

ベンチャーファイナンス（MP）

小計（8科目）

備考

選
択
科
目
（

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
）

マ
ー

ケ
テ
ィ

ン
グ

ユ
ニ
ッ

ト

マーケティングリサーチ（MP）

消費者行動（MP）

商品開発（MP）

デジタルマーケティング（MP）

ブランドマネジメント（MP）

小計（5科目） －

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

－

－

ビ
ジ
ネ
ス
共
通

ユ
ニ
ッ

ト

国際政治経済（MP）

Business Communication（MP）

Business Negotiation（MP）

小計（5科目） －
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必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1・2①・② 2 ○ 兼2

－ 0 2 0 0 0 0 0 0 兼2

1・2休 2 ○ 兼1 集中

1・2休 2 ※ ○ 1
集中

※講義

－ 0 4 0 1 0 0 0 0 兼1

2前 2 ○ 13 1

2後 2 ○ 13 1

－ 4 0 0 13 1 0 0 0 0

－ 28 142 0 14 1 0 0 0 兼40

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

　　　に授与する学位を併記すること。

　（３）「卒業・修了要件及び履修方法」の欄には，当該専門職大学の卒業要件及び履修方法に加え，前期課程の修了要件及び履修

　　　方法を併記すること。

　演習等については「演習」又は「実験・実習」の欄に「連」の文字を記入すること。

６　課程を前期課程及び後期課程に区分する専門職大学若しくは専門職大学の学部等を設置する場合又は前期課程及び後期課程に区

　分する専門職大学の課程を設置し，若しくは変更する場合は，次により記入すること。

　（１）各科目区分における「小計」の欄及び「合計」の欄には，当該専門職大学の全課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教

　　　員等の配置」に加え，前期課程に係る科目数，「単位数」及び「専任教員等の配置」を併記すること。

　（２）「学位又は称号」の欄には，当該専門職大学を卒業した者に授与する学位に加え，当該専門職大学の前期課程を修了した者

　ようとする場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を

　受けようとする場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書類を作成する必要はない。

３　開設する授業科目に応じて，適宜科目区分の枠を設けること。

４　「授業形態」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

５　「授業形態」の欄は，各授業科目について，該当する授業形態の欄に「○」を記入すること。ただし，専門職大学等又は専門職

　学科を設ける大学若しくは短期大学の授業科目のうち，臨地実務実習については「実験・実習」の欄に「臨」の文字を，連携実務

（注）

１　学部等，研究科等若しくは高等専門学校の学科の設置又は大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信

　教育の開設の届出を行おうとする場合には，授与する学位の種類及び分野又は学科の分野が同じ学部等，研究科等若しくは高等専

　門学校の学科（学位の種類及び分野の変更等に関する基準（平成十五年文部科学省告示第三十九号）別表第一備考又は別表第二備

　考に係るものを含む。）についても作成すること。

２　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受け

選択したプログラムのうち、必修・選択・自由の別を必修とする科目および以下の
（1）（2）を含む46単位以上とする。
（1）コア科目B群から6単位以上
（2）選択科目のうち、特殊講義を除く科目から18単位以上
（履修科目の登録上限:36単位（年間））

１学年の学期区分 4期

１学期の授業期間 8週

１時限の授業時間 200分(100分×2時限連続)

学位又は称号 経営修士（専門職） 学位又は学科の分野 経済学関係

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

演
習
科
目

課題研究Ⅰ

課題研究Ⅱ

小計（2科目） －

合計（85科目） －

選
択

科
目

特
殊

講
義

経営管理特殊講義

小計（1科目） －

実
習
科
目

プロジェクトマネジメント

海外フィールドワーク

小計（2科目） －
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

競争戦略（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、自社を取り巻く環境変化に対
応しながら、長期的な目標を達成するために、組織内部の資源をどの
ように活用するかの基本指針である競争戦略に関する主要論点につい
て学ぶ。とくに、経営戦略において極めて重要な競争戦略の分析枠組
みはどのようなものなのか、それはどのような経営環境下において有
効であるのか、そして、戦略に基づいてどのような実践が行われ、成
果を上げるのかについての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

組織行動（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、組織行動に関する基礎的な概
念や代表的な理論を学ぶ。企業などの組織におけるひとに関する課題
や問題を扱う組織行動の概念や理論を、実際の組織・個人の分析に適
用しながら、組織の中でひとが何によって影響され、どのように行動
するのか、組織が意思決定を通じて目標をどのように達成していくの
か、そして、管理者の役割やあるべき姿についての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

マーケティング（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、企業などの組織が顧客のニー
ズへの効果的な適合を図り、体系的かつ効果的に働きかけるための考
え方や技法を意味するマーケティングの基礎概念や主要論点について
学ぶ。とくに、セグメンテーションやターゲティング、マーケティン
グミックス、ブランディング、さらには顧客ベースのマーケティング
などの概念や理論について、企業における様々な事例に適用しながら
理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

アカウンティング（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、企業会計の基本的な仕組みや
技法について学ぶ。具体的には、複式簿記の仕組み、会計の社会的重
要性と諸目的、財務諸表の作成ルールとしての会計基準の意義、さら
には財務諸表の構成要素のうち主要項目についての基本的な会計処理
方法について学ぶ。これらを通じて、企業とりわけ株式会社の活動が
貸借対照表や損益計算書などの財務諸表の項目とその数字としてどの
ように表現されるのかについての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

ファイナンス（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、経済活動の血液循環に喩えら
れるファイナンスに関する基本的な知識と考え方を学ぶ。具体的に
は、ファイナンスの役割と機能、投資家など資本提供者の立場から見
たリスクとリターンの考え方や仕組み、さらには企業価値評価の考え
方について学ぶ。その上で、資金を調達する企業の立場から資本構
成、調達方法、主要な金融商品である株式と債券の仕組みについての
理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

サービスイノベーション
（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、サービスマネジメントの概念
や理論、さらにはそれを踏まえたサービスイノベーションに関する基
礎的な考え方を学ぶ。その際、サービスを通じた新たな価値の創出が
企業経営の共通課題となっていること、および、サービスの価値が顧
客接点での対応だけでなくサービス提供プロセスによっても影響を受
けることに留意しながら事例を検討し、サービスイノベーションの現
状と課題に対する理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

国際経営（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、国境を越えて行われる経営活
動としての国際経営に関する理論・概念について、実例に即して学
ぶ。企業はなぜ海外に進出するのか、いつ、どこに、どのように進出
するのか、あるいは企業は海外でどのように事業展開するのか、企業
の事例を通じて学ぶ。さらに、国境を超えた企業活動では、異なる言
語や市場、社会制度、文化、政治体制、通貨等に直面することから、
これらに関わる複雑な課題にどう対応していくのかについて理解を図
る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

企業倫理とサステイナブル
経営（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、企業倫理に関する概念や主要
論点を学ぶ。企業や企業社会のあり方をめぐって様々な問題が提起さ
れていることに留意し、企業倫理だけでなくその根底にある企業その
ものを捉える視点や考え方について学ぶ。その際、事例を通じて、企
業とそれを取り巻くステークホルダーが交差する場で実際にどのよう
な問題が生じているのか、さらには、サステイナブル社会における企
業のあるべき姿についての理解を図る。

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（経営管理研究科観光マネジメント専攻）

 科目区分
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

ビジネス創造（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、「起業」すなわち会社ごと創
るという意味での事業創造と、既存企業における「新規事業の立ち上
げ」という意味での事業創造の両方を視野に入れた、事業創造に関す
る基本的な論点について学ぶ。具体的には、事業のシーズがどのよう
に芽吹き、どう独り立ちして、成長期を迎えていくのか、事業創造の
仕組みや各過程はどのようになっており、それぞれの過程では何が必
要とされ、何が成否の明暗を分けるのか、についての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

リーダーシップ（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、組織・集団を動かしていく上
で重要なリーダーシップについての概念や理論について学ぶ。具体的
には、リーダーシップとは何か、その役割や重要性について学んだ上
で、個人と集団の相互的作用やいわゆるリーダーとフォロワーの関
係、さらには、組織や集団において個人がどのように自身のリーダー
シップを開発し、発揮していけばよいのか、についての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

ビジネスエコノミクス
（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、企業行動を理解し、説明する
際に必要となる経済学の理論と概念を学ぶ。具体的には、取引費用、
企業特殊性、社会的便益、社会的厚生、サンクコスト、エージェン
シーコスト、レント、取引交渉力といった概念について学ぶ。このこ
とを通じて、事業の運営、組織の設計や管理、戦略的な意思決定をよ
り効果的に実践するための考え方についての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

統計・データ分析（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、統計の知識と各種データ分析
の手法を学ぶとともに、表計算ソフト等を用いてビジネスにおける各
種データの活用方法についての理解を図る。その際、様々なデータの
中から、どのように目的に適合したデータを選び出して分析し、経営
上の判断に役立てるのか、企業における具体的な状況やニーズを想定
しながら演算を行うことにより、統計・データ分析の効果的な活用に
ついての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

競争戦略（TCP）

初学者を対象として、自社を取り巻く環境変化に対応しながら、長期
的な目標を達成するために、組織内部の資源をどのように活用するか
の基本指針である競争戦略に関する主要論点について学ぶ。とくに、
経営戦略において極めて重要な競争戦略の分析枠組みはどのようなも
のなのか、それはどのような経営環境下において有効であるのか、そ
して、戦略に基づいてどのような実践が行われ、成果を上げるのかに
ついての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

組織行動（TCP）

初学者を対象として、組織行動に関する基礎的な概念や代表的な理論
を学ぶ。企業などの組織におけるひとに関する課題や問題を扱う組織
行動の概念や理論を、実際の組織・個人の分析に適用しながら、組織
の中でひとが何によって影響され、どのように行動するのか、組織が
意思決定を通じて目標をどのように達成していくのか、そして、管理
者の役割やあるべき姿についての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

マーケティング（TCP）

初学者を対象として、企業などの組織が顧客のニーズへの効果的な適
合を図り、体系的かつ効果的に働きかけるための考え方や技法を意味
するマーケティングの基礎概念や主要論点について学ぶ。とくに、セ
グメンテーションやターゲティング、マーケティングミックス、ブラ
ンディング、さらには顧客ベースのマーケティングなどの概念や理論
について、企業における様々な事例に適用しながら理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

アカウンティング（TCP）

初学者を対象として、企業会計の基本的な仕組みや技法について学
ぶ。具体的には、複式簿記の仕組み、会計の社会的重要性と諸目的、
財務諸表の作成ルールとしての会計基準の意義、さらには財務諸表の
構成要素のうち主要項目についての基本的な会計処理方法について学
ぶ。これらを通じて、企業とりわけ株式会社の活動が貸借対照表や損
益計算書などの財務諸表の項目とその数字としてどのように表現され
るのかについての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

ファイナンス（TCP）

初学者を対象として、経済活動の血液循環に喩えられるファイナンス
に関する基本的な知識と考え方を学ぶ。具体的には、ファイナンスの
役割と機能、投資家など資本提供者の立場から見たリスクとリターン
の考え方や仕組み、さらには企業価値評価の考え方について学ぶ。そ
の上で、資金を調達する企業の立場から資本構成、調達方法、主要な
金融商品である株式と債券の仕組みについての理解を図る。

 科目区分

－基本計画書ー19ー



授業科目の名称 講義等の内容 備考

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

A
群

サービスイノベーション
（TCP）

初学者を対象として、サービスマネジメントの概念や理論、さらには
それを踏まえたサービスイノベーションに関する基礎的な考え方を学
ぶ。その際、サービスを通じた新たな価値の創出が企業経営の共通課
題となっていること、および、サービスの価値が顧客接点での対応だ
けでなくサービス提供プロセスによっても影響を受けることに留意し
ながら事例を検討し、サービスイノベーションの現状と課題に対する
理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

国際経営（TCP）

初学者を対象として、国境を越えて行われる経営活動としての国際経
営に関する理論・概念について、実例に即して学ぶ。企業はなぜ海外
に進出するのか、いつ、どこに、どのように進出するのか、あるいは
企業は海外でどのように事業展開するのか、企業の事例を通じて学
ぶ。さらに、国境を超えた企業活動では、異なる言語や市場、社会制
度、文化、政治体制、通貨等に直面することから、これらに関わる複
雑な課題にどう対応していくのかについて理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

企業倫理とサステイナブル
経営（TCP）

初学者を対象として、企業倫理に関する概念や主要論点を学ぶ。企業
や企業社会のあり方をめぐって様々な問題が提起されていることに留
意し、企業倫理だけでなくその根底にある企業そのものを捉える視点
や考え方について学ぶ。その際、事例を通じて、企業とそれを取り巻
くステークホルダーが交差する場で実際にどのような問題が生じてい
るのか、さらには、サステイナブル社会における企業のあるべき姿に
ついての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

ビジネス創造（TCP）

初学者を対象として、「起業」すなわち会社ごと創るという意味での
事業創造と、既存企業における「新規事業の立ち上げ」という意味で
の事業創造の両方を視野に入れた、事業創造に関する基本的な論点に
ついて学ぶ。具体的には、事業のシーズがどのように芽吹き、どう独
り立ちして、成長期を迎えていくのか、事業創造の仕組みや各過程は
どのようになっており、それぞれの過程では何が必要とされ、何が成
否の明暗を分けるのか、についての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

リーダーシップ（TCP）

初学者を対象として、組織・集団を動かしていく上で重要なリーダー
シップについての概念や理論について学ぶ。具体的には、リーダー
シップとは何か、その役割や重要性について学んだ上で、個人と集団
の相互的作用やいわゆるリーダーとフォロワーの関係、さらには、組
織や集団において個人がどのように自身のリーダーシップを開発し、
発揮していけばよいのか、についての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

ビジネスエコノミクス
（TCP）

初学者を対象として、企業行動を理解し、説明する際に必要となる経
済学の理論と概念を学ぶ。具体的には、取引費用、企業特殊性、社会
的便益、社会的厚生、サンクコスト、エージェンシーコスト、レン
ト、取引交渉力といった概念について学ぶ。このことを通じて、事業
の運営、組織の設計や管理、戦略的な意思決定をより効果的に実践す
るための考え方についての理解を図る。

コ
ア
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

B
群

統計・データ分析（TCP）

初学者を対象として、統計の知識と各種データ分析の手法を学ぶとと
もに、表計算ソフト等を用いてビジネスにおける各種データの活用方
法についての理解を図る。その際、様々なデータの中から、どのよう
に目的に適合したデータを選び出して分析し、経営上の判断に役立て
るのか、企業における具体的な状況やニーズを想定しながら演算を行
うことにより、統計・データ分析の効果的な活用についての理解を図
る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営
ユ

ニ
ッ

ト

ホスピタリティマネジメン
ト（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、ホスピタリティマネジメント
について総合的に学ぶ。まず、宿泊業や飲食業等のホスピタリティ産
業における代表的な企業を取り上げ、その事業特性に対する理解を図
る。また、ホスピタリティ産業における企業ではどのような経営課題
が提起され、そうした経営課題に対応するためのマネジメントはどの
ようなものなのか、マーケティング、オペレーションマネジメント、
人材マネジメントそれぞれの面から理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営
ユ

ニ
ッ

ト

サービスとホスピタリティ
のデザイン（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、サービスとホスピタリティを
提供する企業が顧客経験価値を継続的に実現するための考え方や技法
を学ぶ。効果的なサービスやホスピタリティの提供は、顧客接点での
対応のみならずプロセス全体の有効性にも左右されることから、サー
ビスコンセプトの定義やサービスデリバリーシステムの設計、さらに
は顧客リレーションの構築など顧客経験に影響を与える要素の検討を
通じて、企業のサービスとホスピタリティのデザインに対する理解を
図る。

 科目区分
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営
ユ

ニ
ッ

ト

観光企業の市場創造（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、観光産業において新たな価値
を提供することで未開拓の新市場を創造しようとする起業や既存の観
光企業における新規事業創造に関する主要論点について学ぶ。具体的
には、アントレプレナーシップやイノベーションなど、市場創造に関
連する理論を踏まえつつ、新規事業の成功要因について事例を通じて
検討し、観光企業の市場創造に対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営
ユ

ニ
ッ

ト

ホテル・リゾート企業の
マネジメント（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、ホテル・リゾート企業におけ
るマネジメントの基礎概念や主要論点について学ぶ。具体的には、ホ
テル・リゾート企業の事業特性とそれに由来する経営課題、サービス
提供を指揮・統括する総支配人などマネジャーの役割、宿泊・料飲・
バンケットといった各部門のマネジメントといった各論点について、
事例を通じて検討し、ホテル・リゾート企業のマネジメントに対する
理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営
ユ

ニ
ッ

ト

旅館経営（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、旅館経営に関する基礎概念や
主要論点について学ぶ。その際、旅館が「おもてなし」を体現する日
本の伝統的な宿泊施設として期待される一方、多くの旅館経営がファ
ミリービジネスであり、前近代的経営を抜本的に改善する必要がある
との認識に基づき、どのように業務効率化と高付加価値化を推進して
生産性を向上するのか、どのように人材を確保し、育成・定着させる
のかについての理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営
ユ

ニ
ッ

ト

MICE企業経営戦略（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、MICE企業における経営戦略の
策定と実行に関する主要論点について学ぶ。国内外での先進事例を通
じて、事業の多角化、世界的ネットワークとの連携、国際認証取得に
よる差別化等の主要論点について検討するとともに、個々の企業レベ
ルでどのように戦略を策定し、実行していくのか、さらにはMICE産業
をどのように発展させていくべきか検討しながら、MICE企業経営戦略
に対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

ディスティネーションマネ
ジメント（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、旅行者を受け入れる観光地を
対象とした経営実践であるディスティネーションマネジメントについ
て総合的に学ぶ。具体的には、ディスティネーションマネジメントの
意義と重要性、観光振興のための戦略、DMOに代表される観光地マネ
ジメントの組織、観光地におけるマーケティング、地域資源の保全と
活用、さらには関係者間の利害調整といった主要論点について、国内
外の先行事例の検討を通じて理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

観光地ブランディング
（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、観光地としての価値を高め、
旅行者に目的地として選ばれ続けるための事業活動としての観光地ブ
ランディングについて、計画の策定から実行までの一連のプロセスに
即して実践的に学ぶ。日本では多くの観光地の事業活動においてブラ
ンディングが不十分であることを踏まえて、海外の事例に多くを学び
ながらも、それらを日本にどのように適用するのか検討し、観光地ブ
ランディングに対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

MICE施設のマネジメント
（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、MICE施設のマネジメントの実
際について学ぶ。MICE施設の運営とはどのようなものであり、どのよ
うな企業が関わっているのかについて理解を図る。これに加えて、
MICE誘致を成功させ、安定的に施設を運営していくには、施設だけで
なく都市環境の整備も重要であることから、ユニークベニューの開発
と利用促進のための取組みやエリアマネジメントと一体となったMICE
施設のマネジメントについての理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

MICEマーケティング（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、MICEの誘致とそれによるレガ
シーを最大化するための手法であるMICEマーケティングの主要論点に
ついて、計画の策定からその実行までの一連のプロセスに即して実践
的に学ぶ。国内外での先進事例を通じて、市場分析、プロモーショ
ン、ロビーイング、さらに、MICE開催によって当該開催地にもたらさ
れる長期的価値としてのレガシーを最大化するための手法について検
討し、MICEマーケティングに対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

イベントプランニング
（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、企業や自治体その他団体が事
業として取り組むイベントプランニングの手法について、計画の策定
からその実行までの一連のプロセスに即して実践的に学ぶ。イベント
が開催地に新たな観光需要や経済的利益をもたらし、レガシーを創
出・付与するものとの認識に基づき、イベントの目的の明確化と目標
の設定、イベントの企画立案と準備計画、プロモーション、オペレー
ションの策定等の主要論点について検討し、イベントプランニングに
対する理解を図る。

 科目区分
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

リゾート&エンターテインメ
ントビジネス（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、大都市における統合型リゾー
ト施設を念頭に、リゾートとエンターテインメントが一体となったビ
ジネスの可能性と重要性を明らかにしながら実践的に学ぶ。その多様
な展開について国内外の事例の検討を通じて、リゾートとエンターテ
インメントの事業間のシナジーを考慮しつつ、いかにして滞在中の経
験価値を高め、施設全体の収益を最大化していくのかについて理解を
図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

観光産業イノベーション
（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、観光産業の企業、非営利組
織、ディスティネーションといった様々なセクターにおけるイノベー
ションの実際とメカニズムを学ぶ。とくに、いかにして他分野との融
合・結合により革新的な製品・サービスを創出していくのか、あるい
は、いかにしてイノベーションのためにICTを活用していくのかと
いった論点について、様々な事例を検討し、観光産業イノベーション
に対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

観光産業における情報・デ
ジタル技術（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、情報・デジタル技術を観光ビ
ジネスに活かしていく方法について学ぶ。とくに情報・デジタル技術
の観光産業の企業、非営利組織、ディスティネーションへの適用と効
果、観光ビジネスにおける情報・デジタル技術の戦略的な活用方法、
将来の情報・デジタル技術のイノベーションが観光産業に与える潜在
的影響といった論点について理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

観光産業におけるリスクマ
ネジメント（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、観光産業におけるリスクの回
避あるいはリスクによる損失の最小化のために、関連するリスクを組
織的に管理するリスクマネジメントの基礎概念や主要論点について学
ぶ。観光産業に固有のリスクとは何であり、そのリスクとその影響を
どのように把握して、どのような対策を講じればよいのか、さらには
リスクが顕在化した際のクライシスマネジメントについての理解を図
る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

交通ビジネス（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、観光と密接な関係を持つ交通
ビジネスの主要論点について学ぶ。従来、観光産業において交通は目
的地に到達するための派生需要として捉えられることがほとんどで
あったが、最近では観光列車の人気に見られるように本源的需要とし
ても捉える必要が出てきていることに留意しつつ、関連する事例につ
いてマーケティングの視点から検討し、交通ビジネスの現状と課題に
対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

観光産業政策（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、国の成長戦略の柱の一つとし
て位置づけられ推進されている「観光立国」実現に向けた観光産業政
策の主要論点について学ぶ。観光立国推進基本法の前文では「観光
は、地域経済の活性化、雇用の機会の増大等国民経済のあらゆる領域
にわたりその発展に寄与する」と示されていることから、国土計画の
変遷や地域経済活性化等との関わりにも留意しつつ、観光産業政策の
現状と課題に対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

サステイナブルツーリズム
（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、サステイナブルツーリズムに
ついて学ぶ。サステイナブルツーリズムがUNWTOにより、旅行者、産
業、環境、観光地のコミュニティのニーズに適合しつつ、現在および
将来の環境、社会文化、経済への影響を十分に配慮する観光として提
唱されていることに留意し、SDGsに資する組織運営の推進、事業活動
における環境保全、伝統・文化継承、地域経済への配慮、オーバー
ツーリズム対策、旅行者の「責任ある観光」の推進といった論点の検
討を通じて理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

ヘリテージツーリズム
（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、ヘリテージ（文化・歴史遺
産）を活用した観光としてのヘリテージツーリズムについて学ぶ。歴
史・文化遺産は地域住民の生活文化と不可分であり、過度な観光地化
は旅行者や住民間の利害衝突をもたらしうることに留意しつつ、文
化・歴史遺産をどのように活用して観光振興を推進するかについて議
論し、ヘリテージツーリズムに対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

人的資源管理（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、企業における人材マネジメン
トの概念と理論を学ぶ。とくに、社会の変化は労働市場や雇用形態に
どのような影響を与えており、現在の状況に適した人材マネジメント
とはどのようなものなのか、さらには、組織目標の達成に向けて個人
のモチベーションをどのように高め、その個人の満足の充足を図るの
かといった論点を検討しながら、経営者やマネジャーが行う人的資源
管理の理解を図る。

 科目区分
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

マーケティングリサーチ
（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、企業におけるマーケティング
の諸課題に対する効果的な意思決定に役立てるためのマーケティング
リサーチの理論と技法を学ぶ。具体的には、定量調査と定性調査、調
査計画の立て方、意思決定と仮説構築・検証、設問の作成、サンプリ
ング、調査の方法の種別と特性、クロス集計、検定、多変量解析の考
え方や技法を学ぶとともに、それらの効果的な活用について理解を図
る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

企業財務（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、企業の資金の調達と運用、管
理に関する概念や技法を学ぶ。具体的には、資金調達方法と調達手
法、投資意思決定の評価、キャッシュフローの管理、財務計画の策定
とコントロールについて、事例により理解を図る。さらに、企業規模
の大小を問わず重要になっているM&Aや事業再生に関する企業財務上
の論点についても、事例を通じて実践的に学ぶ。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

管理会計（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、経営管理のための会計として
の管理会計の概念と技法を実践的に学ぶ。戦略支援の会計としては投
資経済計算を、マネジメントコントロールの会計としてはCVP分析や
事業部制会計を、さらにオペレーション管理の会計として購買管理や
在庫管理のための会計技法を学ぶ。さらに需要の偏在への対応策とし
てのレベニューマネジメントの考え方と技法についても学ぶ。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

ファミリービジネス（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、創業者一族などのファミリー
が企業の所有や経営に深く関係している企業経営のありようについて
学ぶ。具体的には、創業精神・企業理念の意図と浸透、永続性に向け
た創業家の取組み及び後継者育成、企業家精神の継承と発揮、存続と
成長のための経営戦略、ファミリーオーナーシップとガバナンス、長
期的関係重視のステークホルダー等について、理論を踏まえつつ、世
界と日本の多様な事例から理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

Business Communication
（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、ビジネスメールやプレゼン
テーションなど、フォーマルな場での実用的かつ効果的な英語による
文書・口頭表現法を学ぶ。モデル会話を通して基本的な言い回し、慣
用表現、語彙を身につけるとともに、ビジネスにおける様々なシーン
を想定したロールプレイを通じて実践力を身につける。さらに、文
書・口頭表現だけでなく、様々な場面におけるビジネスマナー、異文
化の考え方や発想、制度、慣習に対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

Business Negotiation
（TMP）

一定の実務経験のある者を対象として、英語でのビジネス交渉の現場
で必要となる知識やスキルについて学ぶ。ビジネス交渉の計画立案か
ら合意・契約に至るまでのプロセスの各段階で必要となる知識を学ぶ
とともに、交渉の場でしばしば直面する状況を想定したロールプレイ
を通じて実践力を身につける。さらに、英語によるビジネス交渉が異
なる文化的背景をもつ人との間で行われることに留意し、異文化交渉
の場で遭遇する課題とその解決策についての理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

特
殊
講
義 観光事業マネジメント特殊

講義

観光産業、MICE、ディスティネーションマネジメント、その他の先端
的な企業経営および新しいビジネス領域の動向について、より専門的
かつ実践的に学ぶ。その際、課題解決を重視して、対象となる企業や
ビジネスの動向がどのような点において先進的で革新的であるのか、
そして、それらの企業やビジネスが成長・発展していくには何が課題
で、それをどのように解決していくべきかについて事例等の分析・検
討により理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営
ユ

ニ
ッ

ト

ホスピタリティマネジメン
ト（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、ホスピタリ
ティマネジメントについて総合的に学ぶ。まず、宿泊業や飲食業等の
ホスピタリティ産業における代表的な企業を取り上げ、その事業特性
に対する理解を図る。また、ホスピタリティ産業における企業ではど
のような経営課題が提起され、そうした経営課題に対応するためのマ
ネジメントはどのようなものなのか、マーケティング、オペレーショ
ンマネジメント、人材マネジメントそれぞれの面から理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営
ユ

ニ
ッ

ト

サービスとホスピタリティ
のデザイン（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、サービスとホ
スピタリティを提供する企業が顧客経験価値を継続的に実現するため
の考え方や技法を学ぶ。効果的なサービスやホスピタリティの提供
は、顧客接点での対応のみならずプロセス全体の有効性にも左右され
ることから、サービスコンセプトの定義やサービスデリバリーシステ
ムの設計、さらには顧客リレーションの構築など顧客経験に影響を与
える要素の検討を通じて、企業のサービスとホスピタリティのデザイ
ンに対する理解を図る。

 科目区分
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営
ユ

ニ
ッ

ト

観光企業の市場創造（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、観光産業にお
いて新たな価値を提供することで未開拓の新市場を創造しようとする
起業や既存の観光企業における新規事業創造に関する主要論点につい
て学ぶ。具体的には、アントレプレナーシップやイノベーションな
ど、市場創造に関連する理論を踏まえつつ、新規事業の成功要因につ
いて事例を通じて検討し、観光企業の市場創造に対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営
ユ

ニ
ッ

ト

ホテル・リゾート企業のマ
ネジメント（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、ホテル・リ
ゾート企業におけるマネジメントの基礎概念や主要論点について学
ぶ。具体的には、ホテル・リゾート企業の事業特性とそれに由来する
経営課題、サービス提供を指揮・統括する総支配人などマネジャーの
役割、宿泊・料飲・バンケットといった各部門のマネジメントといっ
た各論点について、事例を通じて検討し、ホテル・リゾート企業のマ
ネジメントに対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
企
業
経
営
ユ

ニ
ッ

ト

旅館経営（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、旅館経営に関
する基礎概念や主要論点について学ぶ。旅館が「おもてなし」を体現
する日本の伝統的な宿泊施設として期待される一方、多くの旅館経営
がファミリービジネスであり、前近代的経営を抜本的に改善する必要
があるとの認識に基づき、どのように業務効率化と高付加価値化を推
進して生産性を向上するのか、どのように人材を確保し、育成・定着
させるのか議論しながら、旅館経営に対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

ディスティネーションマネ
ジメント（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、旅行者を受け
入れる観光地を対象とした経営実践であるディスティネーションマネ
ジメントについて総合的に学ぶ。具体的には、ディスティネーション
マネジメントの意義と重要性、観光振興のための戦略、DMOに代表さ
れる観光地マネジメントの組織、観光地におけるマーケティング、地
域資源の保全と活用、さらには関係者間の利害調整といった主要論点
について、国内外の先行事例の検討を通じて理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

観光地ブランディング
（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、観光地として
の価値を高め、旅行者に目的地として選ばれ続けるための事業活動と
しての観光地ブランディングについて、計画の策定から実行までの一
連のプロセスに即して実践的に学ぶ。日本では多くの観光地の事業活
動においてブランディングが不十分であることを踏まえて、海外の事
例に多くを学びながらも、それらを日本にどのように適用するのか検
討し、観光地ブランディングに対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

リゾート&エンターテインメ
ントビジネス（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、大都市におけ
る統合型リゾート施設を念頭に、リゾートとエンターテインメントが
一体となったビジネスの可能性と重要性を明らかにしながら、実践的
に学ぶ。その多様な展開について国内外の事例の検討を通じて、リ
ゾートとエンターテインメントの事業間のシナジーを考慮しつつ、い
かにして滞在中の経験価値を高め、施設全体の収益を最大化していく
のかについて理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

MICEマネジメント（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、Meeting（企
業の会議・研修）、Incentive Travel（企業の招待旅行）、
Convention（国際会議・学術会議）、Exhibition/Event（展示/イベ
ント）の総称としてのMICE の概念、ビジネスとしての MICE の意義
や重要性、MICE産業における企業マネジメントについて総合的に学
ぶ。また、MICE産業におけるビジネスの様々な取組み事例を検討する
ことにより、MICE の各分野で仕事をする上での基本事項について理
解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
事
業
ユ
ニ
ッ

ト

インバウンドマーケティン
グ（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、海外からの旅
行者に日本が認知され、選ばれ続けるための事業活動としてのインバ
ウンドマーケティングについて、計画の策定から実行までの一連のプ
ロセスに即して実践的に学ぶ。日本ではインバウンドマーケティング
が不十分であることを踏まえて、海外の事例に多くを学びながらも、
それらを日本にどのように適用するのか検討し、インバウンドマーケ
ティングに対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

観光産業イノベーション
（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、観光産業の企
業、非営利組織、ディスティネーションといった様々なセクターにお
けるイノベーションの実際とメカニズムを学ぶ。とくに、いかにして
他分野との融合・結合により革新的な製品・サービスを創出していく
のか、あるいは、いかにしてイノベーションのためにICTを活用して
いくのかといった論点について、様々な事例を検討し、観光産業イノ
ベーションに対する理解を図る。

 科目区分
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

観光産業における情報・デ
ジタル技術（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、情報・デジタ
ル技術を観光産業の成長・発展のために活かしていくための考え方や
方法について学ぶ。とくに情報・デジタル技術の観光産業の各セク
ターへの適用と効果、観光産業の成長・発展に向けた情報・デジタル
技術の戦略的な活用方法、将来の情報・デジタル技術のイノベーショ
ンが観光産業に与える潜在的影響といった論点について理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

観光産業におけるリスクマ
ネジメント（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、観光産業にお
けるリスクの回避あるいはリスクによる損失の最小化のために、関連
するリスクを組織的に管理するリスクマネジメントの基礎概念や主要
論点について学ぶ。観光産業に固有のリスクとは何であり、そのリス
クとその影響をどのように把握して、どのような対策を講じればよい
のか、さらにはリスクが顕在化した際のクライシスマネジメントにつ
いての理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

交通ビジネス（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、観光と密接な
関係を持つ交通ビジネスの主要論点について学ぶ。従来、観光産業に
おいて交通は目的地に到達するための派生需要として捉えられること
がほとんどであったが、最近では観光列車の人気に見られるように本
源的需要としても捉える必要が出てきていることに留意しつつ、関連
する事例についてマーケティングの視点から検討し、交通ビジネスの
現状と課題に対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

観光産業政策（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、国の成長戦略
の柱の一つとして位置づけられ推進されている「観光立国」実現に向
けた観光産業政策の主要論点について学ぶ。観光立国推進基本法の前
文では「観光は、地域経済の活性化、雇用の機会の増大等国民経済の
あらゆる領域にわたりその発展に寄与する」と示されていることか
ら、国土計画の変遷や地域経済活性化等との関わりにも留意しつつ、
観光産業政策の現状と課題に対する理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

観
光
産
業
・

観
光
ユ
ニ
ッ

ト

観光まちづくり（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、地域や地域住
民が主体となり、地域の様々な資源を活かすことによって、交流を促
進し、活力あふれるまちを実現するための活動として、日本各地で実
践されている観光まちづくりについて、各地の先進事例を通じて考え
方とともに、現状と課題を学ぶ。観光まちづくりは日本で誕生した取
組みであるが、UNWTOの提唱するサステイナブルツーリズムとも共通
していることから、その普遍的な意義についても理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

人的資源管理（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、企業における
人材マネジメントの概念と理論を学ぶ。とくに、社会の変化は労働市
場や雇用形態にどのような影響を与えており、現在の状況に適した人
材マネジメントとはどのようなものなのか、さらには、組織目標の達
成に向けて個人のモチベーションをどのように高め、その個人の満足
の充足を図るのかといった論点を検討しながら、経営者やマネジャー
が行う人的資源管理の理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

マーケティングリサーチ
（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、企業における
マーケティングの諸課題に対する効果的な意思決定に役立てるための
マーケティングリサーチの理論と技法を学ぶ。具体的には、定量調査
と定性調査、調査計画の立て方、意思決定と仮説構築・検証、設問の
作成、サンプリング、調査の方法の種別と特性、クロス集計、検定、
多変量解析の考え方や技法を学ぶとともに、それらの効果的な活用に
ついて理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

企業分析（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、企業の財政状
態や経営成績の動態を的確に把握するための企業分析の理論と技法を
学ぶ。具体的には、企業分析に必要な情報の種別・特性、会計・財務
データを収集・分析する手法、同業他社との比較や時系列分析を通じ
て対象企業の特質と課題を把握する方法を学び、企業分析についての
理解を図る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

Business Communication
（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、ビジネスメー
ルやプレゼンテーションなど、フォーマルな場での実用的かつ効果的
な英語による文書・口頭表現を学ぶ。モデル会話を通して基本的な言
い回し、慣用表現、語彙を身につけるとともに、ビジネスにおける
様々なシーンを想定したロールプレイを通じて実践力を身につける。
さらに、文書・口頭表現だけでなく、様々な場面におけるビジネスマ
ナー、異文化の考え方や発想、制度、慣習に対する理解を図る。

 科目区分
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授業科目の名称 講義等の内容 備考

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

経
営
管
理
ユ
ニ
ッ

ト

Business Negotiation
（TCP）

ビジネスや企業経営に関する基礎的な学修を踏まえて、英語でのビジ
ネス交渉の現場で必要となる知識やスキルについて学ぶ。ビジネス交
渉の計画立案から合意・契約に至るまでのプロセスの各段階で必要と
なる知識を学ぶとともに、交渉の場でしばしば直面する状況を想定し
たロールプレイを通じて実践力を身につける。さらに、英語によるビ
ジネス交渉が異なる文化的背景をもつ人との間で行われることに留意
し、異文化交渉の場で遭遇する課題とその解決策についても理解を図
る。

選
択
科
目
（

観
光
事

業
キ
ャ

リ
ア
形
成
プ

ロ
グ
ラ
ム
）

特
殊
講
義

観光事業キャリア形成特殊
講義

観光産業、MICE、ディスティネーションマネジメント、その他の先端
的な企業経営および新しいビジネス領域の動向について学ぶ。対象と
なる企業経営やビジネス領域の動向について理解の前提となる基礎的
な概念を学ぶとともに、事例等により新しい動向の特徴点についての
理解を図る。また、そのような先端的な企業経営や新しいビジネス領
域の動向が、将来のキャリアにどのように関係してくるのかについて
の理解を図る。 

観光事業特殊講義

観光産業、MICE、ディスティネーションマネジメント、その他の先端
的な企業経営および新しいビジネス領域の動向について総合的に学
ぶ。その際、現状把握と課題発見を重視して、対象となる企業経営や
ビジネス領域の動向について、ビジネスやマネジメントに関する基礎
的な概念や知識を応用しながら学ぶとともに、さらなる成長・発展に
とって何が解決すべき課題であるのか、事例等の分析・検討を通じて
理解を図る。

インターンシップ

自己の学習分野や研究課題、あるいは将来のキャリアに関係する企業
や団体等での実習・体験を通じて、職業意識の形成や自己の能力や適
性について確認し、今後のキャリア形成のための課題の明確化を図
る。実習では、講義科目や演習科目の履修を通じて習得した知識やス
キルを積極的に活用し、様々な組織のありようやビジネスの実際に対
する理解を図る。

フィールドワーク

所定の計画・方法に基づき、観光産業における企業・団体等の協力の
下、主として課題発見を目的とした調査活動を行う。調査活動では、
講義科目等で学んだ知識やスキルを積極的に活用して分析・検討を行
うことにより、観光産業の企業・団体等の経営、あるいは観光事業に
関する問題や課題の的確な発見に努めるとともに、それらの問題や課
題の本質に対する理解を図る。

実習　24時間
講義   6時間

リサーチプロジェクトⅠ

演習（ゼミナール）形式により、受講生が自ら設定した研究課題や
テーマについて、自ら策定した研究計画に基づき調査・研究を行う。
現地調査を含む適切な研究方法を選択した上で、観光産業における企
業・団体等の経営、あるいは観光事業に関して、何が解決すべき課題
であるのかを明らかにし、それらをどのように解決していくかについ
て分析・検討を行う。

リサーチプロジェクトⅡ

演習（ゼミナール）形式により、受講生が自ら設定した研究課題や
テーマについて、自ら策定した研究計画に基づき調査・研究を行い、
研究レポートを作成する。研究レポートでは、観光産業における企
業・団体等の経営、あるいは観光事業に関して、現地調査等を通じて
明らかになった課題の解決策、あるいは解決に資する知見を提示す
る。

（注）

１　開設する授業科目の数に応じ，適宜枠の数を増やして記入すること。

２　専門職大学等又は専門職学科を設ける大学若しくは短期大学の授業科目であって同時に授業を行う学生数が４０人を超えることを想定

　するものについては，その旨及び当該想定する学生数を「備考」の欄に記入すること。

３　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようと

　する場合若しくは届出を行おうとする場合，大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合又は大学等の廃止の認可を受けようとす

　る場合若しくは届出を行おうとする場合は，この書類を作成する必要はない。

演
習
科
目

 科目区分

選
択
科
目

（

特
殊
講
義
）

実
習
科
目

実
習
科
目

演
習
科
目
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令和５年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員

令和６年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由

法学部 法学科 720 - 2,880 法学部 法学科 720 - 2,880

経済学部 経済学科 760 - 3,040 経済学部 経済学科 760 - 3,040

経営学科 650 - 2,600 経営学科 650 - 2,600

国際経営学科 145 - 580 国際経営学科 145 - 580

産業社会学部 現代社会学科 810 - 3,240 産業社会学部 現代社会学科 810 - 3,240

文学部 人文学科 1,035 - 4,140 文学部 人文学科 1,035 - 4,140

電気電子工学科 154 3年次
12

640 電気電子工学科 154 3年次
12

640

機械工学科 173 3年次
10

712 機械工学科 173 3年次
10

712

環境都市工学科 166 3年次
4

672 環境都市工学科 166 3年次
4

672

ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ学科 90 3年次
6

372 ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ学科 90 3年次
6

372

数理科学科 97 - 388 数理科学科 97 - 388

物理科学科 86 3年次
2

348 物理科学科 86 3年次
2

348

電子情報工学科 102 3年次
8

424 電子情報工学科 102 3年次
8

424

建築都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 91 3年次
4

372 建築都市ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 91 3年次
4

372

国際関係学部 国際関係学科 335 - 1,340 国際関係学部 国際関係学科 335 - 1,340

25 - 100 25 - 100

政策科学部 政策科学科 410 - 1,640 政策科学部 政策科学科 410 - 1,640

情報理工学部 情報理工学科 475 3年次
40

1,980 情報理工学部 情報理工学科 475 3年次
40

1,980

映像学部 映像学科 160 - 640 映像学部 映像学科 240 - 960 定員変更(80)

薬学部 薬学科 100 - 600 薬学部 薬学科 100 - 600

創薬科学科 60 - 240 → 創薬科学科 60 - 240

応用化学科 111 - 444 応用化学科 111 - 444

生物工学科 86 - 344 生物工学科 86 - 344

生命情報学科 64 - 256 生命情報学科 64 - 256

生命医科学科 64 - 256 生命医科学科 64 - 256

ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部 ｽﾎﾟｰﾂ健康科学科 235 - 940 ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部 ｽﾎﾟｰﾂ健康科学科 235 - 940

総合心理学部 総合心理学科 280 - 1,120 総合心理学部 総合心理学科 280 - 1,120

食マネジメント学部 320 - 1,280 食マネジメント学部 320 - 1,280

グローバル教養学部 100 - 400 グローバル教養学部 100 - 400

7,904
3年次

86
31,988 7,984

3年次
86

32,308

法学研究科 法学専攻 博士課程前期課程 60 - 120 法学研究科 法学専攻 博士課程前期課程 60 - 120

法学専攻 博士課程後期課程 10 - 30 法学専攻 博士課程後期課程 10 - 30

経済学研究科 経済学専攻 博士課程前期課程 50 - 100 経済学研究科 経済学専攻 博士課程前期課程 50 - 100

経済学専攻 博士課程後期課程 5 - 15 経済学専攻 博士課程後期課程 5 - 15

経営学研究科 企業経営専攻 博士課程前期課程 60 - 120 経営学研究科 企業経営専攻 博士課程前期課程 60 - 120

企業経営専攻 博士課程後期課程 15 - 45 企業経営専攻 博士課程後期課程 15 - 45

社会学研究科 応用社会学専攻 博士課程前期課程 60 - 120 社会学研究科 応用社会学専攻 博士課程前期課程 60 - 120

応用社会学専攻 博士課程後期課程 15 - 45 応用社会学専攻 博士課程後期課程 15 - 45

文学研究科 人文学専攻 博士課程前期課程 70 - 140 文学研究科 人文学専攻 博士課程前期課程 70 - 140

人文学専攻 博士課程後期課程 20 - 60 人文学専攻 博士課程後期課程 20 - 60

行動文化情報学専攻 博士課程前期課程 35 - 70 行動文化情報学専攻 博士課程前期課程 35 - 70

行動文化情報学専攻 博士課程後期課程 15 - 45 行動文化情報学専攻 博士課程後期課程 15 - 45

理工学研究科 基礎理工学専攻 博士課程前期課程 50 - 100 理工学研究科 基礎理工学専攻 博士課程前期課程 50 - 100

基礎理工学専攻 博士課程後期課程 6 - 18 基礎理工学専攻 博士課程後期課程 6 - 18

電子ｼｽﾃﾑ専攻 博士課程前期課程 140 - 280 電子ｼｽﾃﾑ専攻 博士課程前期課程 140 - 280

電子ｼｽﾃﾑ専攻 博士課程後期課程 8 - 24 電子ｼｽﾃﾑ専攻 博士課程後期課程 8 - 24

機械ｼｽﾃﾑ専攻 博士課程前期課程 140 - 280 機械ｼｽﾃﾑ専攻 博士課程前期課程 140 - 280

機械ｼｽﾃﾑ専攻 博士課程後期課程 11 - 33 機械ｼｽﾃﾑ専攻 博士課程後期課程 11 - 33

環境都市専攻 博士課程前期課程 120 - 240 環境都市専攻 博士課程前期課程 120 - 240

環境都市専攻 博士課程後期課程 15 - 45 環境都市専攻 博士課程後期課程 15 - 45

国際関係研究科 国際関係学専攻 博士課程前期課程 60 - 120 国際関係研究科 国際関係学専攻 博士課程前期課程 60 - 120

国際関係学専攻 博士課程後期課程 10 - 30 国際関係学専攻 博士課程後期課程 10 - 30

政策科学研究科 政策科学専攻 博士課程前期課程 40 - 80 政策科学研究科 政策科学専攻 博士課程前期課程 40 - 80

政策科学専攻 博士課程後期課程 15 - 45 政策科学専攻 博士課程後期課程 15 - 45

言語教育情報研究科 言語教育情報専攻 修士課程 60 - 120 言語教育情報研究科 言語教育情報専攻 修士課程 60 - 120

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 博士課程前期課程 70 - 140 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 博士課程前期課程 70 - 140

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 博士課程後期課程 5 - 15 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 博士課程後期課程 5 - 15

ｽﾎﾟｰﾂ健康科学研究科 ｽﾎﾟｰﾂ健康科学専攻 博士課程前期課程 25 - 50 ｽﾎﾟｰﾂ健康科学研究科 ｽﾎﾟｰﾂ健康科学専攻 博士課程前期課程 25 - 50

ｽﾎﾟｰﾂ健康科学専攻 博士課程後期課程 8 - 24 ｽﾎﾟｰﾂ健康科学専攻 博士課程後期課程 8 - 24

映像研究科 映像専攻 修士課程 10 - 20 映像研究科 映像専攻 修士課程 10 - 20

情報理工学研究科 情報理工学専攻 博士課程前期課程 200 - 400 情報理工学研究科 情報理工学専攻 博士課程前期課程 200 - 400

情報理工学専攻 博士課程後期課程 15 - 45 情報理工学専攻 博士課程後期課程 15 - 45

生命科学研究科 生命科学専攻 博士課程前期課程 150 - 300 生命科学研究科 生命科学専攻 博士課程前期課程 150 - 300

生命科学専攻 博士課程後期課程 15 - 45 生命科学専攻 博士課程後期課程 15 - 45

先端総合学術研究科 先端総合学術専攻 一貫制博士課程 30 - 150 先端総合学術研究科 先端総合学術専攻 一貫制博士課程 30 - 150

薬学研究科 薬科学専攻 博士課程前期課程 20 - 40 薬学研究科 薬科学専攻 博士課程前期課程 20 - 40

薬科学専攻 博士課程後期課程 3 - 9 薬科学専攻 博士課程後期課程 3 - 9

薬学専攻 博士課程 3 - 12 薬学専攻 博士課程 3 - 12

人間科学研究科 人間科学専攻 博士課程前期課程 65 - 130 人間科学研究科 人間科学専攻 博士課程前期課程 65 - 130

人間科学専攻 博士課程後期課程 20 - 60 人間科学専攻 博士課程後期課程 20 - 60

食マネジメント研究科 食マネジメント専攻 博士課程前期課程 20 - 40 食マネジメント研究科 食マネジメント専攻 博士課程前期課程 20 - 40

食マネジメント専攻 博士課程後期課程 3 - 9 食マネジメント専攻 博士課程後期課程 3 - 9

法務研究科 法曹養成専攻 専門職学位課程 70 - 210 法務研究科 法曹養成専攻 専門職学位課程 70 - 210

経営管理研究科 経営管理専攻 専門職学位課程 80 - 160 経営管理研究科 経営管理専攻 専門職学位課程 80 - 160

観光ホスピタリティ経営専攻 専門職学位課程 70 - 140 専攻の設置（届出）

教職研究科 実践教育専攻 専門職学位課程 35 - 70 教職研究科 実践教育専攻 専門職学位課程 35 - 70

1,937 - 4,254 2,007 - 4,394

アジア太平洋学部 アジア太平洋学科 510 2年次
5

3年次
5

2,065 アジア太平洋学部 アジア太平洋学科 510 2年次
5

3年次
5

2,065

国際経営学部 国際経営学科 610 2年次
5

3年次
5

2,465 国際経営学部 国際経営学科 610 2年次
5

3年次
5

2,465

サステイナビリティ観光学部 350 1,400 サステイナビリティ観光学部 350 1,400

計 1,470

2年次
10

3年次
10

5,930 計 1,470

2年次
10

3年次
10

5,930

立命館アジア太平洋大学大学院 立命館アジア太平洋大学大学院

アジア太平洋研究科 アジア太平洋学専攻 博士前期課程 15 - 30 アジア太平洋研究科 アジア太平洋学専攻 博士前期課程 15 - 30

アジア太平洋学専攻 博士後期課程 10 - 30 アジア太平洋学専攻 博士後期課程 10 - 30

国際協力政策専攻 博士前期課程 45 - 90 国際協力政策専攻 博士前期課程 45 - 90

経営管理研究科 経営管理専攻 修士課程 40 - 80 経営管理研究科 経営管理専攻 修士課程 40 - 80

計 110 - 230 計 110 - 230

学校法人立命館 設置認可等に関わる組織の移行表

立命館アジア太平洋大学 立命館アジア太平洋大学

生命科学部 生命科学部

食マネジメント学科 食マネジメント学科

グローバル教養学科 グローバル教養学科

計 計

立命館大学大学院 立命館大学大学院

計 計

サステイナビリティ観光学科

立命館大学 立命館大学

経営学部 経営学部

理工学部 理工学部

アメリカン大学・立命館大学国際連携学科 アメリカン大学・立命館大学国際連携学科

サステイナビリティ観光学科
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１．書類等の題名 
 「校地校舎等の図⾯」１ページ 
  都道府県内における位置関係の図⾯ 
 
２．引⽤元 
 Yahoo! 地図 

    https://map.yahoo.co.jp/  
 
３．説明 
 地図中の⼤阪いらばきキャンパスと⼤阪梅⽥キャンパスの位置を印して、注釈を付けた。 
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大阪いばらきキャンパス 最寄の駅からの距離や交通機関がわかる図面

距離：茨木駅から約0.4km

－図面－2－



サテライトキャンパス：大阪梅田キャンパス 最寄り駅からの距離、交通機関及び所⽤時間がわかる図⾯

 
距離：JR大阪駅から約 0.5km 

 

 

－図面－3－



【大阪いばらきキャンパス（OIC）】校舎、運動場等の配置図

校地面積：106,878.00㎡
校舎面積：99,278.50㎡

経営管理研究科が他の学部・研究科と共用

他学部・他研究科専用

A棟

B棟C棟D棟

－図面－4－



立 命 館 大 学 大 学 院 学 則

変 更 案

〔令和６（２０２４）年４月１日施行〕

（令和５（２０２３）年１月２７日理事会決定）

学 校 法 人 立 命 館
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○立命館大学大学院学則 

昭和28年10月23日 

規程第49号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この学則は、立命館大学学則第６条第２項にもとづき、大学院に関する事項を定め

る。 

（目的） 

第２条 本大学院は、立命館建学の精神および教学理念に則り、学術の理論および応用を教

授研究し、その深奥をきわめ、または高度の専門性が求められる職業を担うための深い学

識および卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。 

２ 大学院のうち、専門職大学院は、学術の理論および応用を教授研究し、高度の専門性が

求められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培うことを目的とする。 

３ 各研究科の教育研究上の目的は、各研究科則に定める。 

（大学院の課程） 

第３条 本大学院に、修士課程、博士課程および専門職学位課程を置く。 

２ 博士課程は、前期２年および後期３年の課程に区分し、またはこの区分を設けないもの

とする。 

３ 区分を設けるものは、博士課程の前期２年の課程を博士課程前期課程、後期３年の課程

を博士課程後期課程とする。 

４ 区分を設けないものは、標準修業年限５年の一貫制博士課程と標準修業年限４年の４年

制博士課程とする。 

５ 博士課程前期課程は、修士課程として取り扱う。 

６ 専門職学位課程のうち、第５条第２号に定める法務研究科を法科大学院、教職研究科を

教職大学院とする。 

（課程の目的） 

第４条 修士課程および博士課程前期課程（以下「修士課程等」という。）は、広い視野に

立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等

に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

２ 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、またはその他

の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな
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学識を養うことを目的とする。 

３ 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越し

た能力を培うことを目的とする。 

４ 専門職学位課程のうち、法科大学院は、専ら法曹養成のための教育を、教職大学院は専

ら小学校、中学校、高等学校および中等教育学校（以下「小学校等」という。）の高度の

専門的な能力および優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とす

る。 

（研究科および専攻） 

第５条 本大学院に、次表の研究科および専攻を置く。 

(1) 大学院 

研究科名 専攻名 課程の別 

法学研究科 法学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

経済学研究科 経済学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

経営学研究科 企業経営専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

社会学研究科 応用社会学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

文学研究科 人文学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

行動文化情報学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

理工学研究科 基礎理工学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

電子システム専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

機械システム専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

環境都市専攻 博士課程前期課程 
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博士課程後期課程 

国際関係研究科 国際関係学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

政策科学研究科 政策科学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

言語教育情報研究科 言語教育情報専攻 修士課程 

テクノロジー・マネジメン

ト研究科 

テクノロジー・マネジメント専

攻 

博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

スポーツ健康科学研究科 スポーツ健康科学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

映像研究科 映像専攻 修士課程 

情報理工学研究科 情報理工学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

生命科学研究科 生命科学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

先端総合学術研究科 先端総合学術専攻 一貫制博士課程 

薬学研究科 薬科学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

薬学専攻 4年制博士課程 

人間科学研究科 人間科学専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

食マネジメント研究科 食マネジメント専攻 博士課程前期課程 

博士課程後期課程 

(2) 専門職大学院 

研究科名 専攻名 課程の別 

法務研究科 法曹養成専攻 専門職学位課程 

経営管理研究科 経営管理専攻 専門職学位課程 

観光マネジメント専攻 専門職学位課程 

教職研究科 実践教育専攻 専門職学位課程 

（入学定員および収容定員） 
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第６条 本大学院の入学定員および収容定員は、次表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 入学定員 収容定員 

法学研究科 法学専攻 博士課程前期課程 60 120 

博士課程後期課程 10 30 

経済学研究科 経済学専攻 博士課程前期課程 50 100 

博士課程後期課程 5 15 

経営学研究科 企業経営専攻 博士課程前期課程 60 120 

博士課程後期課程 15 45 

社会学研究科 応用社会学専攻 博士課程前期課程 60 120 

博士課程後期課程 15 45 

文学研究科 人文学専攻 博士課程前期課程 70 140 

博士課程後期課程 20 60 

行動文化情報学専攻 博士課程前期課程 35 70 

博士課程後期課程 15 45 

小計 ― 140 315 

理工学研究科 基礎理工学専攻 博士課程前期課程 50 100 

博士課程後期課程 6 18 

電子システム専攻 博士課程前期課程 140 280 

博士課程後期課程 8 24 

機械システム専攻 博士課程前期課程 140 280 

博士課程後期課程 11 33 

環境都市専攻 博士課程前期課程 120 240 

博士課程後期課程 15 45 

小計 ― 490 1020 

国際関係研究

科 

国際関係学専攻 博士課程前期課程 60 120 

博士課程後期課程 10 30 

政策科学研究

科 

政策科学専攻 博士課程前期課程 40 80 

博士課程後期課程 15 45 

言語教育情報

研究科 

言語教育情報専攻 修士課程 60 120 
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テクノロジ

ー・マネジメ

ント研究科 

テクノロジー・マネジ

メント専攻 

博士課程前期課程 70 140 

博士課程後期課程 5 15 

スポーツ健康

科学研究科 

スポーツ健康科学専攻 博士課程前期課程 25 50 

博士課程後期課程 8 24 

映像研究科 映像専攻 修士課程 10 20 

情報理工学研

究科 

情報理工学専攻 博士課程前期課程 200 400 

博士課程後期課程 15 45 

生命科学研究

科 

生命科学専攻 博士課程前期課程 150 300 

博士課程後期課程 15 45 

先端総合学術

研究科 

先端総合学術専攻 一貫制博士課程 30 150 

薬学研究科 薬科学専攻 博士課程前期課程 20 40 

博士課程後期課程 3 9 

薬学専攻 4年制博士課程 3 12 

人間科学研究

科 

人間科学専攻 博士課程前期課程 65 130 

博士課程後期課程 20 60 

食マネジメン

ト研究科 

食マネジメント専攻 博士課程前期課程 20 40 

博士課程後期課程 3 9 

法務研究科 法曹養成専攻 専門職学位課程 70 210 

経営管理研究

科 

経営管理専攻 専門職学位課程 80 160 

観光マネジメント専攻 専門職学位課程 70 140 

小計 ― 150 300 

教職研究科 実践教育専攻 専門職学位課程 35 70 

合計 2,007 4,394 

第２章 大学院および研究科の運営 

（研究科委員会または研究科教授会） 

第７条 各研究科に研究科委員会または研究科教授会（以下単に「研究科委員会」という。）

を置く。 

２ 研究科委員会に関する事項は次条に定めるもののほか、各研究科委員会規程または各研
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究科教授会規程に定める。 

（研究科委員会の審議事項等） 

第８条 研究科委員会は、次の事項を審議し、学長に対して意見を述べる。 

(1) 大学院の研究科、専攻課程の新設、増設、廃止、変更に関する事項 

(2) 大学院学則および大学院諸規程の制定、改廃に関する事項 

(3) 教員の人事に関する事項 

(4) 学科課程、授業および学力考査に関する事項 

(5) 学位論文審査に関する事項 

(6) 授業科目担当者に関する事項 

(7) 学生の入学、修了および学位の授与に関する事項 

(8) 学生の補導に関する事項 

(9) 学生の定数に関する事項 

(10) 学校法人および大学の諸規程において、研究科委員会の議を経ることを要すると定

められた事項 

２ 研究科委員会は、前項に規定するもののほか、学長および研究科長がつかさどる教育研

究に関する事項について審議し、学長および研究科長の求めに応じ、意見を述べることが

できる。 

３ 研究科長は、研究科を代表し、研究科委員会の議決を執行する。 

（大学院学位委員会） 

第９条 本大学院に、大学院学位委員会を置く。 

２ 大学院学位委員会の組織および運営に関し必要な事項は、立命館大学大学院学位委員会

規程に定める。 

（大学院教学委員会） 

第９条の２ 本大学院に、大学院教学委員会を置く。 

２ 大学院教学委員会の組織および運営に関し必要な事項は、大学院教学委員会規程に定め

る。 

第３章 教育課程 

（教育課程の編成方針） 

第10条 本大学院は、教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとと

もに、学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定し、体

系的に教育課程を編成する。 
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２ 教育課程の編成に当たっては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識および能

力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう、適

切に配慮する。 

３ 専門職大学院は、教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を、産

業界等と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成する。 

４ 専門職大学院は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、

当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業

科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。 

５ 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成およびそれらの見直しは、第10条

の４に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行う

ものとする。 

（資格課程） 

第10条の２ 教育職員免許状他の資格を得ようとする者のために、特に指定する資格課程

を置く。 

（超創人財育成プログラム） 

第10条の３ 本大学院に、超創人財育成プログラムを置く。 

２ 超創人財育成プログラムの授業科目およびプログラムの修了要件等については、超創人

財育成プログラム規程に定める。 

３ 本大学院に、超創人財育成プログラム推進委員会を置く。 

４ 超創人財育成プログラム推進委員会の組織および運営に関し必要な事項は、超創人財育

成プログラム推進委員会規程に定める。 

（教育課程連携協議会） 

第10条の４ 専門職大学院が産業界等と連携して教育課程を編成し、教育の円滑かつ効果

的な実施を図るために、教育課程連携協議会を設ける。 

２ 教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、専攻分野の特性その

他の当該専門職大学院における教育の特性により適当でないと認められる場合は、第３号

に掲げる者を置かないことができる。 

(1) 学長または当該専門職大学院に置かれる研究科（学校教育法第100条ただし書に規定

する組織を含む。）の長（第４号および次項において「学長等」という。）が指名する

教員またはその他の職員 

(2) 当該専門職大学院の課程に係る職業に就いている者または当該職業に関連する事業

－学則－8－



を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業

の実務に関し豊富な経験を有する者 

(3) 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者またはその他の地域の関係

者 

(4) 当該専門職大学院を置く大学の教員およびその他の職員以外の者であって学長等が

必要と認める者 

３ 教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものと

する。 

(1) 産業界等との連携による授業科目の開設およびその他の教育課程の編成に関する基

本的な事項 

(2) 産業界等との連携による授業の実施ならびにその他の教育課程の実施に関する基本

的な事項およびその実施状況の評価に関する事項 

（授業科目） 

第11条 授業科目は、各研究科則に定める科目区分に分類して配置する。 

２ 授業科目は、必修科目、選択科目および自由科目に分けて体系的に配置する。 

（カリキュラム適用） 

第12条 教育課程、授業科目、履修方法、単位認定および修了に関する事項（以下「カリ

キュラム」という。）については、入学時に適用したカリキュラムを修了まで適用する。 

２ 転入学にあっては転入学先、再入学にあっては再入学先の同じ回生に適用されるカリキ

ュラムを適用する。 

３ 転籍にあっては転籍先、専攻内異動にあっては専攻内異動先の同じ回生に適用されるカ

リキュラムを適用する。 

第13条 削除 

第４章 授業、研究指導および成績評価 

（授業および研究指導） 

第14条 大学院の教育は、授業科目の授業および研究指導によって行う。ただし、専門職

大学院にあっては、授業科目の授業によって行う。 

（授業科目および研究指導の担当者の決定） 

第15条 授業科目および研究指導の担当者は、立命館大学大学院担当教員選考基準に基づ

き、科目適合性および教育研究上の指導能力を考慮し、研究科委員会の議を経て研究科長

が決定する。 

－学則－9－



（教育方法の特例） 

第16条 次の各号に掲げる研究科、専攻および課程は、研究科委員会が教育上特別の必要

があると認めた場合、夜間その他特定の時間または時期において授業および研究指導を行

うことがある。 

(1) 言語教育情報研究科 言語教育情報専攻 修士課程 

(2) テクノロジー・マネジメント研究科 テクノロジー・マネジメント専攻 博士課程

前期課程 

(3) 人間科学研究科 人間科学専攻 博士課程前期課程 

(4) 経営管理研究科 経営管理専攻 専門職学位課程 

(5) 経営管理研究科 観光マネジメント専攻 専門職学位課程 

(6) 薬学研究科 薬学専攻 博士課程 

(7) 教職研究科 実践教育専攻 専門職学位課程 

（授業科目履修の特例） 

第17条 研究科委員会が教育上必要と認めた場合は、修士課程等、一貫制博士課程または

専門職学位課程に在学する学生は、学部の授業科目を履修することができる。 

２ 研究科委員会が教育上必要と認めた場合は、博士課程後期課程または４年制博士課程に

在学する学生は、修士課程等または学部の授業科目を履修することができる。 

３ 前２項の規定により修得した単位は、修了に必要な単位数に算入しない。 

（成績評価基準等の明示等） 

第18条 授業および研究指導の方法および内容ならびに１年間の授業および研究指導の計

画は、学生に対してあらかじめ明示する。 

２ 学修の成果および学位論文に係る評価ならびに修了の認定にあたっては、客観性および

厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準

に従って適切に行う。 

（授業を行う学生数） 

第19条 １の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法および施設、設備

その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とす

る。 

（授業の方法） 

第20条 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより、またはこれら

の併用により行う。 
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２ 研究科委員会が必要と認めた場合には、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。 

３ 研究科委員会が必要と認めた場合には、大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場

所で行う場合について定める件（平成15年文部科学省告示第43号）にもとづき、第１項

の授業の一部を、校舎および附属施設以外の場所（外国を含む。）で行うことがある。 

（単位計算方法） 

第21条 各授業科目の単位数は、１単位あたり45時間の学修を必要とする内容をもって構

成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果および授業時間外に

必要な学修等を考慮して、次の基準により計算する。 

(1) 講義および演習については、研究科委員会の定めるところにより毎週１時間から２

時間までの範囲で、15週の授業をもって１単位とする。 

(2) 実験、実習および実技については、研究科委員会の定めるところにより毎週２時間

から３時間までの範囲で、15週の授業をもって１単位とする。 

(3) １の授業科目について、講義、演習、実験、実習または実技のうち２以上の方法の

併用により行う場合については、その組み合わせに応じて、前２号に規定する基準を考

慮して、研究科委員会の定める時間の授業をもって１単位とする。 

（各授業科目の授業期間） 

第22条 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行う。ただし、研究科委員

会が必要と認めた場合には、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことが

ある。 

（成績評価） 

第23条 授業科目の成績評価は、A＋、A、B、C、PまたはFで行い、A＋、A、B、Cおよ

びPを合格、Fを不合格とする。 

２ 前項の成績評価は、A＋は100点法では90点以上、Aは同80点台、Bは同70点台、Cは同

60点台およびFは同60点未満とし、Pは特定の科目における合格とする。 

３ 前２項は、他研究科の授業科目を履修した場合および入学する前に本大学院の科目等履

修生制度により授業科目を修得した単位を認定する場合についても適用する。 

４ 第１項および第３項にかかわらず、他大学院等において修得した単位を認定する場合は、

Tとする。 

（単位の授与および単位の認定） 

第24条 授業科目を履修し、授業科目毎に実施する試験に合格した者には、所定の単位を
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与える。 

２ 単位の授与および単位の認定は、研究科委員会の議を経て、研究科長が決定する。 

３ 授与または認定した単位の取消しは行わない。ただし、法務研究科については、研究科

教授会の議を経て、授与または認定した単位の取消しを行うことがある。 

（自由科目） 

第25条 自由科目の単位数は、修了に必要な単位数に算入しない。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第26条 本大学院は、授業、研究指導の内容および方法の改善を図るための組織的な研修

および研究を実施する。 

第５章 修士課程等、博士課程後期課程、一貫制博士課程および４年制博士課程 

第１節 修士課程等の修了要件等 

（標準修業年限） 

第27条 修士課程等の標準修業年限は２年とする。 

（在学年限） 

第28条 修士課程等の在学年限は４年とする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第28条の２ 前条にかかわらず、職業を有しているために、標準修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを学生が申し出たときは、研究科委

員会の議を経て、研究科長が在学年限を上限として、その計画的な履修を許可することが

ある。 

（在学期間の短縮） 

第28条の３ 第38条の規定により、研究科委員会が教育上有益と認めるときは、学生が本

大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法第102条第１項の規定により入学資格を

有した後、修得したものに限る。）を、本大学院において修得したものとみなす場合であ

って、現に在籍している課程の教育課程の一部を修得したものとみなす場合は、当該単位

数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で本大学院が定める期間

在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、修士課程については、

当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

（修了要件） 

第29条 修士課程等の修了要件は、現に在籍している課程に標準修業年限以上在学し、各

研究科則に定めるところに従って30単位以上修得し、必要な研究指導を受けたうえ、現
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に在籍している課程の目的に応じ、修士論文または特定の課題についての研究の成果の審

査および試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、在籍中に優れた業績

を上げた者については、現に在籍している課程に１年以上在学すれば足りる。 

第２節 博士課程後期課程の修了要件等 

（標準修業年限） 

第30条 博士課程後期課程の標準修業年限は３年とする。 

（在学年限） 

第31条 博士課程後期課程の在学年限は６年とする。 

（修了要件） 

第32条 博士課程後期課程の修了要件は、現に在籍している課程に標準修業年限（第53条

第２号に該当する者のうち、法科大学院を修了した者にあっては２年）以上在学し、各研

究科則に定めるところに従って単位を修得し、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文を

提出し、審査および試験に合格することとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、在籍中に優れた研究業績を上げた者の在学期間に関しては、

現に在籍している課程に１年（第53条第１号または第２号に該当する者のうち、標準修

業年限が１年以上２年未満の修士課程等を修了したものおよび標準修業年限が１年以上

２年未満の専門職学位課程を修了したものにあっては、標準修業年限から当該１年以上２

年未満の期間（２年を限度とする。）を減じた期間とする。ただし、優れた業績により修

士課程等を在学１年以上で修了した者にあっては、標準修業年限から当該修士課程等にお

ける在学期間（２年を限度とする。）を減じた期間とする。）以上在学すれば足りる。 

第３節 一貫制博士課程の修了要件等 

（標準修業年限） 

第33条 一貫制博士課程の標準修業年限は５年とする。 

（在学年限） 

第34条 一貫制博士課程の在学年限は10年とする。 

（在学期間の短縮） 

第34条の２ 第38条の規定により、研究科委員会が教育上有益と認めるときは、学生が本

大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法第102条第１項の規定により入学資格を

有した後、修得したものに限る。）を、現に在籍している課程において修得したものとみ

なす場合であって、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない

範囲で本大学院に在学したものとみなすことがある。 
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２ 前項の規定は、第53条に該当する者については、第35条第１項に規定する博士課程に

おける在学期間（第35条第１項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程

における在学期間を除く。）については、適用しない。 

（修了要件） 

第35条 一貫制博士課程の修了要件は、現に在籍している課程に標準修業年限以上在学し、

各研究科則に定めるところに従って30単位以上修得し、必要な研究指導を受けたうえ、

博士論文を提出し、審査および試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、

在籍中に優れた研究業績を上げた者については、３年（第53条第１号に該当する者にあ

っては、当該修士課程等における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りる。 

２ 前項の規定にかかわらず、第53条第１号に該当する者のうち、標準修業年限が１年以

上２年未満の修士課程等を修了したものの在学期間については当該１年以上２年未満の

期間（２年を限度とする。）に３年を加えた期間とし、優れた業績により修士課程等を在

学１年以上で修了したものの在学期間については、当該修士課程等における在学期間（２

年を限度とする。）に３年を加えた期間とする。ただし、在籍中に優れた研究業績を上げ

た者については、３年（修士課程等における在学期間（２年を限度とする。）を含む。）

以上在学すれば足りる。 

３ 前２項にかかわらず、第53条第２号または第３号に該当する者については、３年（第

53条第２号に該当する者のうち法科大学院の課程を修了した者については２年）以上在

学し、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文を提出し、審査および試験に合格すること

とする。ただし、在学期間に関しては、在籍中に優れた研究業績をあげた者については、

１年（標準修業年限が１年以上２年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、３年

から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間）以上在学すれば足りる。 

第４節 ４年制博士課程の修了要件等 

（標準修業年限） 

第35条の２ ４年制博士課程の標準修業年限は４年とする。 

（在学年限） 

第35条の３ ４年制博士課程の在学年限は８年とする。 

（在学期間の短縮） 

第35条の４ 前条の規定にかかわらず、研究科委員会が教育上有益と認めるときは、学生

が本大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法第102条第１項の規定により入学資

格を有した後、修得したものに限る。）を、現に在籍している課程において修得したもの
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とみなす場合であって、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超え

ない範囲で本大学院に在学したものとみなすことがある。 

（修了要件） 

第35条の５ ４年制博士課程の修了要件は、現に在籍している課程に標準修業年限以上在

学し、各研究科則に定めるところに従って30単位以上修得し、必要な研究指導を受けた

うえ、博士論文を提出し、審査および試験に合格することとする。ただし、在学期間に関

しては、在籍中に優れた研究業績を上げた者については、３年以上在学すれば足りる。 

第５節 単位認定等 

（研究指導の委託） 

第36条 研究科委員会が教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院または研究所等に

おいて必要な研究指導を受けることを認めることがある。ただし、修士課程等の学生につ

いて認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、１年を超えてはならない。 

（他の大学院または本大学の他の研究科における授業科目の履修） 

第37条 研究科委員会が教育上有益と認めるときは、他の大学院（外国の大学院を含む。）

もしくは本大学の他の研究科の授業科目または学校教育法第105条にもとづき大学院が

編成する特別の課程（以下「特別の課程」という。）を履修させることがある。 

２ 前項の規定により授業科目または特別の課程を履修して修得した単位は、現に在籍して

いる課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。 

３ 前項の規定により授業科目を履修して修得した単位は、15単位を超えない範囲で、修

了の要件となる単位とみなすことができる。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第38条 研究科委員会が教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に、大

学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位

および特別の課程を履修して修得した単位を含む。）を、現に在籍している課程に入学し

た後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことがある単位は、転入学の場合を除き、現に

在籍している課程において修得した単位以外のものについては、15単位を超えない範囲

で、修了の要件となる単位とみなすことができる。 

３ 第１項の規定により修得したものとみなすことがある単位のうち、現に在籍している課

程において修得した単位については、15単位を超えない範囲で、修了の要件となる単位

とみなすことができる。 
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（本大学院において修得したものとみなすことができる単位の上限） 

第38条の２ 第37条および第38条第２項により本大学院において修得したものとみなすこ

とのできる単位は、合わせて20単位を超えない範囲で、修了の要件となる単位としてみ

なすことができる。 

（単位認定） 

第39条 前２条にもとづく単位の認定は、研究科委員会の議を経て、研究科長が決定する。 

第６章 専門職学位課程 

第１節 専門職学位課程の修了要件等 

（標準修業年限） 

第40条 専門職学位課程の標準修業年限は２年とする。ただし、法務研究科の標準修業年

限は３年とする。 

（在学年限） 

第41条 専門職学位課程の在学年限は４年とする。ただし、法務研究科の在学年限は５年

とする。 

２ 前項に規定する在学年限については、第43条の規定により在学したとみなされる期間

を除いた期間とする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第41条の２ 前条にかかわらず、職業を有しているために、標準修業年限を超えて一定の

期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを学生が申し出たときは、研究科委

員会の議を経て、研究科長が在学年限を上限として、その計画的な履修を許可することが

ある。 

（修了要件） 

第42条 専門職学位課程の修了要件は、現に在籍している課程に標準修業年限以上在学し、

各研究科則に定めるところに従って30単位以上修得し、その他の教育課程の履修により

課程を修了することとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、法務研究科の修了要件は、法務研究科に標準修業年限以上在

学して、法務研究科則に定めるところに従って98単位以上修得し、課程を修了すること

とする。 

３ 第１項にかかわらず、教職研究科の修了要件は、教職研究科に標準修業年限以上在学し、

教職研究科研究科則に定めるところに従って48単位以上（高度の専門的な能力および優

れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関
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係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。）修得し、課程を修了することとする。 

４ 前項にかかわらず、教育上有益と認めるときは、教職研究科に入学する前に小学校等ま

たは特別支援学校の教員としての実務の経験を有する者について、10単位を超えない範

囲で、実習により修得する単位の全部または一部を免除することができる。この場合にお

いて、教職研究科の修了要件は、教職研究科に標準修業年限以上在学し、教職研究科研究

科則に定めるところに従って、48単位から免除した単位を差し引いた単位以上修得し、

課程を修了することとする。 

（在学期間の短縮） 

第43条 第48条の規定により本専門職大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法第

102条第１項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を現に在籍して

いる課程において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本専門職大

学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間そ

の他を勘案して現に在籍している課程の標準修業年限の２分の１を超えない範囲で本専

門職大学院が定める期間在学したものとみなすことがある。ただし、この場合においても、

当該専門職学位課程に少なくとも１年（法務研究科については２年）以上在学しなければ

ならない。 

２ 法務研究科が、前項の規定により本法務研究科に在学したものとみなすことがある期間

は、１年を超えない範囲とする。 

３ 前２項の在学したものとみなす期間については、研究科委員会の議を経て研究科長が決

定する。 

（法学既修者） 

第44条 法務研究科は、本法務研究科において必要とされる法学の基礎的な学識を有する

と認めた者（以下「法学既修者」という。）については、第42条第２項に規定する在学

期間については１年を超えない範囲で本法務研究科が認める期間在学し、同項に規定する

単位については35単位を超えない範囲で、本法務研究科が認める単位を修得したものと

みなすことがある。 

２ 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことがある期間は、前条第

２項の規定により在学したものとみなす期間と合わせて１年を超えてはならない。 

３ 第１項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことがある単位数は、第

47条および第48条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて35単位を超えて

はならない。ただし、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律（平成14
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年法律第139号）第６条第１項の認定を受けた法曹養成連携協定（以下「認定法曹養成連

携協定」という。）を締結している大学の課程（本法務研究科以外の法科大学院のみと認

定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。以下「認定連携法曹基礎課程」と

いう。）から入学した場合は、51単位を超えないものとする。 

第２節 単位認定等 

（授業の方法等） 

第45条 第20条に定めるもののほか、専門職大学院の目的を達成しうる実践的な教育を行

うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査または双方向もしくは多方向に行われる討論も

しくは質疑応答その他適切な方法により授業を行う。 

２ 研究科委員会が必要と認めた場合には、第20条第１項および前項に定める授業につい

て、多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることがあ

る。 

（専門職大学院の履修科目の登録の上限） 

第46条 学生が１年間または１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限

を各研究科則に定める。 

（他の大学院または本大学の他の研究科における授業科目の履修） 

第47条 研究科委員会が教育上有益と認めるときは、他の大学院（外国の大学院を含む。）

もしくは本大学の他の研究科の授業科目または特別の課程を履修させることがある。 

２ 前項の規定により授業科目または特別の課程を履修して修得した単位は、本専門職大学

院が修了要件として定める単位数の２分の１を超えない範囲で、現に在籍している課程に

おける授業科目の履修により修得したものとみなすことがある。 

３ 前項の規定にかかわらず、法務研究科において、第１項の規定により授業科目を履修し

て修得した単位は、35単位を超えない範囲で、本法務研究科における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことがある。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第48条 研究科委員会が教育上有益と認めるときは、学生が本専門職大学院に入学する前

に大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した

単位および特別の課程を履修して修得した単位を含む。）を、本専門職大学院に入学した

後の現に在籍している課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことが

ある。 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことがある単位であって、転入学の場合を除き、
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現に在籍している研究科において修得した単位以外のものは、前条第２項の規定により現

に在籍している課程において修得したものとみなす単位と合わせて、本専門職大学院が修

了要件として定める単位数の２分の１を超えてはならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、法務研究科において、第１項の規定により修得したものとみ

なすことがある単位であって、現に在籍している研究科において修得した単位以外のもの

は、前条第３項の規定により本法務研究科において修得したものとみなす単位と合わせて

35単位を超えてはならない。ただし、認定連携法曹基礎課程から入学した場合は、51単

位を超えないものとする。 

４ 第１項の規定により修得したものとみなすことがある単位のうち、現に在籍している課

程において修得した単位については、30単位を超えてはならない。 

５ 教職研究科において、転入学の場合を除き、第１項の規定により修得したものとみなす

単位は、前条第２項の規定により本教職研究科において修得したものとみなす単位および

第42条第４項の規定により免除する単位数と合わせて、修了要件として定める単位数の

２分の１を超えてはならない。 

（単位認定） 

第49条 前２条にもとづく単位の認定は、研究科委員会の議を経て、研究科長が決定する。 

（研究科則） 

第49条の２ 第３章から第６章に定めるものの他、各研究科の授業科目、修了に必要な単

位数および単位認定等については、各研究科則に定める。 

第７章 学位 

（学位） 

第50条 学位および学位の授与に関する事項については、立命館大学学位規程による。 

第８章 入学 

（入学時期） 

第51条 入学時期は、毎年４月または９月とする。 

（修士課程等、一貫制博士課程または専門職学位課程の入学資格） 

第52条 修士課程等、一貫制博士課程または専門職学位課程に入学することのできる者は、

次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 大学を卒業した者と同等以上の学力を有する者として、学校教育法施行規則第155

条第１項に規定された者 
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(3) 大学に３年以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含

む。）であって、各研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めた者 

（博士課程後期課程の入学資格） 

第53条 博士課程後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。 

(1) 修士の学位を有する者 

(2) 専門職学位を有する者 

(3) 修士の学位または専門職学位を有する者と同等以上の学力を有する者として、学校

教育法施行規則第156条に規定された者 

（４年制博士課程の入学資格） 

第53条の２ ４年制博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当す

る者とする。 

(1) ６年制薬学部を卒業した者 

(2) 修士（薬学系）の学位を有する者 

(3) 前２号の者と同等以上の学力を有する者として、学校教育法施行規則第156条に規定

されたもの 

（修士課程等または専門職学位課程の転入学資格） 

第54条 修士課程等または専門職学位課程に転入学することのできる者は、転入学試験要

項に定める。 

（一貫制博士課程３年次の転入学資格） 

第55条 一貫制博士課程３年次に転入学することのできる者は、第53条各号のいずれかに

該当する者とする。 

（再入学の資格） 

第56条 退学または除籍となった研究科に再入学することのできる者は、退学または除籍

となった学期の最終日の翌日から起算して２年以内のものとする。ただし、第28条、第

31条、第34条、第35条の３および第41条に規定する在学年限を超えて除籍となった者ま

たは第91条第１項により退学となった者は、再入学することはできない。 

（入学等の出願） 

第57条 入学、転入学または再入学（以下「入学等」という。）を志願する者は、指定の

期日までに、入学願書に第75条に定める入学検定料および立命館大学入学の出願および

入学手続に関する規程（以下「入学の出願等に関する規程」という。）に定める書類を添
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えて願い出なければならない。 

２ 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入学検定料を徴収しない。 

(1) 再入学試験を受験する場合 

(2) 出願時において本大学院の修士課程または専門職学位課程を修了見込みの者が、修

了する学期の最終日の翌日以降１年以内に博士課程後期課程、４年制博士課程または一

貫制博士課程３年次に入学するための入学試験を受験する場合 

(3) 本大学院の修士課程または専門職学位課程を修了した者が、修了した学期の最終日

の翌日以降１年以内に前号の入学試験を受験する場合 

(4) 大使館推薦または大学推薦による国費外国人留学生の場合 

(5) 「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択大学を対象とする国費外国人留学

生の場合 

(6) 大学その他の団体との間で協定等により不徴収について合意している場合 

３ 入学志願に関する事項は、入学の出願等に関する規程に定める。 

（選考） 

第58条 入学志願者は、別に定める方法により選考し、研究科委員会の議を経て、研究科

長が合格者を決定する。 

２ 研究科長は、前項の合格者に合格の通知を行う。 

３ 入学志願者の選考に関し必要な事項は、毎年度、入学等の試験要項に定める。 

（入学手続） 

第59条 前条第２項の合格の通知を受けた者は、入学の出願等に関する規程に定めるとこ

ろにより、所定の期日までに入学手続書類を提出するとともに、所定の納付金を納めなけ

ればならない。 

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

第９章 休学、復学、転籍、留学、退学および除籍 

（休学） 

第60条 病気その他やむを得ない理由により継続して２か月以上就学することができない

者は、休学を願い出ることができる。 

２ 休学を願い出た者に対して、学長が休学を許可することがある。 

３ 学長は、病気のため就学することが適当でないと認められる者に対して、休学を命ずる

ことができる。 

４ 休学期間は、継続して２年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、１年を限度
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として、その期間を延長して許可することがある。

５ 休学期間は、通算して３年を超えることができない。ただし、一貫制博士課程において

は、通算して５年まで休学することができる。

６ 前項の規定にかかわらず、第１項の願い出の理由が、学長が決定した緊急災害による場

合は、休学期間は前項の通算３年（一貫制博士課程においては通算５年）に含めない。

７ 休学期間は、在学期間に算入しない。

（復学）

第61条 休学している者が復学を願い出たときは、学長が復学を許可することがある。 

（転籍）

第62条 本大学院の学生で、第５条で規定する他の研究科または専攻のうち、現に在籍し

ている研究科または専攻と第52条、第53条、第53条の２および第55条に定める入学資格

が同一の研究科または専攻に転籍を志願する者については、転籍先の研究会委員会で選考

のうえ、転籍元および転籍先の研究科委員会の議を経て、学長が許可することがある。

２ 転籍前に修得していた単位の認定は、転籍先の研究科委員会の議を経て、転籍先の研究

科長が決定する。

（留学）

第63条 留学とは、外国の大学院またはこれに相当する高等教育機関もしくは研究機関で、

協定または合意にもとづき、１学期相当以上にわたり正規の授業科目を履修し、もしくは

研究指導を受け、または研究に従事することをいう。

２ 留学を志願する者に対して、教育上有益と認めるときは、学長が留学を許可する。

３ 留学期間は、在学期間に算入する。

（退学）

第64条 退学を願い出た者に対して、学長が退学を許可することがある。 

（除籍）

第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。ただし、第６号に該当す

る者にあっては、教学委員会の議を経て、学長が除籍する。

(1) 授業料、在籍料または特別在学料を納めない者

(2) 第28条、第31条、第34条、第35条の３および第41条に規定する在学年限を超えた者

(3) 第60条第５項に規定する休学期間を超えてなお復学しない者

(4) 休学期間終了日までに所定の手続をとらなかった者

(5) 死亡した者
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(6) 修業の見込みがないと認めた者 

(7) 法務研究科に在学する者で、同一年次において、再度進級条件を満たさなかった者 

（その他の手続） 

第66条 この学則に定めるもののほか、休学、復学、転籍、留学、退学および除籍の手続

については、立命館大学学籍に関する規程に定める。 

第10章 外国人留学生、科目等履修生、特別聴講学生、研修生、研究生、専修生、

特別研究学生および外国人研究生 

（外国人留学生） 

第67条 大学院教育を受ける目的をもって入国し、本大学院に入学した外国人で正規課程

に在籍する者を外国人留学生とする。 

（科目等履修生） 

第68条 本大学院における授業科目の履修を志願する者があるときは、選考のうえ、研究

科委員会の議を経て、研究科長が科目等履修生として許可することがある。 

２ 科目等履修生に関する事項は、立命館大学科目等履修生規程に定める。 

（聴講生） 

第68条の２ 本大学院の授業科目の聴講を志願する者があるときは、選考のうえ、研究科

委員会の議を経て、研究科長が聴講生として許可することがある。 

２ 聴講生に関する事項は、立命館大学聴講生規程に定める。 

（特別聴講学生） 

第69条 他の大学院等（外国の大学院を含む。）との協定にもとづき、本大学院の授業科

目の履修を志願する者があるときは、選考のうえ、研究科委員会の議を経て、研究科長が

特別聴講学生として許可することがある。 

２ 特別聴講学生に関する事項は、立命館大学特別聴講学生規程に定める。 

（研修生） 

第70条 本大学院の修士または専門職の学位を得た者で、さらに研究を継続し、本大学の

研究施設を利用しようとするものがあるときは、研究科委員会において選考のうえ、研究

科長が研修生として許可することがある。 

２ 研修生に関する事項は、立命館大学大学院研修生規程に定める。 

（研究生） 

第71条 本大学院の博士の学位を得た者、博士課程後期課程または一貫制博士課程もしく

は４年制博士課程に標準修業年限以上在学したうえで、各研究科則に定める履修要件を満

－学則－23－



たし退学した者で、さらに研究を継続し、本大学の施設を利用しようとするものがあると

きは、研究科委員会において選考のうえ、研究科長が研究生として許可することがある。 

２ 研究生に関する事項は、立命館大学大学院研究生規程に定める。 

（専修生） 

第72条 本専門職大学院において専門職学位を得た者で、学習を継続するため本大学の施

設を利用しようとするものがあるときは、選考のうえ、研究科委員会の議を経て、研究科

長が専修生として許可することがある。 

２ 専修生に関する事項は、立命館大学大学院専修生規程に定める。 

（特別研究学生） 

第73条 他の大学院等（外国の大学院等を含む。）との協定にもとづき、本大学院におい

て研究指導を受けようとする者があるときは、選考のうえ、研究科委員会の議を経て、研

究科長が特別研究学生として許可することがある。 

２ 特別研究学生に関する事項は、立命館大学大学院特別研究学生規程に定める。 

（外国人研究生） 

第74条 次の各号に掲げる者で、本大学院における授業科目の履修または研究指導を志願

する者があるときは、選考のうえ、研究科委員会の議を経て、研究科長が外国人研究生と

して許可することがある。 

(1) 国費外国人留学生 

(2) 中国政府大学院留学生派遣（共同育成）プログラムによる留学生 

(3) アフガニスタン人材育成プロジェクトによる留学生 

(4) 独立行政法人国際交流基金が支援する訪日研究プログラムによる留学生 

(5) 日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画による留学生 

(6) サウジアラビア王国政府派遣留学プログラムによる留学生 

(7) 公益財団法人日本台湾交流協会奨学金留学生制度による留学生 

２ 外国人研究生に関する事項は、立命館大学大学院外国人研究生規程に定める。 

第11章 授業料等納付金および手数料 

（入学検定料） 

第75条 入学検定料は、納付金等別表１―１のとおりとする。 

（入学金） 

第76条 入学する者は、納付金等別表２―１に定める入学金を納めなければならない。 

２ 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入学金を徴収しない。 
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(1) 学校法人立命館の設置する大学または大学院（以下「設置大学」または「設置大学

院」という。）を卒業または修了した者が、本大学院に入学する場合 

(2) 第52条第３号に該当する者として、設置大学から引き続き本大学院に入学する場合 

(3) 設置大学院の博士課程後期課程、一貫制博士課程または４年制博士課程において博

士論文以外の修了要件を満たし退学した者が、本大学院に入学する場合 

（授業料） 

第77条 学生は、在籍する研究科および年次に応じて、春学期授業料および秋学期授業料

を学期ごとに納めなければならない。ただし、９月に入学した者の授業料は、春学期授業

料を秋学期の授業料とし、秋学期授業料を春学期の授業料とする。 

２ 前項の授業料は、修士課程等は納付金等別表３―１、博士課程後期課程は納付金等別表

３―２、一貫制博士課程は納付金等別表３―３、専門職学位課程は納付金等別表３―４、

４年制博士課程は納付金等別表３―５に定める。 

３ 前項にかかわらず、在学期間（第43条により在学とみなされる期間を除く。）が各課

程の標準修業年限を超えた者および第44条に定める法学既習者で在学期間（第43条およ

び第44条により在学とみなされる期間を除く。）が２年を超えた者の授業料は、前項に

定める額の半額とする。 

４ 前２項にかかわらず、第28条の２および第41条の２の規定により長期にわたる教育課

程の履修を許可された者（以下「長期履修生」という。）の学期ごとの授業料は、納付金

等別表３―６に定める。ただし、長期履修が許可された学期を延長する場合は、延長した

学期の授業料は、標準修業年限で納める学期ごとの授業料の半額とし、長期履修が許可さ

れた期間を短縮する場合は、既に納めた授業料と標準修業年限で納める授業料の総額との

差額を納めることとする。 

５ 第２項および第３項にかかわらず、専門職学位課程経営管理研究科において在学期間

（第43条により在学とみなされる期間を除く。）が標準修業年限を超えた者の固定授業

料は、納付金等別表３―４に定める額の半額とする。 

６ 第２項および第３項にかかわらず、博士課程後期課程、一貫制博士課程または４年制博

士課程において博士論文以外の修了要件を満たした者の授業料は、学期につき100,000円

とする。 

（実習費） 

第78条 特定の科目または課程を履修する者は、立命館大学学費等の納付に関する規程に

定める実習費を納めなければならない。 
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（在籍料） 

第79条 休学中の者は、当該期間中（休学を開始した学期を含む。）は、授業料に代えて

納付金等別表４―１に定める在籍料を学期ごとに納めなければならない。 

（特別在学料） 

第80条 次の各号のいずれかに該当する者は、授業料に代えて納付金等別表４―２に定め

る特別在学料を学期ごとに納めなければならない。 

(1) 他大学院との協定にもとづく学位取得プログラムにおいて本大学院から当該他大学

院に留学している者であって、当該他大学院に対する学費の納付を要するもの（同プロ

グラムにより本大学院に入学または転入学した者を除く。） 

(2) 博士課程後期課程、一貫制博士課程または４年制博士課程において学位申請を行い、

学位審査のために標準修業年限を超えて次学期も在学する者 

第80条の２ 削除 

（科目等履修料等） 

第81条 科目等履修生に許可された者は、科目等履修生登録料を所定の期日までに納めな

ければならない。 

２ 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、科目等履修生登録料を徴収

しない。 

(1) 文化遺産防災学教育プログラムを履修する場合 

(2) リサーチ・アドバイザー（政策科学研究科）として履修する場合 

(3) 大学院早期履修プログラムを履修する場合 

(4) 大学院進学プログラムを履修する場合 

(5) Study in Kansai Programを履修する場合 

(6) プラクティカム・アドバイザー（テクノロジー・マネジメント研究科）として履修

する場合 

(7) 大学その他の団体との間で協定等により不徴収について合意している場合 

３ 科目等履修生は、納付金等別表５―１に定める科目等履修料を所定の期日までに納めな

ければならない。 

４ 前項にかかわらず、第２項第２号、第３号、第４号、第６号または第７号のいずれかに

該当する場合は、科目等履修料を徴収しない。 

（聴講料等） 

第81条の２ 聴講生に許可された者は、聴講生登録料を所定の期日までに納めなければな
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らない。 

２ 聴講生は、納付金等別表５―１―２に定める聴講料を所定の期日までに納めなければな

らない。 

３ 前２項にかかわらず、大学その他の団体との間で協定等により合意している場合は、聴

講生登録料および聴講料を徴収しない。 

（手数料の金額等） 

第81条の３ 科目等履修生登録料および聴講生登録料の金額および納付に関する事項は、

立命館大学手数料規程に定める。 

（特別履修料） 

第82条 特別聴講学生に許可された者は、納付金等別表５―２に定める特別履修料を納め

なければならない。 

２ 前項にかかわらず、大学その他の団体との間で協定等により合意している場合は、特別

履修料を徴収しない。 

（研修料） 

第83条 研修生に許可された者は、納付金等別表５―３に定める研修料を納めなければな

らない。 

（研究料） 

第84条 研究生に許可された者は、納付金等別表５―４に定める研究料を納めなければな

らない。 

（専修料） 

第85条 専修生に許可された者は、納付金等別表５―５に定める専修料を納めなければな

らない。 

（外国人研究料） 

第86条 外国人研究生に許可された者は、納付金等別表５―６に定める外国人研究料を納

めなければならない。 

２ 前項にかかわらず、大学推薦による国費外国人留学生および中国政府大学院留学生派遣

（共同育成）プログラムの留学生については、外国人研究料を徴収しない。 

（納付金等の減免） 

第87条 第57条、第76条、第77条、第79条および第80条にかかわらず、入学検定料、入学

金、授業料、在籍料および特別在学料の一部または全額を免除することがある。 

２ 前項については、非常災害による修学困難者に対する立命館大学学費減免規程、立命館
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大学外国人留学生授業料減免規程および立命館大学災害救助法適用地域の受験生に対す

る入学検定料免除規程に定める。 

（納付金等の納付） 

第88条 入学検定料、入学金、授業料、実習費、在籍料、特別在学料、科目等履修料、聴

講料、特別履修料、研修料、研究料、専修料および外国人研究料の納付に関する事項は、

立命館大学学費等の納付に関する規程に定める。 

（納付金等の返還） 

第89条 既に納めた入学検定料、入学金、授業料、実習費、在籍料、特別在学料、科目等

履修料、聴講料、特別履修料、研修料、研究料、専修料および外国人研究料は、返還しな

い。 

２ 前項にかかわらず、次の期日までに入学辞退を願い出た場合は、既に納めた授業料に限

り返還する。 

(1) ４月入学予定者 入学予定の前年度３月31日まで 

(2) ９月入学予定者 入学予定の当年度９月25日まで 

３ 第１項にかかわらず、９月25日までに退学または除籍となった場合は、当年度の秋学

期以降の授業料に相当する既納額を、３月31日までに退学または除籍となった場合は、

次年度の春学期以降の授業料に相当する既納額を返還する。 

４ 第１項にかかわらず、科目等履修生または聴講生が春学期に秋学期分を含む科目等履修

料または聴講料を納め、秋学期の受講登録において秋学期の受講科目を取り消した場合は、

取り消した科目数に相当する既納額を返還する。 

第12章 賞罰 

（表彰） 

第90条 学生として表彰に価する行為があった者は、学長が表彰することができる。 

（懲戒） 

第91条 本大学の規定に違反し、学生の本分に反する行為をした者は、研究科委員会の議

を経て、学長が懲戒する。 

２ 懲戒の種類は、退学、停学および戒告とする。 

３ 停学期間は、在学期間に算入し、標準修業年限に算入しない。ただし、停学期間が３か

月以内の場合には、標準修業年限に算入することができる。 

４ 懲戒に関する手続は、立命館大学学生懲戒規程に定める。 

第13章 改廃 
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（変更） 

第92条 この学則の変更は、研究科委員会、大学協議会および常任理事会の議を経て、理

事会が決定する。ただし、一部の研究科のみに関する変更については、他の研究科の研究

科委員会の議を経ることを要しない。 

附 則 

本学則は、昭和29年４月１日から実施する。 

附 則（文学研究科、地理学専攻増設に伴う改正） 

本学則は、昭和31年４月１日から適用する。 

附 則 

本学則は、昭和32年４月１日から施行する。 

附 則（文学研究科修士課程、英文学専攻および同博士課程東洋文学思想専攻増設に

伴う改正） 

本学則は、昭和33年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和38年４月１日から施行する。 

附 則 

本学則は、昭和39年４月１日から施行する。ただし、昭和38年度以前の経済学研究科の

入学者については従前の例による。 

附 則 

本学則は、昭和40年４月１日から施行する。ただし、昭和39年度以前の文学研究科の入

学者については従前の例による。 

附 則（経営学研究科修士・博士課程ならびに理工学研究科博士課程増設に伴う改正） 

本学則は、昭和41年４月１日から施行する。ただし、昭和40年度以前の経済学研究科な

らびに理工学研究科の入学者については従前の例による。 

附 則（法学研究科修士課程の履修規定変更ならびに文学研究科修士課程の科目変更

に伴う改正） 

本学則は、昭和42年４月１日から施行する。ただし、昭和41年度以前の法学研究科なら

びに文学研究科の入学者については従前の例による。 

附 則（法学研究科修士課程の専攻科目ならびに文学研究科修士課程の英文学専攻科

目変更に伴う改正） 

この学則は、昭和43年４月１日から適用する。ただし、昭和42年度以前の法学研究科の
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入学者については、従前の例による。 

附 則（昭和44年６月27日総則・職員組織・委託生・研修生の項ならびに文学研究

科修士課程科目の改正） 

この学則は、昭和44年４月１日から適用する。 

附 則（昭和44年９月12日理工学研究科修士課程科目の改正） 

この学則は、昭和44年４月１日から適用する。 

附 則（昭和44年12月12日経営学研究科博士および修士課程の規定改正） 

この学則は、昭和44年４月１日から適用する。 

附 則（昭和45年４月10日理工学研究科修士課程中応用化学専攻科目の改正） 

この学則は、昭和45年４月１日から適用する。 

附 則（昭和45年11月13日規程第117号立命館大学大学院奨学金貸与規程設定に伴

う改正） 

この学則は、昭和45年４月１日から適用する。 

附 則（経済学研究科修士課程ならびに理工学研究科修士課程の履修科目の整理と単

位数の改正） 

この学則は、昭和46年４月１日より適用する。ただし、第25条は昭和45年度入学生から

これを適用する。 

附 則（社会学研究科の設置と各研究科修士課程又は博士課程の履修科目の整理と単

位数の改正） 

この学則は、昭和47年４月１日から施行する。 

附 則（文学研究科修士課程の研究指導の設置と履修科目の整理と単位数の改正なら

びに博士課程東洋文学思想専攻の履修科目の整理と単位数の改正） 

この学則は、昭和48年４月１日から施行する。ただし、昭和47年度の文学研究科の入学

者からこれを適用する。 

附 則（経済学研究科修士課程ならびに博士課程科目の改正） 

この学則は、昭和48年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、昭和49年４月１日より施行する。ただし、第30条第２項は、昭和44年４月

１日から適用する。 

附 則 

この学則は、昭和49年４月１日から施行する。 
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附 則 

この学則は、昭和49年４月１日から適用する。 

附 則 

この学則は、昭和50年４月１日から施行する。 

附 則（経営学研究科修士課程および博士課程専攻の科目変更に伴う改正） 

この学則は、昭和51年４月１日から施行する。 

附 則（理工学研究科土木工学専攻の科目の一部改正） 

この学則は、昭和51年４月１日から施行する。 

附 則（昭和52年３月25日社会学研究科修士課程の社会問題調査実習の単位数の改

正） 

この学則は、昭和51年４月１日から施行する。 

附 則（昭和49年６月20日文部省令第28号による大学院設置基準の制定ならびに文

学研究科史学専攻博士課程、理工学研究科土木工学専攻博士課程（後期課程）増設に

伴う改正） 

１ （施行期日） 

この学則は、昭和54年４月１日から施行する。 

２ （文学研究科修士課程日本史学専攻・西洋史学専攻の存続に関する経過措置） 

本大学院文学研究科修士課程日本史学専攻及び西洋史学専攻は、本大学院学則第４条の規

定にかかわらず、昭和54年３月31日に当該研究科の専攻に在学する者が当該研究科の専攻

に在学しなくなる日または昭和57年３月31日までの間、存続するものとする。 

３ （文学研究科修士課程日本史学専攻・西洋史学専攻の学生定員） 

本大学院文学研究科修士課程日本史学専攻及び西洋史学専攻の学生定員は本大学院学則

第５条の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

研究科名 課程 専攻名 入学定員 総定員 

昭和54年度以

降 

昭和54年度 昭和55年度以

降 

文学研究科 修士課程 日本史学専攻 0人 15人 0人 

西洋史学専攻 0人 15人 0人 

附 則（昭和55年３月14日理工学研究科機械工学専攻の科目の一部改正） 

この学則は、昭和55年４月１日から施行する。 

附 則（昭和55年５月16日教職課程に関する条文の新設に伴う改正） 
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この学則は、昭和55年４月１日から適用する。 

附 則（1982年４月９日法学研究科のカリキュラムの一部改正） 

この学則は、1982年４月１日から施行するものとし、同年度入学の院生より適用する。 

附 則（1983年２月25日応用化学専攻カリキュラムの変更に伴う改正） 

この学則は、1983年４月１日から施行し、同年度入学の者より適用する。 

附 則（1986年５月30日外国人留学生の受入れおよび本学学生の外国留学を促進す

る政策の具体化に伴う改正） 

この学則は、1986年４月１日から適用する。 

附 則（1989年１月27日理工学研究科電気工学専攻および機械工学専攻カリキュラ

ム改訂に伴う変更） 

この学則は、1989年４月１日から施行し、電気工学専攻においては同年度入学院生から、

機械工学専攻においては1988年度入学院生からこれを適用する。 

附 則（1989年３月29日法学研究科の外国人留学生の受け入れに伴う変更） 

この学則は、1989年４月１日から施行する。 

附 則（1989年３月29日文学研究科修士課程英米文学専攻の科目変更に伴う変更） 

この学則は、1989年４月１日から施行する。ただし、1988年度以前の入学者にも適用す

る。 

附 則（1989年６月23日大学院改革に伴う変更） 

この学則は、1989年４月１日から適用する。 

附 則（1989年６月23日経営学研究科カリキュラムの一部変更に伴う変更） 

この学則は、1990年４月１日から施行する。 

附 則（1989年７月28日文学研究科心理学専攻、英米文学専攻博士課程新設および

各研究科高等学校専修教育職員免許中学校専修教育職員免許新設に伴う変更） 

この学則は、1990年４月１日から施行する。 

附 則（1989年10月27日各研究科高等学校専修教育職員免許再課程認定申請、中学

校専修教育職員免許申請に伴う変更） 

この学則は、1990年４月１日から施行する。 

付 則（1989年12月22日経済学研究科カリキュラムの一部変更に伴う変更） 

この学則は、1991年４月１日から施行する。 

付 則（1989年12月22日理工学研究科土木工学専攻カリキュラム改定に伴う変更） 

この学則は、1990年４月１日から施行する。 
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附 則（1990年３月９日理工学研究科電気工学専攻カリキュラム改訂に伴う変更） 

この学則は、1989年４月１日から適用する。但し、1989年度入学院生から適用する。 

附 則（1990年３月30日社会学研究科カリキュラムの一部変更に伴う変更） 

この学則は、1991年４月１日より施行する。ただし、博士課程後期課程については、1993

年度入学生から適用する。 

附 則（1990年３月30日文学研究科心理学専攻、英米文学専攻博士課程後期課程新

設に伴う変更） 

この学則は、1990年４月１日から施行する。 

附 則（1990年７月27日理事会議案第26号①及び1991年３月20日文部省認可による

理工学研究科数学専攻、情報工学専攻修士課程新設に伴う変更） 

この学則は、1991年４月１日から施行する。 

附 則（1990年７月27日理事会議案第26号②及び1991年３月25日文部省認可による

理工学研究科数学専攻、情報工学専攻修士課程新設および各専攻高等学校専修教育職

員免許中学校専修教育職員免許新設に伴う変更） 

この学則は、1991年４月１日から施行する。 

附 則（1990年９月28日経営学研究科履修規定の一部変更にともなう変更） 

この学則は、1991年４月１日から施行する。 

附 則（1990年11月30日理事会議案第41号及び1991年３月20日文部省認可による理

工学研究科物理学・応用化学・電気工学・機械工学・土木工学各専攻収容定員の一部

改正） 

この学則は、1991年４月１日から施行する。 

附 則（1991年３月29日経済・経営・文学研究科履修規定の変更に伴う改正） 

この学則は、1991年４月１日から施行する。 

附 則（1991年３月29日理工学研究科情報工学専攻新設のための補正申請に伴う改

正） 

この学則は、1991年４月１日から施行する。 

附 則（1991年７月26日学位規則の一部を改正する文部省令にもとづく変更） 

この学則は、1991年７月１日から適用する。 

附 則（1991年10月25日理事会議案第32号及び1992年３月19日文部省認可による国

際関係研究科修士課程国際関係学専攻新設及び1989年９月１日及び1991年７月１日

大学院設置基準の一部改正及び1989年９月１日学校教育法施行規則の一部改正に伴
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う変更） 

この学則は、1992年４月１日から施行する。 

付 則（1992年４月10日国際関係研究科国際関係コース主要科目追加に伴う変更） 

この学則は、1992年４月１日から適用する。 

付 則（1992年７月24日本学他研究科の単位を認定するための変更） 

この学則は、1992年９月21日から施行する。 

附 則（1992年11月27日本学他研究科等の単位を認定するための変更） 

この学則は、1993年４月１日から施行する。 

附 則（1993年１月22日学位論文審査委員に関する規程の明文化に伴う変更） 

この学則は、1992年12月25日から施行する。 

附 則（1993年３月12日経営学研究科履修規定の一部変更のための変更） 

この学則は、1993年４月１日から施行する。 

附 則（1993年４月９日経済学研究科規定の一部変更による変更） 

この学則は、1993年４月１日から適用する。 

附 則（1993年５月28日理工学研究科数学専攻、情報工学専攻博士課程設置に伴う

変更） 

この学則は、1993年４月１日から施行する。 

附 則（1993年６月11日法学研究科博士課程前期課程に専修コースを設置すること

および同コースに「飛び級」制度を新設することならびに他の大学院等で履修した科

目の認定単位数の変更を行うことに関する一部変更） 

この学則は、1994年４月１日から施行する。 

附 則（1993年６月11日外国の大学院の単位を認定するための一部変更） 

この学則は、1993年４月１日から適用する。 

附 則（1993年９月10日入学資格の変更に伴う教職課程履修制限の廃止、及び法学・

経済学・社会学・文学研究科高等学校専修教育職員免許「地理歴史」「公民」の課程

認定申請に伴う変更） 

この学則は、1994年４月１日から施行する。 

附 則（1993年９月10日理工学研究科博士課程前期課程に「飛び級」制度を新設す

ることの変更を行うことに関する一部変更） 

この学則は、1994年４月１日から施行する。 

附 則（1994年３月25日理事会議案第114号および1994年３月16日文部大臣認可に
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よる理工学研究科修士課程数理科学専攻、物質理工学専攻、環境社会工学専攻および

情報システム学専攻ならびに国際関係研究科博士課程国際関係学専攻設置等に伴う

変更） 

１ この学則は、1994年４月１日から施行する。 

２ 理工学研究科博士課程前期課程数学専攻、物理学専攻、応用化学専攻、電気工学専攻、

機械工学専攻、土木工学専攻および情報工学専攻は学生募集を停止し、変更後の学則の規

定にかかわらず、1994年３月31日に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくな

るまでの間、存続するものとする。 

附 則（1995年３月24日大学院法学研究科科目の増設および履修方法の変更等に伴

う一部変更） 

この学則は、1995年４月１日から施行する。ただし、1994年度以前の入学者にも適用す

る。 

附 則（1993年11月12日理工学研究科教職課程認定申請（専修免許）に伴う一部変

更） 

この学則は、1994年４月１日から施行する。 

附 則（1995年５月26日理事会議案第16号及び1995年12月22日文部大臣認可による

理工学研究科博士課程後期課程総合理工学専攻設置に伴う変更） 

１ この学則は、1996年４月１日から施行する。 

２ 理工学研究科博士課程後期課程数学専攻、物理学専攻、応用化学専攻、電気工学専攻、

機械工学専攻、土木工学専攻および情報工学専攻は学生募集を停止し、変更後の学則の規

定にかかわらず、1996年３月31日に当該専攻に在学する者が、当該専攻に在学しなくな

るまでの間、存続するものとする。 

附 則（1996年２月23日入学資格の変更、修士論文審査委員数の弾力化、各研究科

設置科目等の変更に伴う変更） 

この学則は、1996年４月１日から施行する。ただし、1995年度以前の入学者にも適用す

る。なお、第１章６条および第14条にかかわる変更については1996年２月１日から施行す

る。 

附 則（1996年９月13日政策科学研究科における免許状授与の所要資格を得させる

ための課程認定申請に伴う変更） 

この学則は、1997年４月１日から施行する。 

附 則（1996年12月19日文部大臣認可による政策科学研究科政策科学専攻修士課程
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設置、1997年３月28日経営学研究科設置科目再編および科目等履修生制度創設にと

もなう変更、社会保障法分野の研究を促進するための変更） 

この学則は、1997年４月１日から施行する。 

なお、第29条については、1996年度入学者にも適用する。 

附 則（1997年９月26日修士論文指導を強化するための変更） 

この学則は、1997年９月26日から施行し、1997年度入学者から適用する。 

附 則（1998年２月27日社会学研究科博士課程前期課程に「飛び級」制度を新設す

ること、法学研究科のコース名称を変更すること、ならびに法学研究科と理工学研究

科の国際化促進および社会学研究科の学系統合等による設置科目変更等にともなう

変更） 

この学則は、1998年４月１日から施行する。ただし、第１章第６条に係わる変更につい

ては、1998年２月１日から適用する。 

附 則（1999年２月26日理事会議案第62号1998年12月22日文部大臣承認による政策

科学研究科政策科学専攻博士課程後期課程設置にともなう変更） 

この学則は1999年４月１日から施行する。 

付 則（1999年２月26日文学研究科人文総合科学インスティチュート関連科目を新

設することに伴う一部変更） 

この学則は、1999年４月１日から施行する。 

附 則（1999年２月26日政策科学研究科政策科学専攻博士課程前期課程カリキュラ

ム改革に伴う一部変更） 

この大学院学則は1999年４月１日から施行する。 

附 則（1999年12月22日文部大臣認可による法学研究科（博士課程前期課程）、経

営学研究科（博士課程前期課程・後期課程）、社会学研究科（博士課程前期課程・後

期課程）の、収容定員変更にともなう変更） 

この学則は、2000年４月１日から施行する。 

附 則（2000年３月21日国際関係研究科における免許状授与の所要資格を得させる

ための課程認定申請に伴う変更） 

この学則は、2000年４月１日から施行する。 

附 則（2000年２月25日政策科学研究科政策科学研究専攻博士課程前期課程カリキ

ュラムの見直しに伴う一部変更） 

この大学院学則は、2000年４月１日から施行する。 
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附 則

この学則は、2000年４月１日から施行する。 

附 則（2000年３月24日国際関係研究科における免許状授与の所要資格を得させる

ための課程認定申請に伴う変更）

この学則は、2000年４月１日から施行する。 

附 則（2000年３月24日理工学研究科カリキュラム改訂に伴う変更） 

この学則は、2000年４月１日から施行する。 

附 則（2000年３月24日入学資格の緩和、および法学研究科、国際関係研究科、政

策科学研究科、理工学研究科のカリキュラム改革にともなう変更）

この学則は、2000年４月１日から施行する。 

附 則（2000年３月24日文部大臣認可による応用人間科学研究科および理工学研究

科フロンティア理工学専攻の設置にともなう変更）

この学則は、2001年４月１日から施行する。 

附 則（2000年９月29日社会学研究科への社会福祉士課程設置に伴う改正） 

この学則は、2001年４月１日から施行する。 

附 則（2000年12月22日大学院政策科学研究科科目名表の別表化に伴う変更） 

この学則は、2001年４月１日から施行する。 

附 則（2000年12月21日文部大臣認可による応用人間科学研究科および理工学研究

科フロンティア理工学専攻の設置にともなう変更）

この学則は、2001年４月１日から施行する。 

附 則（2001年３月23日経済学研究科博士課程前期課程カリキュラム改訂に伴う一

部変更）

この学則は、2001年４月１日から施行する。 

附 則（2001年３月23日四大学履修交流科目設置に伴う変更） 

本学則は、2001年４月１日から施行する。ただし、その一部については2000年度以前入

学者にも別途定めるところによりその一部を適用する。

附 則（2001年３月23日社会学研究科への社会福祉士課程設置に伴う改正） 

この学則は、2001年４月１日から施行する。 

附 則（2001年３月23日大学院政策科学研究科科目名表の別表化に伴う変更） 

この学則は、2001年４月１日から施行する。 

附 則（2002年３月29日経済学研究科博士課程前期課程カリキュラム改訂に伴う一
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部変更） 

この学則は、2002年４月１日から施行する。 

附 則（2002年３月29日経営学研究科企業経営専攻博士課程前期課程カリキュラム

改革に伴う変更） 

この学則は、2002年４月１日から施行する。その一部については2001年度以前入学者に

も別途定めるところにより適用する。 

附 則（2002年３月29日社会学研究科カリキュラム改革に伴う一部変更） 

この学則は、2002年４月１日から施行する。 

附 則（2002年３月29日文学研究科博士課程前期課程、後期課程におけるカリキュ

ラム改訂に伴う一部変更） 

この学則は、2002年４月１日から施行する。 

附 則（2002年３月29日国際関係研究科における特別演習の単位数変更と関西四大

学履修交流科目の設置に伴う変更） 

この学則は、2002年４月１日から施行する。ただし、2001年度入学者より適用する。 

附 則（2002年５月24日社会学研究科カリキュラム改革に伴う一部変更） 

この学則は、2002年４月１日から施行する。 

附 則（2002年５月24日文部科学大臣認可による先端総合学術研究科および言語教

育情報研究科の設置に伴う変更） 

この学則は、2003年４月１日から施行する。 

附 則（2002年10月17日中央省庁改革に伴う一部改正） 

この学則は、2002年10月17日から施行し、2001年１月６日から適用する。 

附 則（2002年12月６日領域名称の変更およびカリキュラム改革に伴う変更） 

本規程は、2003年４月１日から施行する。 

附 則（2003年３月７日経済学研究科Master’s Program in Economic 

Development新設に伴う科目の変更） 

この学則は、2003年３月７日より施行し、2002年９月26日から適用する。 

附 則（2003年３月７日言語教育情報研究科設置のための補正申請に伴う一部変更） 

この学則は、2003年４月１日から施行する。 

附 則（2003年３月７日国際産業工学特別コースの科目変更に伴う改訂） 

本規程は、2003年３月７日から施行し、2003年４月１日から適用する。 

附 則（2003年３月14日応用人間科学研究科カリキュラム改革にともなう特別演習
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の単位数変更による学則の一部変更） 

本規程は、2003年４月１日から施行する。 

附 則（2003年３月28日法学研究科法政専修コース法務実習プログラムの多様な展

開に伴う一部変更） 

この学則は、2003年４月１日から施行する。 

附 則（2003年３月28日標準修業年限１年以上２年未満の博士課程前期（修士）課

程を設けることを可能とすることに伴う一部変更） 

この学則は、2003年４月１日から施行する。 

附 則（2003年３月28日大学院設置基準の一部改正に伴う変更） 

この学則は、2003年４月１日から施行する。 

附 則（2003年３月28日経営学研究科博士課程前期課程の2003年度企業派遣大学院

生受け入れ等に伴う一部変更） 

この学則は、2003年４月１日から施行する。ただし、第29条別表営院―１に規定する科

目および単位については、2001年度以前の入学者にも別途定めるところにより適用する。 

附 則（2003年３月28日社会学研究科博士課程前期課程の特別演習Ⅰ・特別研究お

よび社会福祉士課程社会援助技術現場実習の単位変更に伴う一部変更） 

この学則は、2003年４月１日から施行する。ただし、社会福祉士課程科目については2001

年度入学者より適用する。 

附 則（2003年３月28日国際関係研究科博士課程前期課程カリキュラム改革に伴う

一部変更） 

この学則は、2003年４月１日から施行する。ただし、第37条別表国―１に規定する科目

および単位については、2002年度以前の入学者にも別途定めるところにより適用する。 

附 則（2003年３月28日政策科学研究科博士課程前期課程カリキュラム改革に伴う

一部変更） 

この学則は、2003年４月１日から施行する。 

附 則（2003年３月28日応用人間科学研究科修士課程カリキュラム改革に伴う特別

演習の単位数の一部変更） 

この学則は、2003年４月１日から施行する。 

附 則（2004年１月16日経営学研究科の統計学科目充実に伴う一部科目名称変更お

よび企業協定プログラム実施の新規科目開設に伴う一部変更） 

この学則は、2004年４月１日から施行する。 
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附 則（2004年１月16日政策科学研究科JDSによる留学生受入れに伴う科目の設置

等に伴う一部変更） 

この学則は、2004年４月１日から施行する。 

附 則（2004年１月16日理工学研究科MOT（技術経営）関連、博士課程後期課程国

際産業工学特別コースおよび関西四大学履修交流の新規科目科設置に伴う一部変更） 

この学則は、2004年４月１日より施行する。 

附 則（2004年１月16日国際関係研究科プログラム科目の変更に伴う一部変更） 

この学則は、2004年４月１日より施行する。 

附 則（2004年３月12日理工学研究科MOT（技術経営）関連科目の一部変更、およ

びSTARC寄付講座の科目追加に伴う変更） 

この学則は、2004年４月１日より施行する。 

附 則（2004年３月26日理事会第71号および2004年２月18日文部科学大臣届出受理

による法学研究科法学専攻の設置ならびに公法専攻および民事法専攻の学生募集停

止に伴う一部変更） 

この学則は、2004年４月１日から施行する。 

附 則（2004年３月26日理事会第71号および2003年11月27日文部科学大臣認可によ

る法科大学院（専門職学位課程）設置に伴う一部変更） 

この学則は、2004年４月１日から施行する。 

附 則（2004年５月28日理事会議案第11号および2004年６月16日文部科学省届出に

よるテクノロジー・マネジメント研究科設置に伴う変更） 

この学則は、2005年４月１日より施行する。 

附 則（2004年７月23日理工学研究科情報システム学専攻の高等学校教諭専修免許

（情報）およびテクノロジー・マネジメント研究科テクノロジー・マネジメント専攻

の高等学校教諭専修免許（商業・工業）の課程認定申請に伴う一部変更） 

この学則は、2005年４月１日より施行する。 

附 則（2005年１月14日理工学研究科MOT（技術経営）関連科目の削除に伴う変更） 

この学則は、2005年４月１日より施行する。 

附 則（2005年１月14日国際関係研究科基幹科目およびプログラム科目の一部変更、

地域研究科目の１科目削除に伴う変更） 

この学則は、2005年４月１日より施行する。 

附 則（2005年１月14日応用人間科学研究科カリキュラム改革に伴う一部変更） 
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この学則は、2005年４月１日より施行する。 

附 則（2005年１月14日言語教育情報研究科科目変更に伴う変更） 

この学則は、2005年４月１日より施行する。 

附 則（2005年１月14日テクノロジー・マネジメント研究科カリキュラム構成変更

および科目名称変更に伴う一部変更） 

この学則は、2005年４月１日から施行する。 

附 則（2005年１月28日法学部履修交流科目制度発足に伴う一部変更） 

この学則は、2005年４月１日から施行する。 

附 則（2005年３月４日プログラム内容に即した科目内容の再編に伴う変更） 

この学則は、2005年４月１日より施行する。 

附 則（2005年３月４日文学研究科博士課程前期課程哲学専攻改革に伴う別表の変

更） 

この学則は、2005年４月１日から施行する。 

附 則（2005年３月25日文学研究科人文学専攻および理工学研究科博士課程前期課

程設置に伴う一部変更） 

１ この学則は、2006年４月１日から施行する。 

２ 文学研究科博士課程前期課程哲学専攻、心理学専攻、日本文学専攻、東洋思想専攻、英

米文学専攻、史学専攻および地理学専攻、ならびに博士課程後期課程西洋哲学専攻、心理

学専攻、日本文学専攻、東洋文学思想専攻、英米文学専攻、史学専攻および地理学専攻は

学生募集を停止し、変更後の学則の規定にかかわらず2006年３月31日に当該専攻に在学

する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

３ 理工学研究科博士課程前期課程数理科学専攻、物質理工学専攻、環境社会工学専攻およ

び情報システム学専攻は学生募集を停止し、学則の規定にかかわらず2006年３月31日に

当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

附 則（2005年５月27日経営管理研究科設置に伴う一部変更） 

この学則は、2006年４月１日から施行する。 

附 則（2005年７月15日文学研究科人文学専攻、理工学研究科基礎理工学専攻・創

造理工学専攻・情報理工学専攻の設置に係る教職課程認定申請に伴う、大学院学則の

一部変更） 

１ この学則は、2006年４月１日より施行する。 

２ 以下に掲げる研究科・専攻にあっては、存続している間取得できる教育職員免許状の種
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類および教科は以下の通りとする。

文学研究科 哲学専攻

高等学校専修免許公民

中学校専修免許社会

文学研究科 心理学専攻

高等学校専修免許公民

中学校専修免許社会

文学研究科 日本文学専攻

高等学校専修免許国語

中学校専修免許国語

文学研究科 東洋思想専攻

高等学校専修免許国語

中学校専修免許国語

文学研究科 英米文学専攻

高等学校専修免許英語

中学校専修免許英語

文学研究科 史学専攻

高等学校専修免許地理歴史

中学校専修免許社会

文学研究科 地理学専攻

高等学校専修免許地理歴史

中学校専修免許社会

理工学研究科 数理科学専攻

高等学校専修免許数学

高等学校専修免許理科

中学校専修免許数学

中学校専修免許理科

理工学研究科 物質理工学専攻

高等学校専修免許理科

高等学校専修免許工業

中学校専修免許理科
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理工学研究科 環境社会工学専攻 

高等学校専修免許理科 

高等学校専修免許工業 

中学校専修免許理科 

理工学研究科 情報システム学専攻 

高等学校専修免許数学 

高等学校専修免許工業 

高等学校専修免許情報 

中学校専修免許数学 

附 則（2005年７月15日理事会議案第27号および2005年11月９日文部科学省届出に

よるテクノロジー・マネジメント研究科博士課程後期課程設置に伴う一部変更） 

この学則は、2006年４月１日から施行する。 

附 則（2006年１月27日立命館大学学則に学費額を記載することに伴い、立命館大

学大学院学則の記載方法を合わせる。また、立命館大学および立命館アジア太平洋大

学から本学大学院へ入学する場合の入学金の取扱い変更および立命館大学の2006年

度学費額変更に伴い一部変更する。） 

この学則は、2006年４月１日から施行する。 

附 則（2006年３月３日経済学研究科改革に伴うコース名変更） 

この学則は、2006年４月１日から施行する。 

附 則（2006年３月３日国際関係研究科カリキュラム改革にともなう一部変更） 

本規程は、2006年４月１日から施行する。 

附 則（2006年３月３日政策科学研究科カリキュラム改革にともなう科目変更） 

この学則は2006年４月１日から施行する。 

附 則（2006年３月10日応用人間科学研究科カリキュラム改革に伴う一部変更） 

この学則は、2006年４月１日から施行し、2005年度の入学生から適用する。 

附 則（2006年３月24日大学院入学資格に関する学校教育法施行規則第70条の改正

に伴う入学資格の追加と一部変更、ならびに博士課程の修了要件に標準修業年限を１

年以上２年未満とした博士課程前期課程または修士課程を修了した者、専門職学位を

有する者と同等以上の学力があると認めた者および専門職学位課程を修了した者を

追加することに伴う変更） 

この学則は2006年４月１日から施行し、2006年度入学者から適用する。 
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附 則（2006年３月24日大学院共通科目設置に伴う変更） 

この学則は、2006年４月１日より施行する。 

附 則（2006年３月24日法学研究科・経営学研究科・政策科学研究科カリキュラム

改革に伴う変更） 

この学則は、2006年４月１日から施行する。 

附 則（2006年３月24日公務研究科公共政策専攻設置に伴う一部変更） 

この学則は、2007年４月１日から施行する。 

附 則（2006年７月21日 理工学研究科一貫制博士課程フロンティア理工学専攻の

廃止に伴う一部変更） 

１ この学則は、2007年４月１日から施行する。 

２ 理工学研究科フロンティア理工学専攻は学生募集を停止し、変更後の学則の規定にかか

わらず、2007年３月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、

存続するものとする。 

附 則（2006年10月13日大学院の共同修士学位制度への特別在学料適用に伴う変更） 

この学則は、2006年10月13日から施行し、2006年９月26日から適用する。 

附 則（2006年11月24日大学院設置基準の一部改正、編入学、転学の制度運用、お

よび2007年度学費額変更に伴う一部変更） 

この学則は、2007年４月１日から施行する。 

附 則（2007年３月２日単位互換制度の整理に伴う一部変更） 

この学則は、2007年４月１日から施行し、2007年度入学者から適用する。ただし、「連

合大学院による教員養成高度化京都モデル」の「単位互換に関する協定書」に基づく「単位

互換履修科目」については2006年度以前入学者にも適用する。 

附 則（2007年３月２日社会学研究科カリキュラム改革ならび社会調査士課程およ

び専門社会調査士課程設置等に伴う一部変更） 

この学則は2007年４月１日から施行する。ただし、2006年度以前の入学生の適用範囲は、

社会学研究科履修要項に定める。 

附 則（2007年３月２日文学研究科人文学専攻教育人間学専修博士課程後期課程の

設置に伴う一部変更） 

この学則は、2007年４月１日から施行する。 

附 則（2007年３月２日理工学研究科フロンティア理工学プログラム設置に伴う一

部変更） 

－学則－44－



この学則は、2007年４月１日から施行する。 

附 則（2007年３月２日国際関係研究科博士課程前期課程カリキュラム改革に伴う

一部変更） 

この学則は、2007年４月１日から施行する。 

附 則（2007年３月２日応用人間科学研究科カリキュラム改革に伴う一部変更） 

この学則は、2007年４月１日より施行する。ただし、2006年度以前の入学者にも適用す

る。 

附 則（2007年３月２日言語教育情報研究科カリキュラム改革に伴う一部変更） 

この学則は、2007年４月１日より施行し、2006年度入学生から遡及適用する。 

附 則（2007年３月２日単位互換制度の整理に伴う一部変更） 

この学則は、2007年４月１日から施行し、2007年度入学者から適用する。ただし、「連

合大学院による教員養成高度化京都モデル」の「単位互換に関する協定書」に基づく「単位

互換履修科目」については2006年度以前入学者にも適用する。 

附 則（2007年３月23日法学研究科博士課程前期課程におけるコース再編に伴う一

部変更） 

この学則は、2007年４月１日から施行する。 

附 則（2007年３月23日政策科学研究科博士課程後期課程における単位制度の導入

に伴う一部変更） 

この学則は2007年４月１日から施行する。 

附 則（2007年３月23日テクノロジー・マネジメント研究科の履修要件の変更に伴

う一部変更） 

この学則は、2007年４月１日から施行する。 

附 則（2007年３月23日公務研究科における「１年修了コース」設置に伴う一部変

更） 

この学則は、2007年４月１日から施行する。 

附 則（2007年11月30日2008年度学費額変更に伴う一部変更） 

この学則は、2008年４月１日から施行する。 

附 則（2008年３月28日 京都教育大学大学院連合教職実践教育研究科に連合大学

院として協力することにともなう一部変更） 

この学則は、2008年４月１日から施行する。 

附 則（2008年３月28日 社会調査士課程および専門社会調査士課程設置の本則へ
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の明記、字句の統一および産業社会学部履修交流科目の廃止にともなう一部変更） 

この学則は、2008年４月１日から施行する。 

附 則（2008年３月28日 総合理工学院の設置にともなう一部変更） 

この学則は、2008年４月１日から施行する。 

附 則（2008年３月28日 政策科学研究科「リサーチプロジェクト」（前期課程）

の運営・編成方法の変更に伴う一部変更、およびカリキュラム改革にもとづく科目の

新設、廃止に伴う学則別表の一部変更） 

この学則は、2008年４月１日から施行する。 

附 則（2008年３月13日 関西四大学単位互換履修制度の整理にともなう学則別表

の一部変更） 

この学則は、2008年４月１日から施行し、2007年４月１日から適用する。 

附 則（2008年３月13日 先端総合学術研究科カリキュラム改訂に伴う一部変更） 

この学則は、2008年４月１日から施行する。 

附 則（2008年３月13日 「日本文化研究プログラム」開設、ツール系科目の開設

にともなう一部変更） 

この学則は、2008年４月１日より施行する。 

附 則（2008年３月13日 国際関係研究科博士課程前期課程カリキュラム改革にと

もなう一部変更） 

この学則は、2008年４月１日から施行する。 

附 則（2008年３月13日 応用人間科学研究科2008年度開講方針にもとづく科目新

設にともなう学則別表の一部変更） 

この学則は、2008年４月１日から施行する。 

附 則（2008年３月13日 言語教育情報研究科カリキュラム改革にともなう一部変

更） 

この学則は、2008年４月１日より施行し、2007年度入学生から適用する。 

附 則（2008年11月28日2009年度学費額変更に伴う一部変更） 

この学則は、2009年４月１日から施行する。 

附 則（2009年３月27日 法学研究科における法学部履修交流科目の廃止にともな

う一部変更） 

この学則は、2009年４月１日から施行する。 

附 則（2009年３月12日 経営学研究科におけるカリキュラム改訂にともなう学則
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別表の一部変更）

この学則は、2009年４月１日から施行する。 

附 則（2009年３月27日 社会学研究科における社会福祉士課程の廃止および履修

方法の変更にともなう一部変更）

この学則は、2009年４月１日から施行し、2009年度入学者から適用する。ただし、第32

条の第１項および第２項は、2007年度入学者から適用する。 

附 則（2009年３月27日 文学研究科におけるカリキュラム改訂にともなう一部変

更）

この学則は2009年４月１日から施行し、2009年度入学者から適用する。 

附 則（2009年３月12日 理工学研究科における「歴史都市を守る文化遺産防災学

推進拠点」採択による科目の新設、半導体理工学研究センター(STARC)寄附講座科

目の追加および「学外研究発表演習」の取扱い変更にともなう学則別表の一部変更） 

この学則は、2009年４月１日から施行する。ただし、半導体理工学研究センター(STARC)

寄附講座科目については、2008年度入学者にも適用する。 

附 則（2009年３月12日 国際関係研究科におけるカリキュラム改訂にともなう学

則別表の一部変更）

この学則は、2009年４月１日から施行する。 

附 則（2009年３月27日 政策科学研究科における「地域共創研究プログラム」の

設置および学部科目の修了要件からの除外にともなう一部変更、「政策プロフェッシ

ョナル・プログラム」の廃止による関連科目の「共通科目」への再編および「国際開

発プログラム」の開講形態の整理にともなう学則別表の一部変更）

この学則は、2009年４月１日から施行する。 

附 則（2009年３月12日 言語教育情報研究科におけるカリキュラム改訂にともな

う学則別表の一部変更）

この学則は、2009年４月１日から施行する。 

附 則（2009年３月27日 テクノロジー・マネジメント研究科における履修要件の

変更およびカリキュラム改訂にともなう一部変更）

この学則は、2009年４月１日から施行する。 

附 則（2009年３月27日 公務研究科におけるカリキュラム改訂による科目の新設

にともなう一部変更）

この学則は、2009年４月１日から施行する。 
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附 則（2009年３月12日 カリキュラム改訂に伴う一部変更） 

この学則は、2009年４月１日から施行する。 

附 則（2009年３月27日スポーツ健康科学研究科スポーツ健康科学専攻設置に伴う

一部変更） 

この学則は、2010年４月１日より施行する。 

附 則（2009年５月22日スポーツ健康科学研究科スポーツ健康科学専攻設置に伴う

一部変更） 

この学則は、2010年４月１日より施行する。 

附 則（2010年３月26日 学籍制度の見直し、立命館大学学則等の変更および2010

年度学費額変更ならびに法学研究科、経済学研究科、経営学研究科、文学研究科、理

工学研究科、国際関係研究科および政策科学研究科のカリキュラム改訂等にともなう

一部変更） 

１ この学則は、2010年４月１日から施行する。 

２ 第５条、第18条の２第５項および第25条から第40条の10は、2009年度以前の入学者に

は適用しない。ただし、別表国―２は、2009年度以前の国際関係研究科入学者にも適用

する。 

３ 第７条の３第１項の定めの他、2009年度以前に博士課程後期課程または一貫制博士課

程に入学した者で、所定の標準修業年限以上在学のうえ、本学則に定める履修要件を満た

し、博士学位を取得せずに退学した者が、課程博士学位取得のために標準修業年限の末日

の翌日から起算して２年６カ月以内に再入学を願い出たときは、これを許可することがあ

る。 

４ 第７条の３第１項の定めの他、2011年度以前に一貫制博士課程に転入学した者で、所

定の標準修業年限以上在学のうえ、本学則に定める履修要件を満たし、博士学位を取得せ

ずに退学した者が、課程博士学位取得のために標準修業年限の末日の翌日から起算して２

年６カ月以内に再入学を願い出たときは、これを許可することがある。 

５ 第13条第２項は、一貫制博士課程に2009年度以前に入学した者および2011年度以前に

転入学した者にあっては、「一貫制博士課程は10年」とあるのを「一貫制博士課程は８

年」と読み替える。 

６ 第53条第３項は、2009年度以前に博士課程後期課程または一貫制博士課程に入学した

者には適用しない。 

７ 第53条第３項は、2011年度以前に一貫制博士課程に転入学した者には適用しない。 
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附 則（2010年３月26日 法学研究科および経済学研究科の収容定員の変更にとも

なう一部変更）

この学則は2011年４月１日から施行する。 

附 則（2010年３月26日映像研究科映像専攻設置に伴う一部変更） 

この学則は、2011年４月１日より施行する。 

附 則（2011年１月28日 授業科目および研究指導の担当者の決定者の規定、夜間

等に授業および研究指導を行う研究科の規定、実務の経験を有する者の標準修業年限

を１年以上２年未満の期間とする研究科の規定、学位に関する規定の整理、外国人研

究生制度の創設ならびに経済学研究科および国際関係研究科のカリキュラム改訂等

にともなう一部変更）

この学則は、2011年４月１日から施行する。 

附 則（2011年１月28日 経済学研究科、国際関係研究科、政策科学研究科および

応用人間科学研究科のカリキュラム改訂ならびに映像研究科の設置認可申請での審

査意見への対応にともなう科目別表の一部変更）

１ この学則は、2011年４月１日から施行する。 

２ 別表政―２は、2010年度以前の政策科学研究科入学者にも適用する。 

附 則（2011年３月25日 理工学研究科の専攻、情報理工学研究科および生命科学

研究科の設置にともなう一部変更）

１ この学則は、2012年４月１日から施行する。 

２ 理工学研究科博士課程前期課程創造理工学専攻、情報理工学専攻および理工学研究科博

士課程後期課程総合理工学専攻は、2012年度より学生募集を停止し、変更後の学則の規

定にかかわらず2012年３月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるま

での間、存続するものとする。

附 則（2011年３月25日 スポーツ健康科学研究科博士課程後期課程設置にともな

う一部変更）

この学則は、2012年４月１日から施行する。 

附 則（2011年５月27日緊急災害による休学期間および在籍料の追加に伴う一部変

更）

この学則は、2011年５月27日から施行し、2011年４月１日から適用する。 

附 則（2011年11月25日 専門職大学院学則の廃止に伴う全部変更） 

１ この学則は、2012年４月１日から施行する。 
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２ この学則の施行に伴い、立命館大学専門職大学院学則（規程第648号）は、廃止する。 

３ 第１項にかかわらず、第34条は、一貫制博士課程に2010年３月31日以前に入学した者

および2012年３月31日以前に転入学した者については、なお従前の例とする。 

４ 第１項にかかわらず、第56条は、2010年３月31日以前に博士課程後期課程および一貫

制博士課程に入学した者ならびに2012年３月31日以前に一貫制博士課程に転入学した者

については、なお従前の例とする。

５ 第１項にかかわらず、第60条第５項は、2010年３月31日以前に入学した者については、

なお従前の例とする。

６ 第１項にかかわらず、第80条第２項は、2010年３月31日以前に博士課程後期課程およ

び一貫制博士課程に入学した者ならびに2012年３月31日以前に一貫制博士課程に転入学

した者については、なお従前の例とする。ただし、外国人留学生を除く。

附 則（2011年11月25日 2011年３月25日の理工学研究科の再編、情報理工学研究

科および生命科学研究科の設置による一部変更に伴う収容定員の経過措置の追加）

１ 変更後の学則第６条にかかわらず、2012年４月１日に入学定員を変更する研究科の

2012年度および2013年度の収容定員は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 2012年度 2013年度 

理工学研究科 創造理工学専攻 博士課程前期課程 400 ―

情報理工学専攻 博士課程前期課程 200 ―

基礎理工学専攻 博士課程後期課程 6 12 

総合理工学専攻 博士課程後期課程 150 75 

電子システム専攻 博士課程前期課程 180 360 

博士課程後期課程 8 16 

機械システム専攻 博士課程前期課程 140 280 

博士課程後期課程 11 22 

環境都市専攻 博士課程前期課程 80 160 

博士課程後期課程 15 30 

情報理工学研究科 情報理工学専攻 博士課程前期課程 200 400 

博士課程後期課程 15 30 

生命科学研究科 生命科学専攻 博士課程前期課程 150 300 

博士課程後期課程 15 30 
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２ 理工学研究科創造理工学専攻および情報理工学専攻の博士課程前期課程ならびに総合

理工学専攻の博士課程後期課程は、2012年４月１日以後においても、当該専攻に在学す

る者の属する年次には再入学者を受入れることができる。 

附 則（2011年11月25日 授業料等納付金および手数料の規定ならびに立命館大学

大学院の2012年度学費変更に伴う一部変更） 

１ この学則は、2012年４月１日から施行する。 

２ 第１項にかかわらず、第11章は、2012年３月31日に在籍する者および2012年度に２年

次以上に再入学または転入学する者については、なお従前の例とする。ただし、授業料、

教育充実費、実験実習料および調査実習料は、次表のとおりとする。 

(1) 修士課程および博士課程前期課程 

（単位：円） 

研究科 費目 1年次（年間） 2年次（年間）

（注1） 他大学等出身 設置大学等出

身 

法学研究科 授業料 732,000 732,000 732,000 

教育充実費 50,000 210,000 210,000 

経済学研究科 授業料 732,000 732,000 732,000 

教育充実費 50,000 210,000 210,000 

経営学研究科 授業料 732,000 732,000 732,000 

教育充実費 50,000 210,000 210,000 

社会学研究科 授業料 732,000 732,000 732,000 

調査実習料 14,000 14,000 ― 

教育充実費 50,000 210,000 210,000 

文学研究科（地理学専修、心

理学専修を除く） 

授業料 842,000 842,000 842,000 

教育充実費 82,000 242,000 242,000 

文学研究科（地理学専修、心

理学専修） 

授業料 842,000 842,000 842,000 

実験実習料 20,800 20,800 20,800 

教育充実費 82,000 242,000 242,000 

理工学研究科 授業料 1,098,000 1,098,000 1,098,000 

実験実習料 135,000 135,000 135,000 
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教育充実費 155,000 315,000 315,000 

国際関係研究科 授業料 878,000 878,000 878,000 

教育充実費 92,000 252,000 252,000 

政策科学研究科 授業料 878,000 878,000 878,000 

教育充実費 92,000 252,000 252,000 

応用人間科学研究科 授業料 842,000 842,000 842,000 

実験実習料 51,000 51,000 51,000 

教育充実費 82,000 242,000 242,000 

言語教育情報研究科 授業料 842,000 842,000 842,000 

教育充実費 82,000 242,000 242,000 

テクノロジー・マネジメント

研究科 

授業料 1,098,000 1,098,000 1,098,000 

調査実習料 65,000 65,000 65,000 

教育充実費 155,000 315,000 315,000 

公務研究科（1年修了コースを

除く） 

授業料 878,000 878,000 878,000 

教育充実費 92,000 252,000 252,000 

公務研究科（1年修了コース） 授業料 1,317,000 1,317,000 ― 

教育充実費 218,000 378,000 ― 

スポーツ健康科学研究科 授業料 915,000 915,000 915,000 

教育充実費 103,000 263,000 263,000 

映像研究科 授業料 1,318,000 1,318,000 1,318,000 

実験実習料 103,000 103,000 103,000 

教育充実費 218,000 378,000 378,000 

注１ ３年次以降は２年次の金額と同額（公務研究科（１年修了コース）においては、２年

次以降は年次につき1,695,000円）とする。 

(2) 博士課程後期課程 

（単位：円） 

研究科 費目 全年次（年額） 

全研究科 授業料 500,000 

(3) 一貫制博士課程 

（単位：円） 
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研究科 費目 1年次（年額） 2年次（年額） 3～5年次（年

額）（注1） 他大学等出身 設置大学等出

身 

先端総合学術

研究科 

授業料 878,000 878,000 878,000 500,000 

教育充実費 92,000 252,000 252,000 ― 

理工学研究科

（フロンティ

ア理工学専攻） 

授業料 ― ― ― 500,000 

注１ ６年次以降は５年次の金額と同額とする。 

(4) 専門職学位課程 

（単位：円） 

研究科 費目 1～3年次（注1） 

法務研究科 授業料 1,169,000（年

額） 

教育充実費 106,000（年額） 

経営管理研究

科（アカウンテ

ィング・プログ

ラムを除く） 

授業料 単位授業料 48,000（1単位

につき） 

固定授業料 61,000（学期に

つき） 

経営管理研究

科（アカウンテ

ィング・プログ

ラム） 

授業料 単位授業料 48,000（1単位

につき） 

固定授業料 136,000（学期

につき） 

注１ ４年次以降は３年次の金額と同額とする。 

附 則（2012年３月23日 大学院における聴講生の新設、外国人研究生の対象追加、

大学院学位委員会の設置および立命館大学学則の一部変更等に伴う一部変更） 

この学則は、2012年４月１日から施行する。ただし、第65条は、次の各号の一に該当す

る者については、2016年３月31日までなお従前の例による。 

(1) 2012年３月31日に在籍する者 

(2) 2012年度に２年次以上に再入学または転入学する者 
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(3) 2013年度に３年次以上に再入学または転入学する者 

(4) 2014年度に４年次以上に再入学する者 

(5) 2015年度に５年次以上に再入学する者 

附 則（2012年３月23日 2011年11月25日の学費変更に伴う経過措置の一部変更） 

2011年11月25日変更の附則第２項を次のとおりに変更する。次の各号の一に該当する者

については、2016年３月31日まで、第60条、第76条から第80条および第87条から第89条は

なお従前の例によるものとし、スポーツ健康科学研究科の授業料、教育充実費、実験実習料

および調査実習料は次表のとおりとする。 

(1) 2012年３月31日に在籍する者 

(2) 2012年度に２年次以上に再入学または転入学する者 

(3) 2013年度に３年次以上に再入学または転入学する者 

(4) 2014年度に４年次以上に再入学する者 

(5) 2015年度に５年次以上に再入学する者 

研究科 費目 1年次（年間） 2年次（年間）（注

1） 他大学等出身 設置大学等出身 

スポーツ健康科学

研究科 

授業料 915,000 915,000 915,000 

教育充実費 103,000 263,000 263,000 

注１ ３年次以降は２年次の金額と同額 

附 則（2012年３月23日 2010年３月26日の法学研究科および経済学研究科の収容

定員の変更に伴う経過措置の追加） 

2010年３月26日変更の附則に次のとおり追加する。第６条にかかわらず、法学研究科博

士課程後期課程および経済学研究科博士課程後期課程の2012年度および2013年度の収容定

員は、次表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 2012年度 2013年度 

法学研究科 法学専攻 博士課程後期課程 35 30 

経済学研究科 経済学専攻 博士課程後期課程 20 15 

附 則（2012年３月23日 2011年３月25日のスポーツ健康科学研究科博士課程後期

課程設置に伴う収容定員の経過措置の追加） 

2011年３月25日変更の附則に次のとおり追加する。第６条にかかわらず、スポーツ健康

科学研究科博士課程後期課程の2012年度および2013年度の収容定員は、次表のとおりとす

る。 
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研究科名 専攻名 課程の別 2012年度 2013年度 

スポーツ健康科学

研究科 

スポーツ健康科学

専攻 

博士課程後期課程 8 16 

附 則（2012年７月27日 入学検定料に関わる免除措置および見直し等に伴う一部

変更） 

この学則は、2012年７月27日から施行し、2012年５月１日から適用する。 

附 則（2013年１月25日 カリキュラムの適用および外国人研究生の対象の追加等

に伴う一部変更） 

１ この学則は、2013年４月１日から施行する。 

２ 前項にかかわらず、2013年３月31日に在籍する者、2013年度に２回生以上に転入学ま

たは再入学する者、2014年度に３回生以上に転入学または再入学する者、2015年度に４

回生以上に再入学する者、2016年度に５回生以上に再入学する者（博士課程後期課程、

一貫制博士課程および専門職学位課程のみ）、2017年度に６回生以上に再入学する者（博

士課程後期課程、一貫制博士課程のみ）、2018年度に７回生以上に再入学する者（一貫

制博士課程のみ）、2019年度に８回生以上に再入学する者（一貫制博士課程のみ）、2020

年度に９回生以上に再入学する者（一貫制博士課程のみ）、2021年度に10回生に再入学

する者（一貫制博士課程のみ）については、なお従前の例による。 

３ 前項に定める従前の例による者のうち、復学、転籍および原級留置により2013年度以

降のカリキュラムを適用する者については、当該カリキュラムを修了まで適用する。 

附 則（2013年３月22日 法務研究科の収容定員の変更に伴う一部変更および入学

検定料の時限措置の追加） 

１ この学則は、2014年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第６条にかかわらず、法務研究科専門職学位課程の2014年度および2015年度

の収容定員は、次表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 2014年度 2015年度 

法務研究科 法曹養成専攻 専門職学位課程 360 330 

３ 法務研究科専門職学位課程の入学検定料は、2014年度入学および2015年度入学の入学

試験については、納付金等別表１―１（入学検定料）にかかわらず、全方式において単願、

併願とも、10,000円とする。 

附 則（2013年３月22日 文学研究科行動文化情報学専攻の設置に伴う一部変更） 

１ この学則は、2014年４月１日から施行する。 
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２ 変更後の学則第６条にかかわらず、文学研究科の2014年度および2015年度の収容定員

は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 2014年度 2015年度 

文学研究科 人文学専攻 博士課程前期課程 175 ― 

博士課程後期課程 90 75 

行動文化情報学専

攻 

博士課程前期課程 35 ― 

博士課程後期課程 15 30 

附 則（2013年３月22日 薬学研究科薬学専攻設置に伴う一部変更） 

１ この学則は、2014年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第６条にかかわらず、薬学研究科薬学専攻４年制博士課程の2014年度、2015

年度および2016年度の収容定員は、次表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 2014年度 2015年度 2016年度 

薬学研究科 薬学専攻 4年制博士課程 5 10 15 

附 則（2013年５月24日 薬学研究科薬学専攻の入学定員変更に伴う一部変更） 

１ この学則は、2014年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第６条にかかわらず、薬学研究科薬学専攻４年制博士課程の2014年度、2015

年度および2016年度の収容定員は、次表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 2014年度 2015年度 2016年度 

薬学研究科 薬学専攻 4年制博士課程 3 6 9 

附 則（2013年７月26日 外国人研究生の追加および変更手続きの変更に伴う一部

変更） 

この学則は、2013年７月26日から施行し、2013年４月１日から適用する。 

附 則（2014年１月24日 教育方法の特例の対象となる研究科の追加および外国人

研究生の対象追加等に伴う一部変更） 

１ この学則は、2014年４月１日から施行する。 

２ 前項にかかわらず、納付金等別表１―１における理工学研究科博士課程前期課程および

後期課程の入学試験方式の変更については、2013年４月１日から適用する。 

附 則（2014年３月28日 経営管理研究科の入学定員の変更等に伴う一部変更） 

１ この学則は、2015年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第６条にかかわらず、経営管理研究科専門職学位課程の2015年度の収容定員

は、次表のとおりとする。 
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研究科名 専攻名 課程の別 収容定員 

経営管理研究科 経営管理専攻 専門職学位課程 180 

３ 第１項にかかわらず、第77条納付金等別表３―４は、2015年３月31日に在籍する者お

よび2015年度に２年次以上に再入学または転入学する者については、なお従前の例によ

る。 

附 則（2015年１月23日 大学学則との表記の統一、外国人研究生の対象の追加、

経営管理研究科における単位認定料の徴収対象の追加等に伴う一部変更） 

１ この学則は、2015年４月１日から施行する。 

２ 前項にかかわらず、納付金等別表１―１における入学試験方式の区分の変更については、

2014年４月１日から適用する。 

附 則（2015年３月27日 「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律」

および「学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令」の

施行ならびに文学研究科における聴講生の追加に伴う一部変更） 

この学則は、2015年４月１日から施行する。 

附 則（2015年３月27日 法務研究科の入学定員および収容定員の変更および入学

検定料の時限措置の追加に伴う一部変更） 

１ この学則は、2016年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第６条にかかわらず、法務研究科専門職学位課程の2016年度および2017年度

の収容定員および収容定員の合計は次表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 2016年度 2017年度 

法務研究科 法曹養成専攻 専門職学位課程 270 240 

収容定員の合計 4193 4166 

３ 第75条納付金等別表１－１（入学検定料）にかかわらず、法務研究科専門職学位課程

の入学検定料は、2016年度入学、2017年度入学および2018年度入学の入学試験について

は、全方式において単願、併願とも、10,000円とする。 

附 則（2016年１月22日 入学検定料の免除対象の追加、法務研究科の修了要件等

の変更および授業料等変更に伴う一部変更） 

１ この学則は、2016年４月１日から施行する。 

２ 前項にかかわらず、変更後の第57条は、2015年４月１日から適用する。 

３ 前２項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、第77条納付金等

別表３―１、３―３および３―４は、なお従前の例による。 
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(1) 2016年３月31日に在籍する者

(2) 2016年度に２年次以上に再入学または転入学する者

(3) 2017年度に３年次以上に再入学または転入学する者

(4) 2018年度に４年次以上に再入学する者

(5) 2019年度に５年次以上に再入学する者

附 則（2016年１月22日 教職研究科実践教育専攻専門職学位課程設置等にともな

う一部変更）

１ この学則は、2017年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第６条にかかわらず、2017年度の教職研究科実践教育専攻専門職学位課程の

収容定員および収容定員の合計は、次表のとおりとする。

研究科名 専攻名 課程の別 2017年度 

教職研究科 実践教育専攻 専門職学位課程 35 

収容定員の合計 4,201 

附 則（2017年１月27日 教職研究科の入学前既修得単位認定の変更、立命館大学

外国人留学生学費減免規程の名称変更および授業料の変更に伴う一部変更）

１ この学則は、2017年４月１日から施行する。 

２ 前項にかかわらず、変更後の第77条納付金等別表３―１、納付金等別表３―３および

納付金等別表３―６は、2017年３月31日に在籍する者および2017年４月１日以降の入学

者から適用する。

附 則（2017年１月27日 人間科学研究科の設置、応用人間科学研究科および公務

研究科の募集停止ならびに理工学研究科の専攻の収容定員変更に伴う一部変更）

１ この学則は、2018年４月１日から施行する。 

２ 応用人間科学研究科応用人間科学専攻および公務研究科公共政策専攻は、2018年３月

31日をもって学生募集を停止する。 

３ 変更後の第５条にかかわらず、応用人間科学研究科応用人間科学専攻および公務研究科

公共政策専攻は、2018年３月31日に当該専攻に在籍する者が、当該専攻に在籍しなくな

るまでの間、存続する。

４ 第２項にかかわらず、応用人間科学研究科応用人間科学専攻および公務研究科公共政策

専攻は、2018年３月31日に当該専攻に在学する者の属する年次に、2018年４月１日以降

に転入学、再入学または転籍する者を受け入れることができる。

５ 変更後の第６条にかかわらず、2018年度の理工学研究科電子システム専攻、理工学研
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究科環境都市専攻、応用人間科学研究科応用人間科学専攻、公務研究科公共政策専攻、人

間科学研究科人間科学専攻の収容定員および2019年度の人間科学研究科人間科学専攻博

士課程後期課程の収容定員ならびに収容定員の合計は、次表のとおりとする。

研究科名 専攻名 課程の別 2018年度 2019年度 

理工学研究科 電子システム専攻 博士課程前期課程 320 ―

環境都市専攻 博士課程前期課程 200 ―

応用人間科学研究科 応用人間科学専攻 修士課程 60 ―

公務研究科 公共政策専攻 修士課程 60 ―

人間科学研究科 人間科学専攻 博士課程前期課程 65 ―

博士課程後期課程 20 40 

収容定員の合計 4,111 4,136 

６ 第１項にかかわらず、変更後の第16条、第27条、第77条、第77条納付金等別表３―１

および納付金等別表３―６は、2018年４月１日以降の入学者から適用し、2018年３月31

日に在籍する者については、なお従前の例による。

附 則（2017年11月24日 学期名称、他大学院等において修得した単位を認定する

場合の表記、法務研究科の授業料等の変更に伴う一部変更）

１ この学則は、2018年４月１日から施行する。 

２ 前項にかかわらず、変更後の第23条第４項は、2018年４月１日に在籍する学生が2018

年３月31日以前に修得した単位について適用する。 

３ 変更後の第81条の２納付金等別表５―１―２にかかわらず、公務研究科の授業科目の

聴講料については、なお従前の例による。

附 則（2018年１月26日 薬学研究科薬科学専攻の設置に伴う一部変更） 

１ この学則は、2019年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第６条にかかわらず、2019年度の薬学研究科薬科学専攻修士課程の収容定員

および収容定員の合計は、次表のとおりとする。

研究科名 専攻名 課程の別 2019年度 

薬学研究科 薬科学専攻 修士課程 20 

収容定員の合計 4,156 

附 則（2018年11月30日 超創人財育成プログラムの開設、専門職大学院設置基準

の一部改正等に伴う一部変更）

１ この学則は、2019年４月１日から施行する。 
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２ 前項にかかわらず、改正後の第10条の３については、2018年９月26日以降に入学し、

2019年３月31日に在籍する者に適用する。 

３ 第１項にかかわらず、法務研究科専門職学位課程の入学検定料（第75条納付金等別表

１―１（入学検定料））は、2019年度入学、2020年度入学および2021年度入学の入学試

験の時限措置とする。

４ 2018年４月１日から施行のこの学則（2017年１月27日 人間科学研究科の設置、応用

人間科学研究科および公務研究科の募集停止ならびに理工学研究科の専攻の収容定員変

更に伴う一部変更）の附則第５項の表を次のとおりに変更する。

研究科名 専攻名 課程の別 2018年度 2019年度 

理工学研究科 電子システム専攻 博士課程前期課程 320 280 

環境都市専攻 博士課程前期課程 200 240 

応用人間科学研究科 応用人間科学専攻 修士課程 60 ―

公務研究科 公共政策専攻 修士課程 60 ―

人間科学研究科 人間科学専攻 博士課程前期課程 65 130 

博士課程後期課程 20 40 

収容定員の合計 4,171 4,136 

５ 2019年４月１日から施行のこの学則（2017年１月27日 人間科学研究科の設置、応用

人間科学研究科および公務研究科の募集停止ならびに理工学研究科の専攻の収容定員変

更に伴う一部変更）の附則について、薬学研究科の収容定員の変更については、薬学研究

科薬科学専攻（修士課程）の設置認可申請延期に伴い取り消すこととする。

附 則（2019年１月25日 薬学研究科薬科学専攻の設置に伴う一部変更） 

１ この学則は、2020年４月１日から施行する。 

附 則（2020年１月24日 法務研究科の除籍事由の追加、政策科学研究科の入学検

定料の変更、入学金、授業料等の変更、研修生料、研究生料および専修生料の半期納

付の導入等に伴う一部変更）

１ この学則は、2020年４月１日から施行する。 

２ 2019年４月１日から施行のこの学則（2018年11月30日 超創人財育成プログラムの開

設、専門職大学院設置基準の一部改正等に伴う一部変更）の附則第５項の文言を「５ 

2019年４月１日から施行のこの学則（2018年１月26日 薬学研究科薬科学専攻の設置に

伴う一部変更）の附則については、薬学研究科薬科学専攻（修士課程）の設置認可申請延

期に伴い取り消すこととする。」に変更する。
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附 則（2020年３月27日 薬学研究科薬科学専攻博士課程後期課程の設置および薬

学研究科薬科学専攻修士課程の課程変更に伴う一部変更） 

１ この学則は、2021年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第６条にかかわらず、2021年度および2022年度の薬学研究科薬科学専攻博士

課程後期課程の収容定員および収容定員の合計は、次表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 2021年度 2022年度 

薬学研究科 薬科学専攻 博士課程後期課程 3 6 

収容定員の合計 4,199 4,202 

３ 前２項にかかわらず、2021年３月31日に在籍する者については、なお従前の例による。 

附 則（2020年７月17日 食マネジメント研究科食マネジメント専攻の設置に伴う

一部変更） 

１ この学則は、2021年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第６条にかかわらず、2021年度および2022年度の食マネジメント研究科食マ

ネジメント専攻の収容定員および収容定員の合計は、次表のとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 2021年度 2022年度 

食マネジメント研究科 食マネジメン

ト専攻 

博士課程前期課程 20 40 

博士課程後期課程 3 6 

収容定員の合計 4,222 4,248 

附 則（2021年３月26日 大学院設置基準の一部改正、情報理工学研究科の入学検

定料の変更、法務研究科の修了要件の変更、経営管理研究科の固定授業料への変更等

に伴う一部変更） 

１ この学則は、2021年４月１日から施行する。 

２ 前項にかかわらず、変更後の第44条、第47条および第48条は、2020年４月１日から適

用する。 

３ 第１項にかかわらず、2021年３月31日に経営管理研究科に在籍する者については、第

77条納付金等別表３―４および第81条納付金等別表３―６は、なお従前の例による。 

４ 第１項にかかわらず、2021年３月31日に国際関係研究科に在籍する者については、第

75条納付金等別表３―１は、なお従前の例による。 

附 則（2021年５月28日 立命館大学大学院学位委員会規程の制定に伴う一部変更） 

この学則は、2021年５月28日から施行し、2021年４月１日から適用する。 

附 則（2022年１月28日 専門職大学院設置基準の一部改正、経営管理研究科の１
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年修了コース廃止、授業料等の納付金の変更、科目等履修生選考料および聴講生選考

料の廃止、聴講生登録料の新設等に伴う一部変更）

１ この学則は、2022年４月１日から施行する。 

２ 前項にかかわらず、2022年３月31日に在籍する者および同日に在学する者の属する年

次に2022年４月１日以降に再入学、転入学する者については、第77条納付金等別表３―

１、納付金等別表３―３、納付金等別表３－４および納付金等別表３―６は、なお従前の

例による。

附 則（2023年４月１日 大学院設置基準の改正、教職研究科の修了要件の変更な

らびに外国人研究生の対象の削除および名称の変更に伴う一部変更）

１ この学則は、2023年４月１日から施行する。 

２ 前項にかかわらず、2023年３月31日に在籍する者については、第42条第３項および第

４項はなお従前の例による。

附 則（2023年1月27日 経営管理研究科観光マネジメント専攻の設置に伴う一部変

更）

１ この学則は、2024年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第6条にかかわらず、2024年度の経営管理研究科観光マネジメント専攻の収容

定員および収容定員の合計は、次表のとおりとする。

研究科名 専攻名 課程の別 2024年度 

経営管理

研究科

観光マネ

ジメント

専攻

専門職学

位課程

70 

収容定員の合計 4,324 

納付金等別表１―１（入学検定料）（第75条関連） 

（単位：円）

方式 金額

以下の入学試験方式以外の全方式 35,000 

経済学研究科博士課程前期課程

一般入学試験

5,000 
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※経済学専攻 Master’s Program in

Economic Development 9月入学のみ

理工学研究科博士課程前期課程

一般入学試験（英語基準）

5,000 

理工学研究科博士課程後期課程

一般入学試験（英語基準）

5,000 

国際関係研究科博士課程前期課程

一般入学試験（英語基準書類選考）

5,000 

政策科学研究博士課程前期課程

一般入学試験（英語基準）

5,000 

政策科学研究博士課程後期課程

一般入学試験（英語基準）

5,000 

テクノロジー・マネジメント研究科博士課程後

期課程

一般入学試験（英語基準）

5,000 

情報理工学研究科博士課程前期課程

外国人留学生入学試験（英語基準）

5,000 

情報理工学研究科博士課程前期課程

海外協定大学入学試験（英語基準）

5,000 

情報理工学研究科博士課程後期課程

外国人留学生入学試験（英語基準）

5,000 

生命科学研究科博士課程前期課程

一般入学試験（英語基準）

5,000 

生命科学研究科博士課程後期課程

一般入学試験（英語基準）

5,000 

法務研究科専門職学位課程

全入学試験

10,000 

納付金等別表２―１（入学金）（第76条関連） 

（単位：円）

区分 金額

－学則－63－



入学、転入学 200,000 

再入学 10,000 

納付金等別表３―１（修士課程等の授業料）（第77条関連） 

（単位：円）

研究科 費目 1年次 2年次（注1） 

法学研究科 春学期授業料 381,400 381,400 

秋学期授業料 381,400 381,400 

経済学研究科（Master’s Program in 

Economic Developmentを除く） 

春学期授業料 381,400 381,400 

秋学期授業料 381,400 381,400 

経済学研究科（Master’s Program in 

Economic Development） 

春学期授業料 457,700 457,700 

秋学期授業料 457,700 457,700 

経営学研究科 春学期授業料 381,400 381,400 

秋学期授業料 381,400 381,400 

社会学研究科 春学期授業料 381,400 381,400 

秋学期授業料 381,400 381,400 

文学研究科（人文学専攻） 春学期授業料 381,400 381,400 

秋学期授業料 381,400 381,400 

文学研究科（行動文化情報学専攻） 春学期授業料 392,200 392,200 

秋学期授業料 392,200 392,200 

理工学研究科（数理科学コースを除く） 春学期授業料 584,800 584,800 

秋学期授業料 584,800 584,800 

理工学研究科（数理科学コース） 春学期授業料 546,600 546,600 

秋学期授業料 546,600 546,600 

国際関係研究科（国際関係学プログラム） 春学期授業料 381,400 381,400 

秋学期授業料 381,400 381,400 

国際関係研究科（Global International 

Relations Program(GIRP)） 

春学期授業料 457,700 457,700 

秋学期授業料 457,700 457,700 

政策科学研究科 春学期授業料 381,400 381,400 

秋学期授業料 381,400 381,400 

言語教育情報研究科 春学期授業料 406,800 406,800 
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秋学期授業料 406,800 406,800 

テクノロジー・マネジメント研究科 春学期授業料 592,900 592,900 

秋学期授業料 592,900 592,900 

スポーツ健康科学研究科 春学期授業料 432,200 432,200 

秋学期授業料 432,200 432,200 

映像研究科 春学期授業料 612,600 612,600 

秋学期授業料 612,600 612,600 

情報理工学研究科 春学期授業料 578,300 578,300 

秋学期授業料 578,300 578,300 

生命科学研究科 春学期授業料 578,300 578,300 

秋学期授業料 578,300 578,300 

薬学研究科 春学期授業料 578,300 578,300 

秋学期授業料 578,300 578,300 

人間科学研究科 春学期授業料 432,200 432,200 

秋学期授業料 432,200 432,200 

食マネジメント研究科 春学期授業料 401,800 401,800 

秋学期授業料 401,800 401,800 

注１ ３年次以降は２年次の授業料と同額とする。

納付金等別表３―２（博士課程後期課程の授業料）（第77条関連） 

（単位：円）

研究科 費目 全年次

全研究科 春学期授業料 250,000 

秋学期授業料 250,000 

納付金等別表３―３（一貫制博士課程の授業料）（第77条関連） 

（単位：円）

研究科 費目 1年次 2年次 3～5年次（注1） 

先端総合学術研究

科

春学期授業料 406,800 406,800 250,000 

秋学期授業料 406,800 406,800 250,000 

注１ ６年次以降は５年次の授業料と同額とする。

納付金等別表３―４（専門職学位課程の授業料）（第77条関連） 
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（単位：円）

研究科 費目 1年次 2～3年次（注1） 

法務研究科 春学期授業料 664,800 664,800 

秋学期授業料 664,800 664,800 

経営管理研究科 春学期授業料 634,300 634,300 

秋学期授業料 634,300 634,300 

教職研究科 春学期授業料 457,700 457,700 

秋学期授業料 457,700 457,700 

（注１） ４年次以降は３年次授業料と同額とする。

納付金等別表３―５（４年制博士課程の授業料）（第77条関連） 

（単位：円）

研究科 費目 全年次

薬学研究科 春学期授業料 250,000 

秋学期授業料 250,000 

納付金等別表３―６（長期履修生の学期ごとの授業料）（第77条関連） 

（単位：円）

研究科 長期履修が許可された学期数 金額

経済学研究科 5学期 305,200（1学期あたり） 

6学期 254,300（1学期あたり） 

7学期 218,000（1学期あたり） 

8学期 190,700（1学期あたり） 

文学研究科（人文学専攻） 5学期 305,200（1学期あたり） 

6学期 254,300（1学期あたり） 

7学期 218,000（1学期あたり） 

8学期 190,700（1学期あたり） 

文学研究科（行動文化情報学

専攻）

5学期 313,800（1学期あたり） 

6学期 261,500（1学期あたり） 

7学期 224,200（1学期あたり） 

8学期 196,100（1学期あたり） 

政策科学研究科 5学期 305,200（1学期あたり） 
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6学期 254,300（1学期あたり） 

7学期 218,000（1学期あたり） 

8学期 190,700（1学期あたり） 

言語教育情報研究科 5学期 325,500（1学期あたり） 

6学期 271,200（1学期あたり） 

7学期 232,500（1学期あたり） 

8学期 203,400（1学期あたり） 

スポーツ健康科学研究科 5学期 345,800（1学期あたり） 

6学期 288,200（1学期あたり） 

7学期 247,000（1学期あたり） 

8学期 216,100（1学期あたり） 

教職研究科 5学期 366,200（1学期あたり） 

6学期 305,200（1学期あたり） 

7学期 261,600（1学期あたり） 

8学期 228,900（1学期あたり） 

人間科学研究科 5学期 345,800（1学期あたり） 

6学期 288,200（1学期あたり） 

7学期 247,000（1学期あたり） 

8学期 216,100（1学期あたり） 

食マネジメント研究科 5学期 321,500（1学期あたり） 

6学期 267,900（1学期あたり） 

7学期 229,600（1学期あたり） 

8学期 200,900（1学期あたり） 

経営管理研究科 5学期 507,500（1学期あたり） 

6学期 422,900（1学期あたり） 

7学期 362,500（1学期あたり） 

8学期 317,200（1学期あたり） 

納付金等別表４―１（在籍料）（第79条関連） 

（単位：円） 

研究科 金額 
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全研究科 5,000（学期につき） 

納付金等別表４―２（特別在学料）（第80条関連） 

（単位：円） 

研究科 区分 金額 

全研究科 第80条第1号に定める

者 

5,000（学期につき） 

第80条第2号に定める

者 

25,000（学期につき） 

納付金等別表５―１（科目等履修料）（第81条関連） 

（単位：円） 

研究科 金額 

理工学研究科 32,000（1単位につき） 

テクノロジー・マネジメント研究科 32,000（1単位につき） 

映像研究科 32,000（1単位につき） 

情報理工学研究科 32,000（1単位につき） 

生命科学研究科 32,000（1単位につき） 

薬学研究科 32,000（1単位につき） 

全研究科（文化遺産防災学 教育プログラム） 51,800（学期につき） 

全研究科（Study inKansaiProgram） 378,700（学期につき） 

上記以外の全研究科 21,800（1単位につき） 

納付金等別表５―１―２（聴講料）（第81条の２関連） 

（単位：円） 

区分 金額 

法学研究科、文学研究科、政策科学研究科、スポーツ健康科

学研究科、先端総合学術研究科、人間科学研究科、法務研究

科および経営管理研究科の科目 

12,900（1単位につき） 

テクノロジー・マネジメント研究科の科目 19,100（1単位につき） 

納付金等別表５―２（特別履修料）（第82条関連） 

（単位：円） 

研究科 金額 
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理工学研究科（外国人短期留学実習受入プログラム） 310,500（年額） 

全研究科（JENESYSプログラム） 300,100（学期につき） 

上記以外の全研究科 378,700（学期につき） 

納付金等別表５―３（研修料）（第83条関連） 

（単位：円）

研究科 金額

全研究科 2,100（学期につき） 

納付金等別表５―４（研究料）（第84条関連） 

（単位：円）

研究科 金額

全研究科 7,000（学期につき） 

納付金等別表５―５（専修料）（第85条関連） 

（単位：円）

研究科 金額

全研究科 2,500（学期につき） 

納付金等別表５―６（外国人研究料）（第86条関連） 

（単位：円）

研究科 金額

全研究科 377,600（学期につき） 

－学則－69－



変更事項を記載した書類 

下記のとおり立命館大学大学院学則の一部変更を行う。

１．変更理由

経営管理研究科観光マネジメント専攻専門職学位課程の設置に伴う変更

２．具体的変更内容

経営管理研究科観光マネジメント専攻専門職学位課程を新たに追加する（第 5 条、第 6 条、第 16
条）

以上
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立命館大学大学院学則新旧対照表

現行 改正案

第１条～第４条（省略） 第１条～第４条（現行どおり）

（研究科および専攻） （研究科および専攻）

第５条 本大学院に、次表の研究科および専攻

を置く。

第５条 本大学院に、次表の研究科および専攻

を置く。

(1) 大学院 (1) 大学院

研究科名 専攻名 課程の別

法学研究科 法学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

経済学研究科 経済学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

経営学研究科 企業経営専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

社会学研究科 応用社会学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

文学研究科 人文学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

行動文化情報学

専攻

博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

理工学研究科 基礎理工学専攻 博士課程前期課

研究科名 専攻名 課程の別

法学研究科 法学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

経済学研究科 経済学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

経営学研究科 企業経営専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

社会学研究科 応用社会学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

文学研究科 人文学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

行動文化情報学

専攻

博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

理工学研究科 基礎理工学専攻 博士課程前期課

－学則－71－



程

博士課程後期課

程

電子システム専

攻

博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

機械システム専

攻

博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

環境都市専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

国際関係研究

科

国際関係学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

政策科学研究

科

政策科学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

言語教育情報

研究科

言語教育情報専

攻

修士課程

テクノロジ

ー・マネジメ

ント研究科

テクノロジー・

マネジメント専

攻

博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

スポーツ健康

科学研究科

スポーツ健康科

学専攻

博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

映像研究科 映像専攻 修士課程

情報理工学研

究科

情報理工学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

博士課程後期課

程

電子システム専

攻

博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

機械システム専

攻

博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

環境都市専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

国際関係研究

科

国際関係学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

政策科学研究

科

政策科学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

言語教育情報

研究科

言語教育情報専

攻

修士課程

テクノロジ

ー・マネジメ

ント研究科

テクノロジー・

マネジメント専

攻

博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

スポーツ健康

科学研究科

スポーツ健康科

学専攻

博士課程前期課

程

博士課程後期課

程

映像研究科 映像専攻 修士課程

情報理工学研

究科

情報理工学専攻 博士課程前期課

程

博士課程後期課
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程 

生命科学研究

科 
生命科学専攻 博士課程前期課

程 

博士課程後期課

程 

先端総合学術

研究科 
先端総合学術専

攻 
一貫制博士課程 

薬学研究科 薬科学専攻 博士課程前期課

程 

博士課程後期課

程 

薬学専攻 4年制博士課程 

人間科学研究

科 
人間科学専攻 博士課程前期課

程 

博士課程後期課

程 

食マネジメン

ト研究科 
食マネジメント

専攻 
博士課程前期課

程 

博士課程後期課

程 
 

程 

生命科学研究

科 
生命科学専攻 博士課程前期課

程 

博士課程後期課

程 

先端総合学術

研究科 
先端総合学術専

攻 
一貫制博士課程 

薬学研究科 薬科学専攻 博士課程前期課

程 

博士課程後期課

程 

薬学専攻 4年制博士課程 

人間科学研究

科 
人間科学専攻 博士課程前期課

程 

博士課程後期課

程 

食マネジメン

ト研究科 
食マネジメント

専攻 
博士課程前期課

程 

博士課程後期課

程 
 

(2) 専門職大学院 (2) 専門職大学院 

研究科名 専攻名 課程の別 

法務研究科 法曹養成専攻 専門職学位課程 

経営管理研究

科 
経営管理専攻 専門職学位課程 

 
 

 

教職研究科 実践教育専攻 専門職学位課程 
 

研究科名 専攻名 課程の別 

法務研究科 法曹養成専攻 専門職学位課程 

経営管理研究

科 
経営管理専攻 専門職学位課程 

観光マネジメン

ト専攻 
専門職学位課程 

教職研究科 実践教育専攻 専門職学位課程 
 

（入学定員および収容定員） （入学定員および収容定員） 

第６条 本大学院の入学定員および収容定員

は、次表のとおりとする。 
第６条 本大学院の入学定員および収容定員

は、次表のとおりとする。 

研究科

名 
専攻名 課程の別 入学定

員 
収容定

員 

法学研

究科 
法学専攻 博士課程前

期課程 
60 120 

博士課程後

期課程 
10 30 

研究科

名 
専攻名 課程の別 入学定

員 
収容定

員 

法学研

究科 
法学専攻 博士課程前

期課程 
60 120 

博士課程後

期課程 
10 30 
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経済学

研究科 
経済学専攻 博士課程前

期課程 
50 100 

博士課程後

期課程 
5 15 

経営学

研究科 
企業経営専

攻 
博士課程前

期課程 
60 120 

博士課程後

期課程 
15 45 

社会学

研究科 
応用社会学

専攻 
博士課程前

期課程 
60 120 

博士課程後

期課程 
15 45 

文学研

究科 
人文学専攻 博士課程前

期課程 
70 140 

博士課程後

期課程 
20 60 

行動文化情

報学専攻 
博士課程前

期課程 
35 70 

博士課程後

期課程 
15 45 

小計 ― 140 315 
理工学

研究科 
基礎理工学

専攻 
博士課程前

期課程 
50 100 

博士課程後

期課程 
6 18 

電子システ

ム専攻 
博士課程前

期課程 
140 280 

博士課程後

期課程 
8 24 

機械システ

ム専攻 
博士課程前

期課程 
140 280 

博士課程後

期課程 
11 33 

環境都市専

攻 
博士課程前

期課程 
120 240 

博士課程後

期課程 
15 45 

経済学

研究科 
経済学専攻 博士課程前

期課程 
50 100 

博士課程後

期課程 
5 15 

経営学

研究科 
企業経営専

攻 
博士課程前

期課程 
60 120 

博士課程後

期課程 
15 45 

社会学

研究科 
応用社会学

専攻 
博士課程前

期課程 
60 120 

博士課程後

期課程 
15 45 

文学研

究科 
人文学専攻 博士課程前

期課程 
70 140 

博士課程後

期課程 
20 60 

行動文化情

報学専攻 
博士課程前

期課程 
35 70 

博士課程後

期課程 
15 45 

小計 ― 140 315 
理工学

研究科 
基礎理工学

専攻 
博士課程前

期課程 
50 100 

博士課程後

期課程 
6 18 

電子システ

ム専攻 
博士課程前

期課程 
140 280 

博士課程後

期課程 
8 24 

機械システ

ム専攻 
博士課程前

期課程 
140 280 

博士課程後

期課程 
11 33 

環境都市専

攻 
博士課程前

期課程 
120 240 

博士課程後

期課程 
15 45 
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小計 ― 490 1020 
国際関

係研究

科

国際関係学

専攻

博士課程前

期課程

60 120 

博士課程後

期課程

10 30 

政策科

学研究

科

政策科学専

攻

博士課程前

期課程

40 80 

博士課程後

期課程

15 45 

言語教

育情報

研究科

言語教育情

報専攻

修士課程 60 120 

テクノ

ロジ

ー・マ

ネジメ

ント研

究科

テクノロジ

ー・マネジ

メント専攻

博士課程前

期課程

70 140 

博士課程後

期課程

5 15 

スポー

ツ健康

科学研

究科

スポーツ健

康科学専攻

博士課程前

期課程

25 50 

博士課程後

期課程

8 24 

映像研

究科

映像専攻 修士課程 10 20 

情報理

工学研

究科

情報理工学

専攻

博士課程前

期課程

200 400 

博士課程後

期課程

15 45 

生命科

学研究

科

生命科学専

攻

博士課程前

期課程

150 300 

博士課程後

期課程

15 45 

先端総

合学術

研究科

先端総合学

術専攻

一貫制博士

課程

30 150 

薬学研

究科

薬科学専攻 博士課程前

期課程

20 40 

小計 ― 490 1020 
国際関

係研究

科

国際関係学

専攻

博士課程前

期課程

60 120 

博士課程後

期課程

10 30 

政策科

学研究

科

政策科学専

攻

博士課程前

期課程

40 80 

博士課程後

期課程

15 45 

言語教

育情報

研究科

言語教育情

報専攻

修士課程 60 120 

テクノ

ロジ

ー・マ

ネジメ

ント研

究科

テクノロジ

ー・マネジ

メント専攻

博士課程前

期課程

70 140 

博士課程後

期課程

5 15 

スポー

ツ健康

科学研

究科

スポーツ健

康科学専攻

博士課程前

期課程

25 50 

博士課程後

期課程

8 24 

映像研

究科

映像専攻 修士課程 10 20 

情報理

工学研

究科

情報理工学

専攻

博士課程前

期課程

200 400 

博士課程後

期課程

15 45 

生命科

学研究

科

生命科学専

攻

博士課程前

期課程

150 300 

博士課程後

期課程

15 45 

先端総

合学術

研究科

先端総合学

術専攻

一貫制博士

課程

30 150 

薬学研

究科

薬科学専攻 博士課程前

期課程

20 40 
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博士課程後

期課程 
3 9 

薬学専攻 4年制博士

課程 
3 12 

人間科

学研究

科 

人間科学専

攻 
博士課程前

期課程 
65 130 

博士課程後

期課程 
20 60 

食マネ

ジメン

ト研究

科 

食マネジメ

ント専攻 
博士課程前

期課程 
20 40 

博士課程後

期課程 
3 9 

法務研

究科 
法曹養成専

攻 
専門職学位

課程 
70 210 

経営管

理研究

科 

経営管理専

攻 
専門職学位

課程 
80 160 

 
 

   

    
教職研

究科 
実践教育専

攻 
専門職学位

課程 
35 70 

合計 1,937 4,254 
 

博士課程後

期課程 
3 9 

薬学専攻 4年制博士

課程 
3 12 

人間科

学研究

科 

人間科学専

攻 
博士課程前

期課程 
65 130 

博士課程後

期課程 
20 60 

食マネ

ジメン

ト研究

科 

食マネジメ

ント専攻 
博士課程前

期課程 
20 40 

博士課程後

期課程 
3 9 

法務研

究科 
法曹養成専

攻 
専門職学位

課程 
70 210 

経営管

理研究

科 

経営管理専

攻 
専門職学位

課程 
80 160 

観光マネジ

メント専攻 
専門職学位

課程 
70 140 

小計 ― 150 300 
教職研

究科 
実践教育専

攻 
専門職学位

課程 
35 70 

合計 2,007 4,394 
 

  

第７条～第15条（省略） 第７条～第15条（現行どおり） 

  

（教育方法の特例） （教育方法の特例） 

第16条 次の各号に掲げる研究科、専攻および

課程は、研究科委員会が教育上特別の必要が

あると認めた場合、夜間その他特定の時間ま

たは時期において授業および研究指導を行う

ことがある。 

第16条 次の各号に掲げる研究科、専攻および

課程は、研究科委員会が教育上特別の必要が

あると認めた場合、夜間その他特定の時間ま

たは時期において授業および研究指導を行う

ことがある。 

(1) 言語教育情報研究科 言語教育情報専攻

 修士課程 
(1) 言語教育情報研究科 言語教育情報専攻

 修士課程 

(2) テクノロジー・マネジメント研究科 テ

クノロジー・マネジメント専攻 博士課程

前期課程 

(2) テクノロジー・マネジメント研究科 テ

クノロジー・マネジメント専攻 博士課程

前期課程 
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(3) 人間科学研究科 人間科学専攻 博士課

程前期課程 
(3) 人間科学研究科 人間科学専攻 博士課

程前期課程 

(4) 経営管理研究科 経営管理専攻 専門職

学位課程 
(4) 経営管理研究科 経営管理専攻 専門職

学位課程 

 (5) 経営管理研究科 観光マネジメント専攻

 専門職学位課程 

(5) 薬学研究科 薬学専攻 博士課程 (6) 薬学研究科 薬学専攻 博士課程 

(6) 教職研究科 実践教育専攻 専門職学位

課程 
(7) 教職研究科 実践教育専攻 専門職学位

課程 

  

第17条～第92条（省略） 第17条～第92条（現行どおり） 

  

附 則（省略） 附 則（2023年1月27日 経営管理研究

科観光マネジメント専攻の設置に伴う一

部変更） 

 １ この学則は、2024年４月１日から施行す

る。 

 ２ 変更後の第6条にかかわらず、2024年度の

経営管理研究科観光マネジメント専攻の収容

定員および収容定員の合計は、次表のとおり

とする。 
 研究科名 専攻名 課程の別 2024年度 

経営管理

研究科 
観光マネ

ジメント

専攻 

専門職学

位課程 
70 

収容定員の合計 4,324 
 

  

納付金当別表１－１～納付金等別表５－６（省

略） 
納付金当別表１－１～納付金等別表５－６（現行

どおり） 
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○立命館大学大学院経営管理研究科教授会規程

2005年５月27日 

規程第722号 

（趣旨）

第１条 この規程は、立命館大学学則第９条第４項および立命館大学大学院学則第７条第

２項にもとづき、経営管理研究科（以下「研究科」という。）の組織および経営管理研

究科教授会（以下「教授会」という。）の運営に関し、必要な事項を定める。

第２条 削除

（組織）

第３条 教授会は、研究科の専任教員により組織する。

２ 前項にいう専任教員とは、経営管理研究科全学人事委員会で先議のうえ、教授会での

議決を経て大学協議会で承認された者をいう。

３ 教授会は必要に応じて、本条第１項に掲げる専任教員以外の教職員を出席させること

ができる。

（審議事項）

第４条 教授会は、以下の各号に定める事項を審議する。

(1) 研究科への入学に関する事項

(2) 学科課程および学科考査に関する事項

(3) 学生の資格、課程修了の認定その他の身分に関する事項

(4) 学位授与の審査および授与した学位の取消しに関する事項

(5) 教員の人事に関する事項

(6) 科目担当者に関する事項

(7) 学則の変更および研究科に関する規程の制定または改廃に関する事項

(8) 教授会の組織に関する事項

(9) 科目等履修生、研修生および奨励研究員等に関する事項

(10) 学則および関連する規程等により教授会の議を経ることを要すると定められた事

項

(11) その他重要な事項

（役職者）

第５条 学長は、研究科専任教員の中から研究科長を任命する。

２ 教授会は、研究科長の指名にもとづき、副研究科長２名、専攻長２名および必要な委

員を選出する。
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（役職者の職務）

第６条 研究科長は、教授会の決議事項を執行し、研究科を代表する。

２ 研究科長に事故あるときには、副研究科長がその職務を代行する。

３ 副研究科長は、研究科に関する事項の全般について研究科長を補佐する。

４ 専攻長は、研究科長の下で専攻の運営を掌理する。

５ 研究科長は、研究科の運営に必要なその他の委員を委嘱することができる。

（役職者の任期）

第７条 研究科長および副研究科長の任期は以下の各号に定めるとおりとする。

(1) 研究科長は３年とする。ただし、任期途中で退任した場合の任期は前任者の残任期

間とする。

(2) 副研究科長および専攻長は２年とする。

(3) 研究科長、副研究科長および専攻長の再任は、これを妨げない。ただし、３期継続

して重任することができない。

（招集および議長）

第８条 教授会は、研究科長が必要と認めたとき、または教授会構成員の３分の１以上の

要求があったとき、研究科長が招集する。

２ 教授会の議長は、研究科長がこれをつとめる。

（運営および議事）

第９条 教授会は、休職中、および学外研究についている者を除く教授会構成員の２分の

１を超える出席で成立する。

２ 教授会の議決は、出席者の過半数の賛成によって行ない、可否同数のときは議長の決

定するところによる。

３ 教授会の組織に関する事項および教員の人事に関する議決については、経営管理研究

科全学人事委員会での先議後、構成員の４分の３以上が出席する教授会において、出席

者の３分の２以上の同意によって決する。

４ 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその承認を得なけ

ればならない。

（事務局）

第10条 研究科に必要な事務組織を置き、その事務を担当する。

（規程の改廃）

第11条 この規程の改廃は、教授会での議決ののち、大学協議会の承認を得なければなら

ない。

－学則－79－



附 則

この規程は、2006年４月１日から施行する。 

附 則（2007年３月９日副研究科長の増員に伴う一部改正） 

この規程は、2007年４月１日より施行する。 

附 則（2012年３月16日 大学学則の変更、大学院学則の全部変更および研究科則

の制定に伴う一部改正） 

この規程は、2012年４月１日から施行する。

附 則（2023年２月17日専攻長の配置に伴う一部改正） 

この規程は、2024年４月１日から施行する。

－学則－80－
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Ⅰ．学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況 

１．大学の現状把握・分析 

立命館大学は学園ビジョン 2030 を踏まえ、「立命館大学チャレンジデザイン」を 2021 年

度に策定した。そこでは、2030 年代の立命館大学の姿として、新たな価値を創造する次世

代研究大学を 1 つの柱に掲げている。そして 2 つ目の柱をイノベーション・創発性人材を

生み出す大学とし、「研究力の向上と教育の高度化をつなぐ教育の展開」のチャレンジデザ

インのなかで、社会共生価値の創出に寄与する社会人教育の展開を掲げ、観光ホスピタリテ

ィ分野の高度職業人材養成を課題としている。この課題の具体化の方策として、「観光ホス

ピタリティプログラムを設け、それをふまえて観光ホスピタリティ専攻の設置を検討する。」

としている。また、各キャンパスの特色化を通じた価値創造の大阪いばらきキャンパスの特

色化の一つとして、観光ホスピタリティ分野をはじめとする新たな産業分野における人材

育成拠点としても急速に変化する社会を捉えた未来と人間、社会を探求する研究・教育展開

を図るとしている。 

こうした検討・分析に基づき、大学院経営管理研究科（以下、本研究科という。）は、日

本における観光ビジネスの重要性及び当該分野の人材養成ニーズの高まりを背景にして、

また、現在、国内外ともに観光産業の急速な回復と今後の再度の発展が見込まれるようにな

っており、観光産業で活躍する人材、とりわけ経営人材、経営管理人材、経営支援人材の育

成・輩出が待たれていると考え、観光マネジメント専攻の設置の計画に至った。 

２．社会的動向等の現状把握・分析 

 令和 4（2022）年 5 月 18 日に観光庁の「アフターコロナ時代における地域活性化と観光

産業に関する検討会」において、「アフターコロナを見据えた観光地・観光産業の再生に向

けて～稼げる地域・稼げる産業の実現～」がとりまとめられ、次のような提言が行われてい

る。 

1.観光地の面的な再生・高付加価値化の推進、持続可能な観光地経営の確立：①観光地の面

的な再生・高付加価値化の推進、②持続可能な観光地経営の確立、2．観光産業の構造的課

題の解決 （1）宿泊業：①企業的経営への転換、②健全な事業再生の推進、③宿泊サービス

の高付加価値化、④生産性向上と担い手確保、⑤地域全体で計画的な安全・安心の備えの確

保、（2）旅行業：①価値創造型ビジネスへの転換、送客型から誘客型へのシフト、②人口減

少・少子高齢化時代における新たな旅行市場の開拓、③独自の強みを活かした事業の多角化

の推進、④アフターコロナにおける旅行需要の円滑な回復等となっており、まさに観光企業

及び観光関連企業において「企業経営」が求められている。 

また、令和 5（2023）年 3月に閣議決定された「観光立国推進基本計画（第四次）」では、 

①観光はコロナ禍を経ても成長戦略の柱、地域活性化の切り札であり、国際相互理解・国際

平和にも重要な役割、②コロナによる変化やコロナ前からの課題を踏まえ、我が国の観光を

持続可能な形で復活させる、③大阪・関西万博も開催される 2025 年に向け、「持続可能な観

光」「消費額拡大」「地方誘客促進」をキーワードに、「持続可能な観光地域づくり」「インバ

ウンド回復」「国内交流拡大」に戦略的に取り組み、全国津々浦々に観光の恩恵を行きわた

らせるとの認識を示している。そして、「持続可能な観光地づくり戦略」、「インバウンド回

復戦略」「国内交流回復戦略」の 3つの基本的な方針を掲げ、インバウンド消費 5兆円、国

内旅行消費 20 兆円を令和 7（2025）年度までに達成する目標を掲げている。 

さらに観光庁は、観光産業の国際競争力を高めていくためには、地域を支える人材の確 
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保・活用等を推進するとともに観光産業をリードする人材の育成・強化が不可欠となってお 

り、観光産業をリードするトップレベルの経営人材の育成のため、「観光 MBA」プログラム 

や産学官連携による協議会を実施し、観光産業の強化・発展を推し進める経営人材育成を支 

援している。 

 

３．観光マネジメント専攻の趣旨と目的、教育内容、定員設定 

 上記の社会的動向を踏まえ、観光産業のさらなる発展のために、観光企業及び観光関連企

業等で活躍する経営者・後継者、経営管理人材、経営支援人材の育成と輩出を行うことが 

観光マネジメント専攻の趣旨と目的である。 

 観光マネジメント専攻の定員は 70 名、その内訳は、観光事業マネジメントプログラムの

募集人数 40 名、観光事業キャリア形成プログラムの募集人数 30 名としている。前者は社

会人向け、後者は新規日本人学卒者及び留学生向けのプログラムである。本格的な観光 MBA

教育を行うプログラムへの社会的需要は全国の観光ビジネスに従事している企業及びビジ

ネスパーソンにあり、それに対応するため、講義は教室とオンラインのハイフレックス方式

で行い、演習は約半分をスクーリングとしてキャンパスの教室で行うという授業方法を展

開することによって、観光事業マネジメントプログラムは 40 名を募集人数とした。現在、

全国には観光を教育する課程、プログラム、コースを有する大学、学部、学科が約 350【資

料１】あり、これらを卒業する学生を中心として、より本格的な観光 MBA を学ぶ機会を提供

すること、アジアとりわけ中国からの留学生の観光ビジネスを学びたいというニーズに応

える機会を提供することが求められていることから、観光事業キャリア形成プログラムは

30 名の募集人数とした。 

 「２．社会的動向等の現状把握・分析」で記したように、観光産業の発展はコロナ禍を経

ても、日本の成長戦略の柱であり、地域活性化の切り札であり、国際相互理解・国際平和に

も重要な役割を果たすこと、コロナによる変化やコロナ前からの課題を踏まえ、我が国の観

光を持続可能な形で復活させることなどが重要な課題として認識されていることが、今回、

観光マネジメント専攻を設置しなければいけない理由である。 

 学生納付金の額及び設定の根拠であるが、本研究科観光マネジメント専攻及び類似のビ

ジネススクールの学生納付金（令和 5年度）は下記のとおりである。 

 

大学名 研究科名 入学金 授業料等（年間） 

立命館大学 経営管理研究科 200,000 1,268,000 

京都大学 経営管理教育部 282,000 535,800 

神戸大学 経営学研究科 282,000 535,800 

同志社大学 ビジネス研究科 200,000 1,347,000 

関西学院大学 経営戦略研究科 200,000 995,000 

※授業料等：授業料以外に教育充実費を徴収する大学がある 

※神戸大学は令和 4年度、同志社大学は単位制学費のため標準学費の授業料等の 1年分 

 

 京都大学大学院経営管理教育部には観光科学コースがあるが、平日昼間で授業があるこ

とから、受験志願者層は相当異なる。神戸大学、同志社大学、関西学院大学は近隣のビジネ

ススクールとしては競合校であるが、観光マネジメント分野の教育を正課としてはしてい
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ないことから、本専攻の直接の競合校ではない。観光マネジメント専攻はビジネススクール

として教育研究を行うことから、私立大学のビジネススクールとして適当な学生納付金水

準であると考えている。 

 

４．学生確保の見通し 

 観光マネジメント専攻は入学定員 70 名の内訳として、観光事業マネジメントプログラム

で学ぶ社会人 40 名、観光事業キャリア形成プログラムで学ぶ新規学卒日本人学生及び留学

生 30 名を募集する。前者は、社会人入学試験（企業等推薦型・自己推薦型）25 名、社会人

入学試験（一般）15 名の 2つの方式によって計 40 名を確保する。後者は、一般入学試験 10

名、外国人留学生入学試験 10 名、学内進学入学試験若干名、APU（立命館アジア太平洋大学）

特別受入入学試験若干名、飛び級入学試験若干名及び協定校入学試験若干名の 6 つの方式

によって、計 30 名を確保する。 

 

入学試験方法及び募集人数 

専攻・ 

入学定員 

プログラム 入学試験方式 募集人数 

観光マネジメント

専攻・７０名 

観光事業マネジメント

プログラム 

社会人入学試験 

（企業等推薦型・自己推薦型） 

25 名 

社会人入学試験（一般） 15 名 

計 40 名 

観光事業キャリア形成

プログラム 

一般入学試験 10 名 

外国人留学生入学試験 10 名 

学内進学入学試験 若干名 

APU 特別受入入学試験 若干名 

飛び級入学試験 若干名 

協定校入学試験 若干名 

計 30 名 

 

(1) 学生確保の見通しの調査結果 

1) 観光マネジメント専攻への入学意向に関するアンケートの概要 

【社会人へのアンケート】 

  調査対象：①観光産業及び観光関連産業に従事している人事や採用担当者 

       ②観光産業及び観光関連産業に従事している社会人 

  調査方法：①人事や採用担当者：インターネット調査、②社会人：インターネット調査 

  必要な情報の提供：文書資料を提示【資料２】 

  設問：【資料３】のうちＱ４、【資料４】 

  調査期間：①人事や採用担当者：2023 年 1 月 23 日～2月 6日 

       ②社会人：2023 年 1 月 30 日～3月 10 日 

  有効回答数：①人事や採用担当者担当者：488 名 

②社会人：138 名 

  実施機関：①人事や採用担当者：合同会社オンサイドマーケティング 
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②社会人：OIC 独立研究科事務室より観光産業及び観光産業に関連する企業

等へ依頼 

【日本人学生へのアンケート】 

  調査対象：大学生 

  調査方法：インターネット調査 

必要な情報の提供：文書資料を提示【資料２】 

  設問：【資料５】 

  調査期間：2023 年 1 月 23 日～2月 6日 

  有効回答数：384 名 

  実施機関：合同会社オンサイドマーケティング 

 

【留学生へのアンケート】 

  調査対象：留学生（日本語学校大学院入学希望学生及び協定校入学試験大学在学生） 

  調査方法：OIC 独立研究科事務室より、各学校担当者へ依頼したメール調査 

必要な情報の提供：文書資料を提示【資料２】【資料６】 

  設問：【資料７】【資料８】【資料９】 

  調査期間：2023 年 1 月 16 日～2月 24 日 

  有効回答数：104 名 

  実施機関：日本語学校及び協定校入学試験対象大学 

 

2) アンケート調査結果 

 観光マネジメント専攻の入学定員 70 名のうち、社会人が学ぶ観光事業マネジメントプロ

グラムで 40 名、新規日本人学卒者及び留学生が学ぶ観光事業キャリア形成プログラムで 30

名を募集する。 

 観光事業マネジメントプログラム（募集人数 40 名）については、企業で採用に関与する

担当者へのアンケート調査において、488 名中 49 名が従業員に入学を「ぜひ勧めたい」と

している。その内訳は観光産業の担当者 159 名中 23 名、観光関連業種の担当者 329 名中 

26 名が、それぞれ従業員に入学を「ぜひ勧めたい」と回答している。このアンケート調査 

結果から、社会人入学試験(企業等推薦・自己推薦型)募集人数 25 名の確保は可能である。

【資料 10】次に観光に関連する企業に従事している社会人へのアンケート調査において、

138 名中 59 名が「興味がある。」、47 名が「少し興味がある。」と回答しており、106 名( 

76.8%)が観光マネジメント専攻に興味を示している。138 名中、観光マネジメント専攻を 

「受験したい」が 21 名（15.2%）、「どちらかと言えば受験したい」が 26 名(18.8％)であり 

47 名(34.0％)が受験意向を示している。これらの 47 名のうち「ぜひ入学したい」が 21 名

であった。このアンケート調査結果から、社会人入学試験（一般）募集人数 15 名の確保は

可能である。【資料 11】以上のことから、「入学をぜひ勧めたい」とする採用活動関与者 49

名と「ぜひ入学したい」とする社会人 21 名の合計が 70 名であり、社会人を対象とする観 

光事業マネジメントプログラムの社会人入学試験（企業等推薦・自己推薦型）と社会人入 

学試験（一般）を合計した募集人数 40 名の確保は十分に可能である。 

観光事業キャリア経営プログラム（募集人数 30 名）については、大学生へのアンケート

において、観光マネジメント専攻に興味があると回答（「興味が湧く」「やや興味が湧く」）

したのは 384 名中 144 名（37.5％）であり、受験意向（「受験したい」「どちらかと言えば
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受験したい」）を示したのは 384 名中 69 名（18.0％）であった。仮に合格した場合、「是 

非入学したい」は 16 名であった。このアンケート調査結果から一般入学試験募集人 10 名 

の確保は可能である。【資料 12】留学生へのアンケートにおいて、観光マネジメント専攻

に興味がある（「興味がある」「少し興味がある」）と回答したのは、104 名中 58 名(55.8%) 

であり、受験意向（「受験したい」「どちらかと言えば受験したい」）を示したのは 43 名( 

41.3％)であった。そして、本専攻に合格した場合に「ぜひ非入学したい」は 17 名であっ

た。このアンケート調査結果から、外国人留学生入学試験募集人数 10 名の確保は可能であ

る。【資料 13】大学生へのアンケートでの「是非入学したい」16 名と留学生へのアンケー

トでの「ぜひ入学したい」17 名の合計は 33 名であり、観光事業キャリア形成プログラム

の一般入学試験、外国人留学生入学試験、学内進学入学試験若干名、飛び級入学試験若干

名、APU 特別受入入学試験若干名、協定校入学試験若干名を合計した募集人数 30 名の確保

は可能である。 

 

(2) 新専攻の分野の動向及び競合校の状況 

 新専攻は経営管理研究科に設置する観光マネジメント専攻であり、国内においては、京都

大学大学院経営管理教育部観光経営科学コースを除いて、観光経営分野を教育研究するビ

ジネススクールは設置されていない。観光マネジメント専攻の学位は観光経営修士である

が、このような観光を冠した経営修士は観光マネジメント専攻がはじめてである。観光マネ

ジメント専攻と同一の分野の専攻は設置されていないことから、この分野の動向の検討・分

析を行うことにはならない。 

 

京都大学大学院経営管理教育部観光経営科学コース(入学定員 10名)入学試験結果 

 2019 年入学 2020 年入学 2021 年入学 2022 年入学 

受験者数 12 17 20 14 

合格者数 11 12 10 10 

 

 京都大学大学院経営管理教育部観光経営科学コースについて、その入学者数は、公開され

ている Web サイトでは不明だが、例えば、2022 年度の経営管理教育部の合格者数 101 名に対

して、入学者数 100 名であることから、毎年度、合格者のほぼ全員が入学していると考えら

れる。平日昼間に授業を行っており、入学者は離職して学ぶことになる。観光マネジメント

専攻は平日夜及び土日に授業を実施すること、ハイフレックス方式で授業を行うことによっ

て全国から社会人の受入れを行なうことから、勤務を継続しながら入学して学ぶことができ

る。入学後の勤務の継続性の点から、観光マネジメント専攻の入学志願者母体層は京都大学

大学院経営管理教育部観光経営科学コースの入学志願者母体層とは相当異なっており、重複

して受験することはほとんど考えられず、観光マネジメント専攻では入学志願者及び入学者

を確保することが可能であると考える。受験の要件においても京都大学大学院経営管理教育

部観光経営科学コースは、募集要項において実務経験を必要としているが、観光マネジメン

ト専攻では新規学卒日本人と留学生に対して実務経験を受験の要件とはしていない。実務経

験を有さない新規学卒日本人学生と留学生が観光経営を学ぶことができるビジネススクール

はなく、ここでは競合校はない。 
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(3) 既設専攻の学生確保の状況  

既存の経営管理研究科経営管理専攻全体では、2017 年 4 月入学者数 36 名から 2023 年 4 

月入学者数 77 名に推移しており、入学定員 80 名に対する定員充足率は、2017 年 4 月入学

では 45％であったが、2023 年 4 月入学では 96.25%となり、ほぼ定員を充足する状況にな

った。既設の経営管理専攻のこの間の入学試験の志願者数、合格者数、入学者数の推移は

【資料 14】のとおりである。 

マネジメントプログラムでは、2017 年 4 月入学者 14 名から 2023 年 4 月入学者 29 名へ 

と、この 6年間で着実に増加している。同プログラムの募集人数は 40 名であり、募集人 

数に対する充足率は 2017 年 4 月は 35％であったが、2023 年 4 月は 72.5%まで回復した。

内訳は次のとおりである。社会人（企業等推薦型・自己推薦型）は 2017 年 4 月入学者数

9名、2023 年 4 月入学者数 22 名、社会人（筆記試験型）は 2017 年 4 月入学者数 5名 20 

23 年 4 月入学者数 7名であった。なお、2024 年 4 月入学から、多くのビジネススクール

が社会人に筆記試験を課していないことから、本専攻においても「社会人入学試験（筆

記試験）」を廃止し、「社会人入学試験（一般）」では選抜方法を書類選考と面接のみに変 

更する。筆記試験は、その時々の特長的なビジネスに関する設問を行っているが、社会人

は、新規学卒者や留学生とは異なり、筆記試験で合格水準に達しない受験生はこれまで殆

どおらず、また、入試説明会等で筆記試験があることで受験をためらう志願者がかなり存

在することから、このような変更を行うことにした。このような入学試験方式の改善によ

って、さらなる入学志願者の増加を見込んでいる。 

 経営管理専攻キャリア形成プログラムでは、2017 年 4 月入学者数 22 名から 2023 年 4 月 

入学者数 48 名へと、この 6年間で着実に増加している。同プログラムの募集人数は 40 名 

であり、募集人数に対する充足率は 2017 年 4 月は 55%であったが、2023 年 4 月は 120%とな

り、募集人数を充足している。内訳は次のとおりである。一般入学試験は 2017 年 4 月入学 

者数 11 名、2023 年 4 月入学者数 18 名、外国人留学生入学試験は 2017 年 4 月入学者数 4名、 

2023 年 4 月入学者数 27 名、学内進学、飛び級、APU 特別受入、協定校の各入学試験合計は 

2017 年 4 月入学者数 7名、2023 年 4 月入学者数 3名であった。 

 

５．学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果 

(1）インターネットによる広報活動 

研究科 Web サイトにて観光マネジメント専攻の人材育成目的や 3ポリシー、カリキュラ

ムの特徴、教員スタッフのプロフィール情報、模擬講義等を情報発信し、アクセスしても

らい、関心を高めるように工夫していく。また、研究科の Facebook、Instagram、YouTube

で観光マネジメント専攻の紹介や模擬講義等の情報発信も行う。2022 年度の Web サイト、

Facebook、Instagram、YouTube へのアクセス数は【資料 15】のとおりである。さらに、

観光マネジメント専攻の様々な説明会や模擬講義等への参加者で了解を得た方には、メー

ルでの各種企画の案内を行う。2022 年度の研究科 Web サイトのペーパービュー数は

227,213、セッション数は 87,878 であり、入試広報ツールとして効果があると考える。 

 

(2）パンフレット等による広報活動 

 研究科のパンフレットに新専攻の紹介を行い、広報活動に役立たせる。そして、新専攻

独自のリーフレットを作成し、様々な説明会や企画・イベント等での説明資料として、活

用する。 
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パンフレットとリーフレットの送付先は、まず、社会人確保を念頭において、観光業界

団体、観光及び観光関連企業である。次に、新規学卒日本人学生を念頭において、大学の

学部、学科、専攻、コース、プログラムなどで観光を教育しているのは約 350【資料１】

あり、これらの卒業生は有力な母体層であり、観光 MBA 取得の重要性を分かりやすく訴求

するため、こうした大学へパンフレットとリーフレットを送付する。さらに、留学生を念

頭において、これまで、本研究科に留学生を入学実績のある日本語学校へパンフレットと

リーフレットを送付する。2022 年度はパンフレットを 2,000 部発行し、ほとんどを活用し

たことから、入学促進に効果があると考える。 

(3）模擬講義及び専攻説明会

社会人向けに、模擬講義と観光マネジメント専攻説明会（合計 4回）、観光マネジメント

専攻説明会のみ（2回）をいずれも会場での対面と Web 同時配信のハイフレックス方式にて

実施し、出願を促す。新規学卒日本人学生及び留学生向けに、立命館大学大学院課主催の進

学説明会（各研究科毎に開催）を 2回、Web 同時配信にて実施する。 

 模擬講義おより観光マネジメント専攻説明会については、研究科 Web サイト、Facebook、

Instagram、メーリングリスト等にて案内を行う。2022 年度は既存専攻である経営管理専攻

の説明会でのべ 172 名が参加しており、入学促進に効果があると考える。 

(4）観光マネジメント履修証明プログラムの実施

 観光マネジメント履修証明プログラムは、観光マネジメント専攻の専任教員就任予定者

が講師となり、観光産業の各分野において、経営人材として中核的な役割を担う社会人を対

象とする履修証明プログラムである。旅館・ホテルなどの観光産業の各セクター、MICE、観

光地振興等において必要とされる実践的な知識を修得できる。受講生は科目等履修生とし

て受け入れ、開講科目の授業はすべて教室と Web 同時配信のハイフレックス方式で提供す

る。 

この履修証明プログラムを構成する科目のうち 1科目について A+、A、Bの評価を得た受

講生は、社会人（自己推薦型）入学試験の出願資格・要件を得る【資料 16】ことになり、入

試広報上、こうした位置づけになっていることをも情報発信し、受講を促進する。また、2023

年度までの基礎科目、2024 年度以降はコア科目の A群の科目で A+、A、B評価である受講生

にも社会人（自己推薦型）入学試験の受験資格があることから、合わせて入試広報を行う。

2022 年度は本研究科の科目等履修生 26 名のうち、8名が社会人（自己推薦型）入学試験を

経て入学しており、観光マネジメント履修証明プログラムは入学促進に効果があると考え

る。 

(5）観光マネジメント専攻の学びの体験プログラムの実施

Web による受講で MBA の学びを体験できる「立命館 MBA エッセンシャルズ」プログラムに

おいて、観光マネジメント専攻に関する講座を提供（2023 年度は春学期 1 講座、秋学期 1

講座）して、志願者の関心を高め、出願を促す。昨年度から開始した立命館 MBA エッセンシ

ャルズは観光分野の講座で 18 名が参加しており、2023 年度は、さらに多くの参加者を得る

ように、多様なメディアで広報を行う。また、2022 年度の立命館 MBA エッセンシャルズの

受講生から 4 名が既存専攻である経営管理専攻に入学していることから、入学促進に効果

があると考える。 
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(6) 観光マネジメント専攻関心層向けシンポジウムの開催

秋学期には、観光マネジメント専攻開設記念シンポジウムをハイフレックス方式にて 2 回

開催し、志願者の関心を高めるとともに、出願を促していく。観光産業の現状と課題、観光

産業が求める人材像と MBA が果たす役割といった内容を企画し、それに相応しい講演者、シ

ンポジストによって開催する。2022 年度は RBS セミナーという形式で実施し、2回で 78 名

が参加しており、今回は大がかりに開設記念シンポジウムとして、広報活動を展開する予定

であり、入学促進に効果があると考える。 

(7) 社会人学生確保に向けた訪問活動

 観光マネジメント専攻において社会人を対象とする観光事業マネジメントプログラムの

授業は、ハイフレックス方式で授業を実施して、学生は教室において対面で受講するだけで

なく、Web 同時配信によって教室以外（遠隔地）でも受講できることから、学生となる受験

生の居住地は全国各地すべてが対象となる。社会人入学試験（企業等推薦型）は、ホテルや

旅館の経営者や後継者あるいはホテル・旅館をはじめとした観光業に従事する企業より従

業員を推薦してもらうことになる。そのため、こうした分野の企業や業界団体を訪問し、推

薦を依頼する。業界団体としては、全国のホテル・旅館・団体を組織している一般社団法人

日本旅館連盟、一般社団法人日本ホテル協会、公益社団法人日本観光振興協会等、地域レベ

ルの観光団体である京都市観光協会（本研究科として加盟済み）、公益財団法人大阪観光局

（本研究科加盟済み）や各種 DMO などに訪問を行い、こうした業界団体を通じて、有力ホテ

ルや旅館の経営者や後継者に対して、観光マネジメント専攻の魅力を伝え、企業等推薦方式

への出願を促していくことは効果があると考える。 

(8）日本人学生確保に向けたイベント

本研究科主催の学生向け説明会を 3 回（RBS 説明会、MBA について知ってみよう、授業見

学+MBA 説明会）、大阪いばらきキャンパスにて実施する。この企画は留学生の参加も歓迎す

る。観光マネジメント専攻の具体的な学びをキャンパスの教室で体験でき、教員が相談にも

乗ることで、入学促進に効果があると考える。 

(9）留学生確保に向けた訪問活動

2022 年春より大学院入学希望の留学生の日本語学校への入学が急回復しており、現在の

米中対立に代表される情勢の中で、とりわけ中国人留学生の大学院入学志願者は今後さら

に増大することが見込まれており、留学生からの観光マネジメント専攻の入学志願層と入

学希望者層は相当大きいと想定される。 

 留学生については、毎年度、経営管理専攻に多くが入学しており、特に東京などの日本語

学校からは多数の留学生が受験・入学している。これまでも本研究科に複数の留学生が入学

している多くの日本語学校へ訪問を行ってきており、今後は、観光マネジメント専攻の説明

と入学促進を図る取組を行っていくことは効果があると考える。 

Ⅱ．人材需要の動向等社会の要請 

１．人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

本研究科が養成する人材像は次のとおりである。 
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経営管理研究科は、立命館憲章に則り、ビジネスを創造するリーダーとして、世界及び日

本の持続的発展を担う人材を育成する。経営管理研究科は、「ビジネスを創造する人材」に

求められる資質や能力である①効果的な意思決定、②創造的な問題解決、➂リーダーシップ、

④コミュニケーション能力、⑤グローバルな視野と倫理的思考、社会・環境への意識の 5項

目の修得を学修目標とする。 

今回、設置の届出を行う観光マネジメント専攻が養成する人材像は次のとおりである。 

観光マネジメント専攻は、立命館憲章に則り、経営管理の基本を理解し、実践する力量を

身につけ、観光産業の企業及び非営利組織の経営におけるビジネスを創造するリーダーと

して、世界及び日本の持続的発展を担う人材の育成を目的とする。 

観光産業における企業の経営者、非営利組織の経営者、起業を目指す人材、経営管理人材、

経営支援人材等の育成をするものであり、具体的には、①宿泊業その他の観光企業及び観光

関連企業の経営者、DMO（Destination Management/Marketing Organization、観光地域づく

り法人）を始めとする観光非営利組織の経営者、観光産業で起業を目指す人材、②観光企業

及び観光関連企業、観光非営利組織の経営管理人材、➂観光産業における経営支援人材であ

る。 

２．社会的な人材需要の動向を踏まえたものであることの客観的な根拠 

(1) 観光庁などの観光需要の見通し

平成 18（2006）年に、観光を 21 世紀における日本の重要な政策の柱として初めて明確に

位置付けた観光立国推進基本法が施行された。国際競争力の高い魅力ある観光地の形成、観

光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興、観光旅

行の促進のための環境の整備に必要な施策を講ずることを基本的施策とした。そして、平成

19（2007）年には、観光立国の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための観

光立国推進基本計画が閣議決定された。また、平成 20（2008）年には、観光立国の実現に向

けた施策を総合的かつ計画的に推進する機関として、国土交通省の外局に観光庁が設置さ

れた。 

その後、平成 25（2013）年にビジット・ジャパン事業の開始当初の目標であった訪日外

国人旅行者数 1,000 万人を達成した。そして、平成 26（2014）年には「観光立国実現に向

けたアクション・プログラム」が策定され、訪日外国人旅行者数を平成 28（2020）年までに

2,000 万人に倍増させることを目標に、①「2020 年東京オリンピック・パラリンピック」を

見据えた観光振興、②インバウンドの飛躍的拡大に向けた取組、③ビザ要件の緩和など訪日

旅行の容易化、④世界に通用する魅力ある観光地域づくり、⑤外国人旅行者の受入環境整備、

⑥MICE の誘致・開催促進と外国人ビジネス客の取り込みを推進することが掲げられた。

実際、平成 28（2016）年には訪日外国人旅行者数 2,000 万人を達成し、訪日外国人旅行

消費額も 3倍以上となり、自動車部品産業の輸出総額に匹敵する約 3.5 兆円に達した。観

光庁は令和 4（2022）年 5月 18 日に「アフターコロナを見据えた観光地・観光産業の再生 

に向けて～稼げる地域・稼げる産業の実現～」をとりまとめ、次のような提言を行なって

いる。1. 観光地の面的な再生・高付加価値化の推進、持続可能な観光地経営の確立：①観 

光地の面的な再生・高付加価値化の推進、②持続可能な観光地経営の確立、2．観光産業の

構造的課題の解決 （1）宿泊業：①企業的経営への転換、②健全な事業再生の推進、③宿

泊サービスの高付加価値化、（2）旅行業：①価値創造型ビジネスへの転換、送客型から誘

客型へのシフト、②人口減少・少子高齢化時代における新たな旅行市場の開拓、③独自の
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強みを活かした事業の多角化の推進、である。 
実際、観光庁の令和 5（2023）年 2月 15 日の発表によると、2022 年の日本人国内旅行消

費額は 17 兆 1,695 億円（2019 年比 21.7%減、前年比 87.0%増）、うち宿泊旅行は 13 兆 7,341

億円（2019 年比 19.9%減、前年比 96.4%増）、日帰り旅行は 3兆 4,355 億円（2019 年比 28.1%

減、前年比 56.8%増）と大幅に回復し、2022 年 10 月～12 月の日本人国内旅行消費額は 5兆

12 億円（2019 年同期比 0.6%減、前年同期比 47.5%増）、うち宿泊旅行は 4兆 972 億円（2019

年同期比 4.5%増、前年同期比 53.6%増）、日帰り旅行は 9,040 億円（2019 年同期比 18.7%減、

前年同期比 25.0%増）と急速な回復となっている。 

令和 5（2023）年 3 月に閣議決定された「観光立国推進基本計画（第四次）」で

は、「持続可能な観光地域づくり戦略」、「インバウンド回復戦略」、「国内交流回復

戦略」の 3 つの基本的な方針を掲げ、次のような具体的目標を掲げている。令和7（2025）

年までに持続可能な観光地域づくりに取り組む地域数 100 地域、うち国際認証・表彰地域

50 地域（令和 4（2022）年 12 地域、うち国際認証・表彰地域 6 地域）、早期に訪日外国人

旅行消費額 5兆円（令和元（2019）年 4.8 兆円）、令和 7年までに訪日外国人旅行消費額単

価 20 万円（令和元（2019）年 15.9 万円）、令和 7（2025）年までに日本人の海外旅行客数

令和元（2019）年越え（令和元（2019）年 2,008 万人）、令和 7（2025）年までにアジア主要

国における国際会議の開催件数に占める割合をアジア最大の開催国 （３割以上）（令和元

（2019）年アジア 2 位（30.1％））、令和 7（2025）年までに国内旅行消費額 22 兆円（令和

元（2019）年 21.9 兆円）などを具体的な目標としている。こうした課題の解決には、観

光産業において高度な企業マネジメントが求められていることは明らかである。 

今後の国際観光の見通しについては、国連世界観光機関によると「2023 年の前向きな

シナリオによれば、今年の国際観光客到着数は、景気減速の程度、アジア・太平洋地域で

の旅行の回復の持続、ウクライナへのロシアの攻撃の展開などに依拠するが、パンデミッ

ク前の水準の 80%から 95%に達する可能性がある。」（2023 年 1 月 17 日）としており、本格

的な回復が見込まれている。 

このように、国内外ともに観光産業の急速な回復と今後の再度の発展が見込まれるよう

になっている。したがって、観光産業で活躍する人材、とりわけ経営人材、経営管理人材、

経営支援人材の育成・輩出が待たれている。 

 

(2) 観光産業及び観光関連産業における企業の採用動向 

 観光産業及び観光関連産業に従事している人事や採用担当者向けアンケート【資料３】で

は次のように、採用意向がある。本アンケートは 488 名が回答しており、その内訳は、人

事・労務担当 25.8％、営業/営業企画 28.9％、総務 25.2％などである。業種としては、観

光業種が 32.6％、観光関連業種が 67.4％であり、採用関与度は、採用業務を主にしている

が 20.7％、主ではないが採用業務を行っているが 35.9％、頻度は少ないが採用業務をする

ことがあるが 43.4％となっている。これらの回答者の属性から、アンケート結果には、観

光産業における人材需要をかなりの程度、反映したものであると考えられる。【資料 17】 

 観光マネジメント専攻の修了生の社会的必要性を尋ねた結果、「必要だと思う」「どち 

らかといえば、必要だと思う」を合わせ、全体で 62%（301 名）が観光マネジメント専攻に

おいて育成する人材が必要と考えている。さらに、 採用の主担当者（101 名）に限定して

集計すると、69％ （70 名）が観光マネジメント専攻の設置を必要としており、採用関与度

が高い層からの評価が高い。【資料 18】 
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 回答者 488 名に対して観光マネジメント専攻の修了生を採用する可能性を尋ねた結果、

全体で「是非採用したい」「採用を検討したい」を合わせて 32％（155 名）、「人柄・採用

条件さえ合えば採用を検討したい」を含めると 58%（285 名）が観光マネジメント専攻の修

了生に対して採用意向を示している。さらに、採用の主担当者（101 名）に限定して集計す

ると、「是非採用したい」「人柄・採用条件さえ合えば、採用したい」が 51％（52 名）、

この 2つに「採用を検討したい」を加えると 71%（72 名）が観光マネジメント専攻の修了生

に対して採用意向を示しており、採用関与度が高い層の需要が高い。【資料 19】このよう

に、本専攻に対する採用意向は明らかに高い。 

また、観光産業は、外国人旅行客が重要な顧客であり、従業員採用において、日本人、外

国人の区別はあまり意味がないばかりか、英語や中国語を使用できる外国人従業員が求め

られている。したがって、本専攻の外国人留学生についても、当然のことながら、採用意向

の中に含めるのが適当であると考える。 

 回答者 488 名に対して観光マネジメント専攻を修了した学生に期待する力、スキルを尋

ねた結果、「物事に自ら進んで取り組もうとする力」「コミュニケーション能力」「新たな

ことに挑戦する積極性」「実践を通じて、行動する力」が 6割程と特に期待されている。ま

た、採用意向の高い層は、実践的な学びや業界での就業経験をより期待している。【資料 20】 

 これらから、これまで、実践的な観光経営を本格的に教育研究するビジネススクールが日

本においてほとんど存在してこなかったことも影響して、こうした期待の大きさとなって

いると考えられる。以上から、観光マネジメント専攻に対する社会的な人材需要は十分にあ

る。 

以上 
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【資料１】 全国で観光を教育する課程、プログラム、コースを有する大学、学部、学科
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【資料２】 観光マネジメント専攻＜設置構想中＞の概要の説明文書 (日本語） 
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【資料３】 観光産業及び観光関連産業に
従事している 人事や採用担当者への調査 設問
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【資料４】　学生確保の見通しの調査 設問 
　（観光産業および観光関連産業に従事している社会人への調査）
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【資料５】　学生確保の見通しの調査 設問 
　（ 日本人学生への調査 ）
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【資料６】　観光マネジメント専攻＜設置構想中＞の概要の説明文書 
（中国語 ）
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      【資料７ 】 学生確保の見通しの調査 設問 
　　　　　（世新大学（協定校） の 留学生 への調査)
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【資料８】 学生確保の見通しの     調査 設問 
(大連工業大学（協定校）の留学生への調査)
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【資料９】 学生確保の見通しの調査 設問 
（日本語学校の留学生への調査）（ 中国語、日本語）
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【  資料10】 学生確保の見通しの調査 結果 
（企業で採用に関与する担当者からの回答　設問中Q 4）
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【資料   11】 学生確保の見通しの調査 結果 
　（観光産業及び観光関連産業に従事している社会人からの回答）
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【資料　12】 学生確保の見通しの調査 結果　（日本人学生からの回答）

ー学生確保（資料）－33ー



30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ISI

0 10 20 30 40 50 60 70

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0

1

2

3

4

5

6

7

15%

8%
0%

15%

31%

0%

31%

0%

【資料　13】 学生確保の見通しの調査 結果　（日本語学校、協定校の留学生からの回答）
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【資料14】 既設の経営管理専攻入学試験の志願者数、合格者数、
入学者数の推移 （ 2017年4月入学  2023年4月入学 ） 
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【　資料15】 2022年度研究科 W ebサイト、Facebook、Instagram 、YouTubeへのアクセス数
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　　【資料16】 社会人（自己推薦型）入学試験 
出願資格・要件
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【  資料17】  人材需要の動向の調査　回答者内訳
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【 資料18】 人材需要の動向の調査 結果（　観光マネジメント専攻と修了生の社会的必要性）
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【資料19】 人材需要の動向の調査 結果（観光マネジメント専攻の修了生に対する採用意向） 
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【  資料20】 人材需要の動向の調査 結果 
（ 観光マネジメント専攻を修了した学生に期待する力、スキル）

ー学生確保（資料）－44ー



フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

― 学長
ﾅｶﾀﾆ　ﾖｼｵ
仲谷　善雄

＜令和5年1月＞
学術博士

学校法人立命館総長
立命館大学長

（平成31年1月～令和8年12月）

現　職
（就任年月）

（注）　高等専門学校にあっては校長について記入すること。

別記様式第３号（その１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 員 名 簿

学 長 の 氏 名 等

調書
番号

役職名 年齢
保有
学位等

月額基本給
（千円）
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フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

1 専
教授

（研究科長）

ﾏｷﾀ　ﾏｻﾋﾛ
牧田　正裕

＜令和6年4月＞

博士
（経営学）

アカウンティング（TMP）
ビジネスエコノミクス（TMP）
ホスピタリティマネジメント（TMP）
ホスピタリティマネジメント（TCP）
リサーチプロジェクトⅠ
リサーチプロジェクトⅡ

1①・②
1③

1・2②
1・2①
2前
2後

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

立命館大学大学院経営管理研究科
教授

（平31.4）
5

2 専
教授

（専攻長）

ｲｼｻﾞｷ　ﾖｼﾕｷ
石崎　祥之

＜令和6年4月＞

博士
（経営学）

交通ビジネス（TMP）
旅館経営（TCP）
インバウンドマーケティング（TCP）
交通ビジネス（TCP）
フィールドワーク
リサーチプロジェクトⅠ
リサーチプロジェクトⅡ

1・2②
1・2④
1・2③
1・2①
1・2休
2前
2後

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

立命館大学経営学部経営学科
教授

（平成7.4）
5

3 専 教授
ﾆｼﾓﾄ　ｹｲｺ
西本　恵子

＜令和6年4月＞

博士
（経営科学）

MICE企業経営戦略（TMP）
MICEマーケティング（TMP）
リゾート＆エンターテインメントビジネス（TMP）
リゾート＆エンターテインメントビジネス（TCP）
フィールドワーク
リサーチプロジェクトⅠ
リサーチプロジェクトⅡ

1・2③・④
1・2①・②
1・2③・④

1・2①
1・2休
2前
2後

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1

一般社団法人MICE総研
上席研究員
（令1.6）

5

4 専 准教授
ｵｵｼﾏ　ﾄﾓﾉﾘ
大島　知典

＜令和6年4月＞

博士
（経営学）

マーケティング（TMP）
サービスイノベーション（TMP）
サービスイノベーション（TCP）
サービスとホスピタリティのデザイン（TMP）
サービスとホスピタリティのデザイン（TCP）
インターンシップ
フィールドワーク
リサーチプロジェクトⅠ
リサーチプロジェクトⅡ

1①・②
1①・②

1②
1・2③・④

1・2③
1・2休
1・2休
2前
2後

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

立命館大学大学院経営管理研究科
准教授

（令5.4）
5

5 専 准教授
ﾅｶﾞｲ　ﾊﾔﾄ
永井　隼人

＜令和6年4月＞

Doctor of Philosophy
（オーストラリア）

ディスティネーションマネジメント（TMP）
観光地ブランディング（TMP）
観光産業におけるリスクマネジメント（TMP）
ディスティネーションマネジメント（TCP）
観光地ブランディング（TCP）
観光産業におけるリスクマネジメント（TCP）
フィールドワーク
リサーチプロジェクトⅠ
リサーチプロジェクトⅡ

1・2①・②
1・2②・④

1・2③
1・2②
1・2③
1・2④
1・2休
2前
2後

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

和歌山大学観光学部
准教授

（令3.4）
5

一般社団法人日本NLP能力開発協会
代表理事

（平22.7）
0.75

一般社団法人日本NLP能力開発協会
代表理事

（平22.7）
5

株式会社地域計画建築研究所
取締役 京都事務所長

（令4.6）
2

株式会社地域計画建築研究所
取締役 京都事務所長

（令4.6）
5

株式会社ビズユナイテッド
代表取締役
（平23.7）

2

株式会社ビズユナイテッド
代表取締役
（平23.7）

5

昭和飛行機工業株式会社
代表取締役会長

（令2.5）
0.75

昭和飛行機工業株式会社
代表取締役会長

（令2.5）
5

ジェミニストラテジーグループ株式会社
代表取締役CEO・シニアパートナー

（平23.6）
2

ジェミニストラテジーグループ株式会社
代表取締役CEO・シニアパートナー

（平23.6）
5

公益財団法人日本交通公社
理事

（令4.6）
2

公益財団法人日本交通公社
理事

（令4.6）
5

Weft Hospitality
代表取締役
（平29.6）

0.75

Weft Hospitality
代表取締役
（平29.6）

5

株式会社船井総合研究所
コンサルタント

（平22.4）
2

株式会社船井総合研究所
コンサルタント

（平22.4）
5

修士
（経営学）

マーケティング（TMP）
サービスイノベーション（TMP）
マーケティング（TCP）
サービスとホスピタリティのデザイン（TMP）
リサーチプロジェクトⅠ
リサーチプロジェクトⅡ

1①・②
1①・②

1①
1・2③・④

2前
2後

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

ホテル・リゾート企業のマネジメント（TMP）
ホテル・リゾート企業のマネジメント（TCP）

1・2③・④
1・2③

2
2

2
1

ビジネス修士
（専門職）

13 実専 教授
ﾖｼｵｶ　ｶｴ

吉岡　郁栄
＜令和6年4月＞

12 実専 教授
ﾖｺﾔﾏ　ｹﾝｲﾁﾛｳ
横山　健一郎

＜令和6年4月＞

博士
（社会工学）

観光地ブランディング（TMP）
観光産業政策（TMP）
MICEマネジメント（TCP）
観光産業政策（TCP）
リサーチプロジェクトⅠ
リサーチプロジェクトⅡ

1・2②・④
1・2①
1・2③
1・2④
2前
2後

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

観光産業イノベーション（TMP）
観光産業における情報・デジタル技術（TMP）
ファミリービジネス（TMP）
観光産業における情報・デジタル技術（TCP）
リサーチプロジェクトⅠ
リサーチプロジェクトⅡ

1・2④
1・2①
1・2③
1・2②
2前
2後

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

学士
（経営学）

11 実専 教授
ﾔﾏﾀﾞ　ﾕｳｲﾁ
山田　雄一

＜令和6年4月＞

10 実専 教授
ﾔﾏﾀﾞ（ｻｲ）ﾏｻﾋﾛ
山田（崔）政弘
＜令和6年4月＞

Master in Business
Administration

（米国）

競争戦略（TMP）
ビジネス創造（TMP）
競争戦略（TCP）

1①・②
1④
1①

2
2
2

1
1
1

旅館経営（TMP）
企業財務（TMP）
管理会計（TMP）
リサーチプロジェクトⅠ
リサーチプロジェクトⅡ

1・2①・④
1・2②
1・2③
2前
2後

2
2
2
2
2

2
1
1
1
1

Master of Business
Administration

（オーストラリア）

9 実専 教授
ﾓﾘﾓﾄ　ﾏｻﾙ
森本　大

＜令和6年4月＞

8 実専 教授
ﾐﾔｸﾞﾁ　ﾅｵﾄ
宮口　直人

＜令和6年4月＞

修士
（工学）

観光企業の市場創造（TMP）
ディスティネーションマネジメント（TMP）
観光企業の市場創造（TCP）
観光まちづくり（TCP）
リサーチプロジェクトⅠ
リサーチプロジェクトⅡ

1・2③
1・2①・②

1・2④
1・2①
2前
2後

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

組織行動（TMP）
リーダーシップ（TMP）
組織行動（TCP）

1①・②
1③
1①

2
2
2

1
1
1

Master of Business
Administration

（米国）

7 実専 教授
ﾐｷ　ｹﾝｼﾞ

三木　健治
＜令和6年4月＞

6 実専 教授
ﾆｶｲﾄﾞｳ　ﾀﾀﾞﾊﾙ
二階堂　忠春

＜令和6年4月＞

別記様式第３号（その２の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

（経営管理研究科観光マネジメント専攻）

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）
担当授業科目の名称

配 当
年 次

担 当
単 位 数

年 間
開講数

現　職
（就任年月）

申請に係る大学等の
職 務 に 従 事 す る
週当たり平均日数

ー教員名簿ー2ー



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

14 兼担 教授
ｱﾅｲ　ﾋﾛｶｽﾞ
穴井　宏和

＜令和6年4月＞

博士
（環境学）

ファイナンス（TMP）
ファイナンス（TCP）

1①・②
1①

2
2

1
1

立命館大学大学院経営管理研究科
教授

（令5.4）

15 兼担 教授
ｵｸﾑﾗ　ﾖｳｲﾁ
奥村　陽一

＜令和6年4月＞
経営学修士　※

アカウンティング（TMP）
企業分析（TCP）

1①・②
1・2②

2
2

1
1

立命館大学大学院経営管理研究科
教授

（昭63.4）

16 兼担 教授
ﾄﾘﾔﾏ　ﾏｻﾋﾛ
鳥山　正博

＜令和6年4月＞

博士
（工学）

マーケティングリサーチ（TMP）
マーケティングリサーチ（TCP）

1・2③
1・2④

2
2

1
1

立命館大学大学院経営管理研究科
教授

（平21.4）

17 兼担 教授
ﾊｼﾓﾄ　ﾏｻｱｷ
橋本　正明

＜令和6年4月＞

学士
（法学）

ファイナンス（TMP） 1①・② 2 1
立命館大学大学院経営管理研究科

教授
（平29.4）

18 兼担 教授
ﾐｽﾞﾉ　ｲﾀｶﾞｷ　ﾕｶﾘ

水野（板垣）由香里
＜令和6年4月＞

博士
（経営学）

競争戦略（TMP） 1①・② 2 1
立命館大学大学院経営管理研究科

教授
（令3.4）

19 兼担 教授
ﾖｼﾓﾄ　ﾃﾂｵ
善本　哲夫

＜令和6年4月＞
修士（商学）※ ビジネスエコノミクス（TCP） 1① 2 1

立命館大学経営学部経営学科
教授

（平19.4）

20 兼担 准教授
ﾏｴﾀﾞ　ﾄｷ

前田　東岐
＜令和6年4月＞

博士
（経営学）

組織行動（TMP）
リーダーシップ（TCP）
人的資源管理（TCP）

1①・②
1③

1・2④

2
2
2

1
1
1

立命館大学大学院経営管理研究科
准教授

（平21.4）

21 兼任 教授
ｶﾅｲ　ﾜﾀﾇｷ　ﾗﾐﾔ

金井（綿貫）良宮
＜令和6年4月＞

MBA in International
Luxury Brand
Management
（仏国）

観光事業マネジメント特殊講義 1・2③・④ 2 1
株式会社御湯所

ブランドディレクター
（令.9）

22 兼任 教授
ｻﾜﾔﾅｷﾞ　ﾄﾓﾋｺ
沢柳 知彦

＜令和6年4月＞

Master of Management
in Hospitality

（米国）
観光事業マネジメント特殊講義 1・2③・④ 2 1

株式会社ブレインピックス
代表取締役
（令2.5）

23 兼任 教授
ﾅｶﾑﾗ　ﾊｼｵ

中村　葉志生
＜令和6年4月＞

経済学修士 企業倫理とサステイナブル経営（TCP） 1④ 2 1
株式会社ハリーアンドカンパニー

代表取締役
（平18.4）

24 兼任 教授
ﾏﾙﾀ　ｹﾝﾀﾛｳ
丸田 健太郎

＜令和6年4月＞

学士
（経済学）

観光事業特殊講義
1・2①・②・

③・④
2 1

有限責任 あずさ監査法人 常務執行理事・Digital
Innovation部長

（令3.7）

25 兼任 教授
ﾓﾀﾆ　ｺｳｽｹ
藻谷　浩介

＜令和6年4月＞

Master of Business
Administration

（米国）
サステイナブルツーリズム（TMP） 1・2② 2 1

株式会社日本総合研究所
主席研究員
（平24.1）

26 兼任 教授
ﾓﾘｸﾞﾁ　ﾐﾂﾙ

森口　巳都留
＜令和6年4月＞

家政学士 MICE施設のマネジメント（TMP） 1・2④ 2 1
株式会社MICEジャパン

代表取締役
（平21.7）

27 兼任 准教授
ﾓﾄﾊｼ　ｼﾞｭﾝｺ
本橋 潤子

＜令和6年4月＞

博士
（商学）

企業倫理とサステイナブル経営（TMP） 1② 2 1
産業能率大学経営学部

准教授
（令3.4）

28 兼任 講師
ｲｽﾞﾐ　ﾀﾞｲｷ
和泉　大樹

＜令和6年4月＞

博士
（文学）

観光事業特殊講義
1・2①・②・

③・④
2 1

阪南大学国際観光学部国際観光学科
教授

（平25.4）

29 兼任 講師
ｵｶﾞﾜﾗ　ｻｸﾗｺ
小川原　桜子

＜令和6年4月＞

学士
（言語・文化）

イベントプランニング（TMP） 1・2④ 2 1

メットライフ生命保険株式会社
マーケティング部門イベントマネジメントグループ

マネージャー／シニアプランナー
（平29.9）

30 兼任 講師
ｶﾔｷ　ﾉﾘﾔ

栢木　紀哉
＜令和6年4月＞

博士
（工学）

統計・データ分析（TCP） 1② 2 1
龍谷大学経営学部経営学科

准教授
（令4.3）

31 兼任 講師
ｷﾑﾗ　ｵｶｻﾞｷ　ﾏｻﾐ

木村（岡﨑）まさみ
＜令和6年4月＞

Master of Arts
（英国）

Business Communication（TMP） 1・2③ 2 1
立命館大学大学院経営管理研究科

授業担当講師
（平31.4）

32 兼任 講師
ｼｹﾞﾀﾆ　ﾖｳｲﾁ
重谷　陽一

＜令和6年4月＞

博士
（先端マネジメント）

観光産業イノベーション（TCP） 1・2③ 2 1
阪南大学国際観光学部

准教授

担当授業科目の名称
配 当
年 次

担 当
単 位 数

年 間
開講数

現　職
（就任年月）

申請に係る大学等の

職 務 に 従 事 す る

週当たり平均日数

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）

ー教員名簿ー3ー



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

33 兼任 講師
ﾀｶﾓﾘ　ﾓﾓﾀﾛｳ
高森 桃太郎

＜令和6年4月＞

博士
（商学）

Business Negotiation（TCP） 1・2④ 2 1
関西学院大学商学部

准教授
（平29.4）

34 兼任 講師
ﾀｹﾀﾞ　ﾑﾈﾂｸﾞ
竹田　宗継

＜令和6年4月＞

MBA in International
Management
（米国）

Business Communication（TCP） 1・2② 2 1
同志社大学グローバル・コミュニケーション学部

嘱託講師
（令4.4）

35 兼任 講師
ﾄｳﾉ　ｾｲｺﾞｳ
東野　正剛

＜令和6年4月＞

Degree of Bachelor
of Arts

Journalism
（米国）

観光事業特殊講義
1・2①・②・

③・④
2 1

株式会社パシフィックボイス
執行役員

（平27.2）

36 兼任 講師
ﾆｼﾀﾞ　ｶｽﾞﾐﾁ
西田 和倫

＜令和6年4月＞

会計修士
（専門職）

アカウンティング（TCP） 1② 2 1
西田公認会計士・税理士事務所

所長
（平30.3）

37 兼任 講師
ﾆｼﾊﾗ　ｶｽﾞﾋｺ
西原 和彦

＜令和6年4月＞

修士
（法学）

Business Negotiation（TMP） 1・2④ 2 1
弁護士法人 本町国際綜合法律事務所

パートナー
（平27.10）

38 兼任 講師
ﾆｼﾑﾗ　ｳｴﾑﾗ　ﾉﾘﾖｼ
西村（上村）典芳
＜令和6年4月＞

修士
（人間科学）

観光事業特殊講義
1・2①・②・

③・④
2 1

流通科学大学人間社会学部観光学科
教授

（令4.4）

39 兼任 講師
ﾊｴﾉ　ﾀｹｼ
波江野 武

＜令和6年4月＞

Master of Business
Administration

（米国）
統計・データ分析（TMP） 1① 2 1

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
執行役員 戦略ユニット長

（令4.6）

40 兼任 講師
ﾊｼﾓﾄ　ｵｶﾉ　ﾖｼｺ

橋本（岡野）良子
＜令和6年4月＞

博士
（経営学）

ビジネス創造（TCP） 1③ 2 1
事業構想大学院大学事業構想研究科

教授
（平31・4）

41 兼任 講師
ﾊﾀｹﾔﾏ　ﾄｼﾋﾛ
畠山　俊宏

＜令和6年4月＞

博士
（経営学）

国際経営（TMP）
国際経営（TCP）

1①
1②

2
2

1
1

摂南大学経営学部経営学科
准教授

（平31.4）

42 兼任 講師
ﾊﾗ　ｶｽﾞｷ
原　一樹

＜令和6年4月＞

修士
（文学）

観光事業キャリア形成特殊講義 1・2④ 2 1
京都外国語大学国際貢献学部グローバル観光学科

教授
（平30.4）

43 兼任 講師
ﾏﾙｵｶ　ﾅｵｷ
丸岡　直樹

＜令和6年4月＞

学士
（経済学）

ヘリテージツーリズム（TMP） 1・2① 2 1

バリューマネジメント株式会社
社長室

ゼネラルマネージャー
（令2.2）

44 兼任 講師
ﾐﾜ　ﾀｸﾐ

三輪　卓己
＜令和6年4月＞

博士
（経営学）

人的資源管理（TMP） 1・2④ 2 1
桃山学院大学経営学部

教授
（令3.4）

（注）

１　教員の数に応じ，適宜枠を増やして記入すること。

２　私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科若しくは高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする場合若しくは届出

　を行おうとする場合又は大学等の設置者の変更の認可を受けようとする場合は，この書類を作成する必要はない。

３　「申請に係る学部等に従事する週当たりの平均日数」の欄は，専任教員のみ記載すること。

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）
担当授業科目の名称

配 当
年 次

担 当
単 位 数

年 間
開講数

現　職
（就任年月）

申請に係る大学等の

職 務 に 従 事 す る

週当たり平均日数
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職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 人 3人 1人 人 人 4人

修 士 人 人 2人 2人 1人 人 人 5人

学 士 人 人 1人 人 人 人 人 1人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 1人 人 人 1人

博 士 人 2人 人 人 人 人 人 2人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 2人 人 3人 1人 人 人 6人

修 士 人 人 2人 2人 1人 人 人 5人

学 士 人 人 　1人 人 人 人 人 1人

短 期 大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

そ の 他 人 人 人 人 1人 人 人 1人

３　この書類は，申請又は届出に係る学部等の開設後，当該学部等の修業年限に相当する期間が満了する年度における状況を記載すること。

准 教 授

別記様式第３号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

専任教員の年齢構成・学位保有状況

教 授

【その
他】ビジ
ネス修士
（専門
職）

講 師

助 教

合 計

（注）

１　この書類は，申請又は届出に係る学部等ごとに作成すること。

２　この書類は，専任教員についてのみ，作成すること。

４　専門職大学院若しくは専門職大学の前期課程を修了した者又は専門職大学又は専門職短期大学を卒業した者に対し授与された学位については，「その他」の欄にその数を

　記載し，「備考」の欄に，具体的な学位名称を付記すること。
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